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「障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」（仮称
かしょう

）の論点
ろんてん

についての意見
いけん

 

（分野
ぶんや

D
でぃー

 支援
しえん

（
び

サービス
さーびす

）体系
たいけい

) その４ 

 

（分野
ぶんや

D
でぃー

 支援
しえん

（
び

サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

) 

＜項 目
こうもく

D
でぃー

-4 就 労
しゅうろう

＞ 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-4-1) 「福祉
ふくし

から雇用
こよう

へ」の移行
いこう

はどこまで進
すす

んだのか？これまでの 就 労
しゅうろう

政 策
せいさく

の問 題 点
もんだいてん

をどう 考
かんが

えるのか？ ・・・２ 

 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-4-2) 福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

のとらえ直
なお

しを含
ふく

む、これからの 就 労
しゅうろう

の制度
せいど

設 計
せっけい

をど

う 考
かんが

えるのか？ ・・・１２ 

 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-4-3) 既存
きそん

の労 働
ろうどう

行 政
ぎょうせい

における取
と

り組
く

みとあわせて、福祉
ふくし

と労 働
ろうどう

にまたが

るような法
ほう

制度
せいど

については、どこで議論
ぎろん

していくべきか？ ・・・２２ 

 

＜項 目
こうもく

D
でぃー

-5 地域
ちいき

での住
す

まいの確保
かくほ

・ 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

について＞ 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-5-1) これまで地域
ちいき

移行
いこう

の 障 壁
しょうへき

になってきた 住 宅
じゅうたく

問 題
もんだい

を解
かい

決
けっ

するために、

具体的
ぐたいてき

にどのような方 策
ほうさく

が 考
かんが

えられるか？ ・・・２９ 

 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-5-2) 地域
ちいき

での住
す

まいの確保
かくほ

の方 策
ほうさく

として公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

への優 先 枠
ゆうせんわく

を広
ひろ

げる

方 向
ほうこう

で 考
かんが

えるべきか？ ・・・４１ 

 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-5-3) また、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

が 質 量
しつりょう

共
とも

に不足
ふそく

する現 実
げんじつ

がある中
なか

で、 障 害
しょうがい

が

ある人
ひと

のアパートなどの一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

の確保
かくほ

の為
ため

にどのような対 応
たいおう

が必 要
ひつよう

か？（家賃
やちん

等
とう

の軽 減
けいげん

策
さく

や借
か

り上
あ

げ型
がた

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

等
とう

) ・・・５１ 

 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-5-4) 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

の評 価
ひょうか

とさらに必 要
ひつよう

とされる機能
きのう

・役 割
やくわり

にどの

ようなことがあるか？ ・・・６１ 

 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-5-5) グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

とケアホーム
け あ ほ ー む

について、 現 状
げんじょう

の問 題 点
もんだいてん

は何
なに

か？また

今後
こんご

のあり方
かた

をどう 考
かんが

えるか？ ・・・６９ 
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（分野
ぶんや

D
でぃー

 支援
しえん

（
び

サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

) 

＜項 目
こうもく

D
でぃー

-4 就 労
しゅうろう

＞ 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-4-1) 「福祉
ふくし

から雇用
こよう

へ」の移行
いこう

はどこまで進
すす

んだのか？これまでの 就 労
しゅうろう

政 策
せいさく

の問 題 点
もんだいてん

をどう 考
かんが

えるのか？ 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・障 害 者
しょうがいしゃ

の雇用
こよう

については、国
くに

（労 働 局
ろうどうきょく

）、県
けん

（福祉
ふくし

部 局
ぶきょく

、雇用
こよう

部 局
ぶきょく

、教 育
きょういく

委員会
いいんかい

）、

市 町 村
しちょうそん

と責 任
せきにん

主 体
しゅたい

が不明確
ふめいかく

 

・関 係
かんけい

分野
ぶんや

がバラバラ
ば ら ば ら

に対 応
たいおう

 

・企 業
きぎょう

の理解
りかい

が不 十 分
ふじゅうぶん

 

といった根 本 的
こんぽんてき

な問 題
もんだい

があり、これらについてまずは総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

の中
なか

でしっかり

議論
ぎろん

すべき 

○理由
りゆう

 

 一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

に向
む

けた支援
しえん

を行
おこな

っているものの、結果
けっか

として福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の分野
ぶんや

に

滞 留
たいりゅう

せざるを得
え

ない障 害 者
しょうがいしゃ

が多
おお

く存 在
そんざい

するのが現 状
げんじょう

である。現 状
げんじょう

の障 害 者
しょうがいしゃ

への

就 労
しゅうろう

支援
しえん

は、就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

等
とう

を行
おこな

う福祉
ふくし

施設
しせつ

とそれをバックアップ
ば っ く あ っ ぷ

するハローワーク
は ろ ー わ ー く

や障 害 者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

センター
せ ん た

等
とう

の連 携
れんけい

が十 分
じゅうぶん

でなく、一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への移行
いこう

への福祉
ふくし

部門
ぶもん

と労 働
ろうどう

部門
ぶもん

の一 体 的
いったいてき

な推 進
すいしん

体 制
たいせい

がとれていないことが問 題
もんだい

である。 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 福祉
ふくし

の枠
わく

で考える
かんがえる

限 界
げんかい

はある。 

○理由 

 障 害 者
しょうがいしゃ

だけという特 別
とくべつ

な考 え
かんがえ

でいくと溝
みぞ

が縮まらない
ち ぢまら ない

。 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 ほとんど移行
いこう

は進
すす

んでいないと考
かんが

える。就 労
しゅうろう

に関
かん

して、ハローワークの活 用
かつよう

をうた

っているが、ハローワーク職 員
しょくいん

に障 害
しょうがい

を理解
りかい

する者
もの

が尐
すく

ない。 
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 事 業 所
じぎょうしょ

運営費
うんえいひ

が削
けず

減
げん

されたため、職 員
しょくいん

の身分
みぶん

が不安定
ふあんてい

（契 約
けいやく

・アルバイト等
とう

）

になっている。 

 ７時間
じかん

／日
ひ

の仕事
しごと

をすることができないので短時間
たんじかん

就 労
しゅうろう

（３時間
じかん

）の制度化
せいどか

を図
はか

る。 

 ジョブコーチも短期
たんき

の関与
かんよ

で、障 害 者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

に役立
やくだ

っているとは言
い

えない。

企 業
きぎょう

も障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

の求
もと

める意味
い み

を理解
りかい

していない。単
たん

なる賃 金
ちんぎん

補助
ほじょ

としての利用
りよう

で

はないか。時間
じかん

短 縮
たんしゅく

やノルマ軽 減
けいげん

などの措置
そ ち

をとる企 業
きぎょう

は尐
すく

ない。 

 就 労
しゅうろう

で生
しょう

じる二次
に じ

障 害
しょうがい

防止
ぼうし

への対 策
たいさく

も必 要
ひつよう

。関
かか

わる人
ひと

は誰
だれ

でも良
よ

いではない。 

○理由
りゆう

 

 福祉
ふくし

施設
しせつ

が「福祉
ふくし

から雇用
こよう

へ」に挑 戦
ちょうせん

できていない。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 知的
ちてき

や発 達
はったつ

障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた 就 労
しゅうろう

の制度
せいど

設 計
せっけい

が必 要
ひつよう

である。2年 間
ねんかん

の

トレーニング
と れ ー に ん ぐ

( 就 労
しゅうろう

移行
いこう

事 業
じぎょう

)で 就 職
しゅうしょく

するのは不可能
ふかのう

である。本 人
ほんにん

の 状 態
じょうたい

に合
あ

わせて多様
たよう

な 就 労
しゅうろう

形 態
けいたい

があってよいのではないか。 障 害 者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

の達 成
たっせい

を 促
うなが

すだけでなく、障 害
しょうがい

を持
も

つ人
ひと

が 働
はたら

きやすい職 場
しょくば

環 境
かんきょう

の工夫
くふう

などを実 現
じつげん

すること

に 対
たい

する 助 成
じょせい

の 拡 充
かくじゅう

・利用
りよう

の 柔 軟 化
じゅうなんか

が 必 要
ひつよう

である。 現 行
げんこう

制度
せいど

においても

「 障 害 者
しょうがいしゃ

作 業
さぎょう

施設
しせつ

等
とう

設置
せっち

助 成 金
じょせいきん

」はあるが、一 定
いってい

程度
ていど

の規模
き ぼ

での作 業
さぎょう

施設
しせつ

の

設置
せっち

・整備
せいび

が想 定
そうてい

されており、かつそのような設置
せっち

・整備
せいび

を 行
おこな

わなければ 障 害 者
しょうがいしゃ

の

雇
やとい

い入
い

れや雇用
こよう

継 続
けいぞく

が 難
むずか

しい 業 種
ぎょうしゅ

に限
かぎ

られている。そうではなく、発 達
はったつ

障 害
しょうがい

の人
ひと

の認知
にんち

特 性
とくせい

に応
おう

じた職 場
しょくば

環 境
かんきょう

を実 現
じつげん

するための小
ちい

さな助 成
じょせい

などの枠組
わくぐ

み

が必 要
ひつよう

と思
おも

われる。 

○理由
りゆう

 

 軽微
けいび

な 環 境
かんきょう

改 善
かいぜん

によって、発 達
はったつ

障 害
しょうがい

をはじめ、障 害 者
しょうがいしゃ

を雇用
こよう

できる事 業 所
じぎょうしょ

は多
おお

くあると思
おも

われるが、どのようにしてよいか、またそれほど多額
たがく

ではないが 環 境
かんきょう

改 善
かいぜん

のための支 出
ししゅつ

が 難
むずか

しい場合
ばあい

があると思
おも

われる。 障 害 者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

センタ
せ ん た

ーや

発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーが守
まも

っている職 場
しょくば

環 境
かんきょう

デザイン
で ざ い ん

のアイデア
あ い で あ

を具体化
ぐたいか

す

るための小規模
しょうきぼ

な助 成
じょせい

制度
せいど

が必 要
ひつよう

である。また、 

日本
にほん

の 失 業 率
しつぎょうりつ

は 5%。若 者
わかもの

年 代
ねんだい

でみると 11～12％という 現 状
げんじょう

を踏
ふ

まえ、「地域
ちいき

」そ

して「小規模
しょうきぼ

」を 共 通
きょうつう

理念
りねん

とし、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

の授 産
じゅさん

施設
しせつ

の分場化
ぶんばか

なども含
ふく

め、町
まち
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の中
なか

で 障 害
しょうがい

のある人
ひと

と 健 常 者
けんじょうしゃ

がともに 働
はたら

く場
ば

を 創 出
そうしゅつ

していくことも必 要
ひつよう

な

のではないか。一 方
いっぽう

で特 例
とくれい

子会社
こがいしゃ

も増
ふ

えつつあるので、企 業
きぎょう

サイド
さ い ど

の実 践
じっせん

の広
ひろ

がり

など様 々
さまざま

な 形
かたち

で地域
ちいき

における 働
はたら

く場
ば

の創 設
そうせつ

が必 要
ひつよう

である。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 雇用
こよう

から職 場
しょくば

定 着
ていちゃく

に至
いた

るまで、雇用
こよう

支援
しえん

策
さく

に留
とど

まらず、継 続 的
けいぞくてき

な就 労
しゅうろう

と生 活
せいかつ

へ

の支援
しえん

体 制
たいせい

が併
あわ

せて重 要
じゅうよう

と考
かんが

える。就 業
しゅうぎょう

・生 活
せいかつ

支援
しえん

センターも障 害
しょうがい

福祉圏域
ふくしけんいき

に 1

か 所
しょ

を 目 標
もくひょう

にしているだけであり、 安 定
あんてい

した 職 業
しょくぎょう

生 活
せいかつ

の支援
しえん

体 制
たいせい

としては

不 十 分
ふじゅうぶん

である。職 場
しょくば

における就 労
しゅうろう

支援
しえん

はもちろんのこと、生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

をサポートす

る体 制
たいせい

整備
せいび

を推 進
すいしん

する必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 

【小野
お の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

によって、「福祉
ふくし

から雇用
こよう

へ」が進
すす

んだとは評 価
ひょうか

できない。就 労
しゅうろう

支援
しえん

は、

労 働 権
ろうどうけん

保 障
ほしょう

の観 点
かんてん

から就 労
しゅうろう

支援
しえん

に関
かん

する独自
どくじ

の法
ほう

制度
せいど

を確 立
かくりつ

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

によって、一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

が格 段
かくだん

にすすんだという評 価
ひょうか

はできない。また

就 労
しゅうろう

支援
しえん

をするために福祉
ふくし

行 政
ぎょうせい

と就 労
しゅうろう

行 政
ぎょうせい

の連 携
れんけい

が密
みつ

になったかというと、まっ

たくそうではない。「工 賃
こうちん

倍 増
ばいぞう

計 画
けいかく

」は失 策
しっさく

であったといわざるを得
え

ない。 

労 働
ろうどう

行 政
ぎょうせい

の就 労
しゅうろう

施策
しさく

との連 携
れんけい

のないままに、自立
じりつ

支援法
しえんほう

は、福祉法
ふくしほう

の範 疇
はんちゅう

に就 労
しゅうろう

施策
しさく

を押
お

し込
こ

んでしまったことに、この問 題
もんだい

の欠 陥
けっかん

がある。労 働
ろうどう

行 政
ぎょうせい

及
およ

び法
ほう

制度
せいど

の

抜
ばつ

本 的
ぽんてき

拡 充
かくじゅう

と連 携
れんけい

は不可欠
ふかけつ

である。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 レディネスモデル
れ で ぃ ね す も で る

か ら ジョブコーチモデル
じ ょ ぶ こ ー ち も で る

、 トレイン
と れ い ん

 プレイス
ぷ れ い す

か ら プレイス
ぷ れ い す

 

トレイン
と れ い ん

についての就 労
しゅうろう

支援
しえん

の考
かんが

え方
かた

は、自立
じりつ

支援法
しえんほう

になって進
すす

んだように思
おも

います。

就 業
しゅうぎょう

・ 生活支援
せいかつしえん

センタ
せ ん た

ー を 就 労
しゅうろう

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー と し て コーディネータ
こ ー で ぃ ね ー た

ー と

ジョブコーチ
じ ょ ぶ こ ー ち

を配置
はいち

し就 労
しゅうろう

支援
しえん

システム
し す て む

の開 発
かいはつ

と支援
しえん

を行
おこな

う労 働
ろうどう

分野
ぶんや

の機関
きかん

とすべ
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きです。そこで、職 業 前
しょくぎょうまえ

教 育
きょういく

・訓 練
くんれん

の機能
きのう

も持
も

つとよろしいかと思
おも

います（現 在
げんざい

の

就 労
しゅうろう

移行
いこう

）。居場所
いばしょ

機能
きのう

を持
も

つ生 活
せいかつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーが地域
ちいき

活 動
かつどう

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーとしてどの

地域
ちいき

にもあるようにすべきです。相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーを併 設
へいせつ

するなり、連 携
れんけい

して今
いま

まで

の生 活
せいかつ

支援
しえん

サービス
さ ー び す

を担
にな

うようにし、就 労
しゅうろう

支援
しえん

と連 携
れんけい

することができるとよいと考
かんが

えます。  

○理由
りゆう

 

 支援
しえん

理念
りねん

、方 法
ほうほう

の周 知
しゅうち

、完 結
かんけつ

主義
しゅぎ

にならないように生 活
せいかつ

支援
しえん

と連 携
れんけい

できる体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

と考
かんが

えます。必 要
ひつよう

に応
おう

じてケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

による支援
しえん

によってより安 心
あんしん

、

安 定
あんてい

した包 括
ほうかつ

支援
しえん

を可能
かのう

とすべきです。 

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 就 労
しゅうろう

を大 前 提
だいぜんてい

とした現 行
げんこう

制度
せいど

には問 題
もんだい

がある。 

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

の成果
せいか

主義的
しゅぎてき

精 神
せいしん

は見直
みなお

すべきである。就 労
しゅうろう

せずとも精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

が

地域
ちいき

の中
なか

で安 心
あんしん

して生 活
せいかつ

できる環 境
かんきょう

を 提 供
ていきょう

する体 制
たいせい

を確保
かくほ

することが重 要
じゅうよう

であ

る。 

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】 

○結論 

 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の場合
ばあい

、あまり進んで
すすんで

いなと考える
かんがえる

。 就 労
しゅうろう

移行
いこう

事 業
じぎょう

で 就 職
しゅうしょく

し

てもなかなか 定 着
ていちゃく

できない。 

○理由 

 特
とく

に精 神
せいしん

疾 患
しっかん

にたいする社 会
しゃかい

の理解
りかい

が不 十 分
ふじゅうぶん

。特 性
とくせい

を理解
りかい

し、そのための

十 分
じゅうぶん

な支援
しえん

体 制
たいせい

を組む
く む

必 要
ひつよう

がある。 

 

【倉田
くらた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

により、 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスのなかに、 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

など、企 業
きぎょう

等
など

へ

の 就 労
しゅうろう

支援
しえん

を目 的
もくてき

とする新 た
あら  

な制度
せいど

が設けられた
もう     

が、職 場
しょくば

での介 助
かいじょ

が必 要
ひつよう

な
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重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

、 対 人
たいじん

関 係
かんけい

に 特
とく

に 困 難 さ
こんなん  

を 伴 う
ともな  

者
もの

等
など

の 一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

は

相変わらず
あいか    

進んで
すす   

いない。これまでの 就 労
しゅうろう

政 策
せいさく

の問 題 点
もんだいてん

の第 １
だい  

は 就 職 後
しゅうしょくご

の

支援
しえん

体 制
たいせい

の不 十 分 さ
ふじゅうぶん  

である。ジョブコーチ制度
せいど

や 就 業
しゅうぎょう

・生 活
せいかつ

支援
しえん

センター事 業
じぎょう

もあるが、 就 職 後
しゅうしょくご

の支援
しえん

体 制
たいせい

は 全 く
まった  

足りて
た   

おらず、箕面市
みのおし

では市
し

単 独
たんどく

経費
けいひ

で

職 員
しょくいん

加配
かはい

を行 っ て
おこな   

いる。第 ２
だい  

には有
ゆう

期限
きげん

の助 成
じょせい

金
きん

制度
せいど

のあり方
   かた

（継 続
けいぞく

した

賃 金
ちんぎん

補てん
ほ て ん

制度
せいど

の欠 落
けつらく

）、第 ３
だい  

には「合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

」の具体例
ぐたいれい

を企 業
きぎょう

に提 案
ていあん

できる

システムの無さ
な  

が挙げられる
あ    

。 

○理由
りゆう

 

 法 定
ほうてい

雇用率
こようりつ

を 達 成
たっせい

しようと思えば
おも   

、 現 在
げんざい

雇用
こよう

されている 障 害 者
しょうがいしゃ

の 障 害
しょうがい

度合い
どあ  

よりも 更 に
さら  

重
じゅう

度
ど

と言われる
い    

人
ひと

たちの雇用
こよう

が必 要
ひつよう

である。そのためには、

就 職 後
しゅうしょくご

のフォローを優 先
ゆうせん

させた支援
しえん

体 制
たいせい

を国
くに

の責 任
せきにん

で制度化
せいどか

すべきである。また、

特 定
とくてい

求 職 者
きゅうしょくしゃ

雇用
こよう

開 発
かいはつ

助 成 金
じょせいきん

が有
ゆう

期限
きげん

であることは、 障 害 者
しょうがいしゃ

の実 態
じったい

には

合って
あ   

いない。賃 金
ちんぎん

補てん
ほ   

をベースにした保護
ほ ご

雇用
こよう

制度
せいど

（社 会 的
しゃかいてき

雇用
こよう

）の 創 出
そうしゅつ

が

必 要
ひつよう

である。更 に
さら  

、多 く
おお  

の企 業
きぎょう

は、どのようにしたら、より 職 業 的
しょくぎょうてき

に重 度
じゅうど

な

障 害 者
しょうがいしゃ

を雇用
こよう

できるか、分からない
わ     

状 況
じょうきょう

にあると 考 え る
かんが    

ので、この点
てん

も、

「合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

」の宝庫
ほうこ

である社 会 的
しゃかいてき

雇用
こよう

の制度化
せいどか

が必 要
ひつよう

である。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 進
すす

んだとはいえない。また、この「福祉
ふくし

から雇用
こよう

へ」の表 現
ひょうげん

が雇用
こよう

至 上
しじょう

主義
しゅぎ

につな

がり、障 害 者
しょうがいしゃ

の選 択
せんたく

や価値観
かちかん

を認
みと

めない流
なが

れがあったことは反 省
はんせい

すべきである。 

 これまでの問 題
もんだい

として、福祉
ふくし

施策
しさく

と労 働
ろうどう

施策
しさく

の分 断
ぶんだん

、縦割
たてわ

り行 政
ぎょうせい

の弊 害
へいがい

が考
かんが

え

られる。また、雇用
こよう

を数
かず

のみで評 価
ひょうか

し、望
のぞ

まない短期間
たんきかん

労 働
ろうどう

となっていないか、依願
いがん

退 職
たいしょく

の形
かたち

の解雇
かいこ

がないかといった質
しつ

の評 価
ひょうか

がなされていないことも問 題
もんだい

である。

離 職 者
りしょくしゃ

についても、徹 底
てってい

した原 因
げんいん

の追 究
ついきゅう

とその解 消
かいしょう

策
さく

の検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 「福祉
ふくし

から雇用
こよう

へ」推 進
すいしん

５か年
ねん

計 画
けいかく

で掲
かか

げられた数値
すうち

目 標
もくひょう

の達 成
たっせい

は極
きわ

めて困 難
こんなん

であると思
おも

われる。また、2006年
ねん

６月
がつ

の障 害 者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

は 1.52％（ダブルカウント
だ ぶ る か う ん と

し

ない場合
ばあい

で 1.12％）、2010年
ねん

６月
がつ

では 1.63％（1.21％）、2006年
ねん

３月
がつ

の特 別
とくべつ

支援
しえん

学 校
がっこう

の就 職 率
しゅうしょくりつ

が 22.7％、2010年
ねん

３月
がつ

が 23.7％と、その進 展
しんてん

は遅々
ち ち

としている。 
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福祉
ふくし

施策
しさく

と労 働
ろうどう

施策
しさく

については、職 場
しょくば

開 拓
かいたく

など労 働
ろうどう

施策
しさく

での能 動 的
のうどうてき

な取
と

り組
く

みの

もとで連 携
れんけい

の強 化
きょうか

が図
はか

られる必 要
ひつよう

がある。 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 就 労
しゅうろう

支援
しえん

強 化
きょうか

が障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の重 要
じゅうよう

な目 的
もくてき

の一
ひと

つがあったが、就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

事 業
じぎょう

、就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

A型
がた

事 業
じぎょう

のどちらをみても、その移行
いこう

が充 分
じゅうぶん

に進
すす

んだと

はとてもいい難
かた

い。そのどちらのあり方
かた

にも問 題
もんだい

が多
おお

いからに他
ほか

ならない。 

○理由
りゆう

 

 まずはなぜ充 分
じゅうぶん

に進
すす

まないのかの理由
りゆう

を明
あき

らかにしなければならない。就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

は受
う

け入
い

れ企 業
きぎょう

の容 量
ようりょう

に多
おお

くがかかっており結 局
けっきょく

は企 業
きぎょう

の側
がわ

にオンブしてお

り、継 続
けいぞく

支援
しえん

A型
がた

は大 勢
たいせい

の障 害 者
しょうがいしゃ

ばかりを集
あつ

めて充 分
じゅうぶん

の経 済
けいざい

活 動
かつどう

をやろうとす

ることに無理
む り

があるからに他
ほか

ならない。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 就 労
しゅうろう

政 策
せいさく

は 障 害 者
しょうがいしゃ

を訓 練
くんれん

し 就 労
しゅうろう

の場
ば

に適 用
てきよう

されるのではなく、 就 労
しゅうろう

の

場
ば

を改 善
かいぜん

して 障 害 者
しょうがいしゃ

が 就 労
しゅうろう

できるようにすべきであり、根 本 的
こんぽんてき

な問 題
もんだい

設 定
せってい

か

ら福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

政 策
せいさく

を変
か

える必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 福祉
ふくし

と 就 労
しゅうろう

は 断 絶
だんぜつ

している。もともと雇用
こよう

される 働
はたら

ける 能 力
のうりょく

を持
も

つ者
もの

は

ハローワーク
は ろ ー わ ー く

を使
つか

って雇用
こよう

の場
ば

に組
く

み込
こ

まれており、 就 労
しゅうろう

移行
いこう

の場
ば

があったから雇用
こよう

につながったわけではない。根 本 的
こんぽんてき

な国
くに

の政 策
せいさく

の 誤
あやま

りである。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

①
１

雇用
こよう

義務
ぎ む

の 対 象
たいしょう

と な る 障 害 者
しょうがいしゃ

の 範囲
はんい

の 拡 大
かくだい

に 伴 い
ともな  

法 定
ほうてい

雇用率
こようりつ

を

引き上げる
ひ  あ   

とともに、障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

納付金
のうふきん

制度
せいど

の見直し
みなお 

をあわせて 行 う
おこな  

必 要
ひつよう

があ

る。 

②通 勤
つうきん

支援
しえん

の制度化
せいどか

が必 要
ひつよう

である。また、ジョブコーチ
じ ょ ぶ こ ー ち

、 障 害 者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

生 活
せいかつ
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相 談 員
そうだんいん

、 就 業
しゅうぎょう

・生 活
せいかつ

支援
しえん

センター
せ ん た ー

など人 的
じんてき

支援
しえん

が不 十 分
ふじゅうぶん

であることから、

設置
せっち

の推 進
すいしん

と機能
きのう

強 化
きょうか

を図る
はか 

べきである。 

○理由
りゆう

 

①雇用率
こようりつ

の 対 象
たいしょう

となっているのは、身 体
しんたい

障 害
しょうがい

、知的
ちてき

障 害
しょうがい

および精 神
せいしん

障 害
しょうがい

で

あるが、精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の雇用
こよう

については義務化
ぎ む か

されていないことから、対 策
たいさく

が

遅れて
おく  

いる。今後
こんご

の 障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

の見直し
みなお 

にあわせ、雇用率
こようりつ

の 適 用
てきよう

となる

障 害 者
しょうがいしゃ

を拡 大
かくだい

するとともに、同
どう

様
よう

の制度
せいど

のある諸 外 国
しょがいこく

に比 べ
くら  

低い
ひく 

水 準
すいじゅん

にあ

る我が国
わ くに

の法 定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の引き上げ
ひ  あ  

が必 要
ひつよう

である。 

 また、 障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

納付金
のうふきん

制度
せいど

は法 定
ほうてい

雇用率
こようりつ

に達
たっ

しない企 業
きぎょう

から納付金
のうふきん

を

徴 収
ちょうしゅう

し、法 定
ほうてい

雇用率
こようりつ

に達した
たっ  

企 業
きぎょう

に 調 整 金
ちょうせいきん

を払う
はら 

仕組み
し く  

となっているが、

納付金
のうふきん

の額
がく

が低い
ひく 

ことから 障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

のインセンティブ
い ん せ ん て ぃ ぶ

としては 十 分
じゅうぶん

でない。 

② 障 害
しょうがい

のある人
ひと

の 就 労
しゅうろう

には、就 職 時
しゅうしょくとき

のみならず継 続
けいぞく

した生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

にわたる

支援
しえん

が必 要
ひつよう

である。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 福祉
ふくし

か雇用
こよう

かの２分 割
ぶんかつ

による体 系
たいけい

はなじまない。就 労
しゅうろう

も介護
かいご

も視点
してん

に納
おさ

めた支援
しえん

体 系
たいけい

確 立
かくりつ

する必 要
ひつよう

がある。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 内部
ないぶ

障 害
しょうがい

として心 臓
しんぞう

、呼吸器
こきゅうき

などの慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

患 者
かんじゃ

が障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

の対 象
たいしょう

にはな

っているが、現 状
げんじょう

では制度
せいど

の谷間
たにま

も多
おお

く、職 場
しょくば

での病 気
びょうき

の理解
りかい

が得
え

られていないこと

が大
おお

きな問 題
もんだい

。 

 新
あら

たに肝
かん

機能
きのう

障 害
しょうがい

が内部
ないぶ

障 害
しょうがい

に加
くわ

わり、ウイルス性
せい

肝 炎
かんえん

など感 染 症
かんせんしょう

のキャリア

や患 者
かんじゃ

に対
たい

する就 労
しゅうろう

支援
しえん

を行
おこな

うことは急 務
きゅうむ

である。 

○理由
りゆう

 

 慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

を伴
ともな

う障 害
しょうがい

の場合
ばあい

、病 気
びょうき

に関
かん

する職 場
しょくば

での理解
りかい

と、それにあわせた

対 策
たいさく

が、就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

のためには不可欠
ふかけつ

。病 気
びょうき

をもっていても働
はたら

き続
つづ

けられるための

施策
しさく

がないことが、内部
ないぶ

障 害 者
しょうがいしゃ

の雇用
こよう

継 続
けいぞく

が進
すす

まない大
おお

きな要 因
よういん

である。 
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 慢 性
まんせい

肝 炎
かんえん

では、病 気
びょうき

が長期化
ちょうきか

することが多
おお

く、肝 炎 増
かんえんぞう

悪期
あくき

でない限
かぎ

りは就 労
しゅうろう

で

きるのですが、職 場
しょくば

の理解
りかい

がなく、就 労
しゅうろう

が制 限
せいげん

されたり解雇
かいこ

されることもある。また、

感 染 症
かんせんしょう

であるための 偏 見
へんけん

差別的
さべつてき

な対 応
たいおう

も多
おお

く、精 神 的
せいしんてき

に抑 圧
よくあつ

され安 心
あんしん

して

就 労
しゅうろう

できないケースもある。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 福祉
ふくし

から就 労
しゅうろう

並 行
へいこう

させるという考
かんが

えに問 題
もんだい

がある。移動
いどう

支援
しえん

などを必 要
ひつよう

な支援
しえん

を

保 障
ほしょう

し、それぞれの就 労
しゅうろう

生 活
せいかつ

を継 続
けいぞく

／保 証
ほしょう

できる考
かんが

え方
かた

を取
と

り入
い

れるべきであ

る・ 

○理由
りゆう

 

 すべての人
ひと

の労 働 権
ろうどうけん

の保 障
ほしょう

ととらえ、働
はたら

きがいのある仕事
しごと

の確保
かくほ

、賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

、等
とう

抜 本 的
ばっぽんてき

な労 働
ろうどう

政 策
せいさく

の見直
みなお

しが必 要
ひつよう

。 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

者
しゃ

の労 働
ろうどう

及
およ

び雇用
こよう

は、厳
きび

しい状 況
じょうきょう

にさらされている。一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

の場
ば

での

民 間
みんかん

の 1.8％という法 定
ほうてい

雇用率
こようりつ

は、諸 外 国
しょがいこく

の中
なか

でも際立
きわだ

って低
ひく

い上
うえ

に、達
たっ

成
せい

され

たことはほとんどない。精 神
せいしん

障 害
しょうがい

者
しゃ

を雇用率
こようりつ

算 定
さんてい

に含
ふく

めたにもかかわらず雇用率
こようりつ

は据
す

え置
お

き、ダブルカウント制
だ ぶ る か う ん と せ い

という差別的
さべつてき

制度
せいど

、特 例
とくれい

子会社
こがいしゃ

制度
せいど

のデメリット
で め り っ と

、最 低
さいてい

賃 金 法
ちんぎんほう

さえ骨
ほね

抜
ぬ

きになっていることなど、さまざまな問 題
もんだい

の解 決
かいけつ

を急
いそ

ぐべきである。 

○理由
りゆう

 

 特
とく

に遅
おく

れている、てんかんを含
ふく

む精 神
せいしん

障 害
しょうがい

者
しゃ

雇用
こよう

の抜
ばっ

本 的
ぽんてき

改 善
かいぜん

と雇用率
こようりつ

の引
ひ

き上
あ

げ、働
はたら

く場
ば

の機会
きかい

拡 大
かくだい

を国
くに

に向
む

けて要 請
ようせい

しているところである。てんかんのある

人
ひと

は、職 務
しょくむ

経 験
けいけん

、労 働
ろうどう

意欲
いよく

、治 療 上
ちりょううえ

などにより、一 般
いっぱん

企 業
きぎょう

で働
はたら

くことが十 分
じゅうぶん

可能
かのう

であり、支援
しえん

と理解
りかい

さえあれば働
はたら

き続
つづ

けられることを、周 知
しゅうち

徹 底
てってい

してほしいことを

切 望
せつぼう

している。 

 



10 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

導 入
どうにゅう

の際
さい

の掛け声
かけごえ

としての 障 害 者
しょうがいしゃ

も可能
かのう

な限り
かぎ

就職
しゅうしょく

する方 向 性
ほうこうせい

は、一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

しない 障 害 者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

もあり得
え

ることが 共 有
きょうゆう

されるな

らば、間違って
まちが

いないはずである。 

 しかし、 関 係 者
かんけいしゃ

の 努 力
どりょく

にもかかわらず 現 実
げんじつ

に自立
じりつ

支援法
しえんほう

導 入
どうにゅう

を期
き

にして

障 害 者
しょうがいしゃ

の一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

、雇用
こよう

の実 現
じつげん

が格 段
かくだん

に進 展
しんてん

しているとはいえない。 

 福祉
ふくし

と雇用
こよう

が厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

の 旧 厚 生 省
きゅうこうせいしょう

と 旧 労 働 省
きゅうろうどうしょう

で縦割り
たてわ

になっている

ことが 解 消
かいしょう

される組織
そしき

整備
せいび

が不可欠
ふかけつ

。 

 その上
うえ

で経 済
けいざい

産 業 省
さんぎょうしょう

、国土
こくど

交 通 省
こうつうしょう

等
など

他
ほか

の 省 庁
しょうちょう

を含めて
ふく

横断的
おうだんてき

に適 用
てきよう

出来
で き

る法規
ほうき

が必 要
ひつよう

。 

○理由
りゆう

 

 企 業 側
きぎょうがわ

の意識
いしき

が変 革
へんかく

するように、法 的
ほうてき

な 強 制 力
きょうせいりょく

と財 政 的
ざいせいてき

支援
しえん

が必 要
ひつよう

。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 福祉
ふくし

から雇用
こよう

へ移行
いこう

させるという考 え 方
かんがえかた

に問 題
もんだい

がある．必 要
ひつよう

な福祉的
ふくしてき

な支援
しえん

を

受けつつ
う け つ つ

，雇用
こよう

を継 続
けいぞく

するという考 え 方
かんがえかた

に改める
あらためる

べきである． 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 障
しよう

害
がい

者
しや

雇
こ

用
よう

促
そく

進
しん

法
ほう

の特
とく

例
れい

子
こ

会
がい

社
しや

や法
ほう

改
かい

正
せい

によって、企
き

業
ぎよう

就
しゆう

労
ろう

はすすん

だが、企
き

業
ぎよう

の仕
し

組
くみ

の中
なか

に取
と

り込
こ

むことで、企
き

業
ぎよう

就
しゆう

労
ろう

エリートを生
う

み出
だ

し、適
てき

応
おう

で

きない者
もの

をはじき出
だ

している 状
じよう

況
きよう

がある。企
き

業
ぎよう

就
しゆう

労
ろう

によって 障
しよう

害
がい

者
しや

のみなら

ず企
き

業
ぎよう

も変
か

わるという視
し

点
てん

が必
ひつ

要
よう

である。そのためにも、福
ふく

祉
し

は 就
しゆう

労
ろう

までを支
し

援
えん

するのではなく、 就
しゆう

労
ろう

後
ご

のフォローも制
せい

度
ど

化
か

すべきである。 

○理
り

由
ゆう

 

 企
き

業
ぎよう

就
しゆう

労
ろう

という、厳
きび

しい 競
きよう

争
そう

社
しや

会
かい

の現
げん

実
じつ

を生
い

きていくための支
し

援
えん

はすすん

でいない。 
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【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 就 業
しゅうぎょう

・生 活
せいかつ

支援
しえん

センター
せ ん た ー

の設置
せっち

などにより、作 業
さぎょう

などの構造化
こうぞうか

、単 純 化
たんじゅんか

など

の取
と

り組
く

みについては、一 定
いってい

の成果
せいか

があがってきていると 考
かんが

えられるが、 就 労
しゅうろう

の

継 続
けいぞく

に関
かん

しては課題
かだい

が多
おお

い。 就 労
しゅうろう

の継 続
けいぞく

を図
はか

るためには、 就 労
しゅうろう

場面
ばめん

のみにかた

よらず、金 銭
きんせん

管理
かんり

、ストレス
す と れ す

解 消
かいしょう

、家庭
かてい

生 活
せいかつ

の 充 実
じゅうじつ

、余暇
よ か

の過
す

ごし方
かた

などを含
ふく

め

た生 活
せいかつ

全 体
ぜんたい

を支
ささ

える総 合 的
そうごうてき

な支援
しえん

システム
し す て む

の構 築
こうちく

が必 要
ひつよう

である。就 労
しゅうろう

支援
しえん

のみ

ではなく、生 活
せいかつ

を支
ささ

えるさまざまな関 係
かんけい

機関
きかん

との連 携
れんけい

と、その連 携
れんけい

を図
はか

るための

キーマン的
き ーまん てき

支援者
しえんしゃ

の存 在
そんざい

が求
もと

められる。 

○理由 

 就 労
しゅうろう

場面
ばめん

にかたよった制度
せいど

が見受
み う

けられるが、 就 労
しゅうろう

の継 続
けいぞく

を図
はか

る上
うえ

で、個々
こ こ

の

生 活
せいかつ

全 体
ぜんたい

を捉
とら

えながら、いかに総 合 的
そうごうてき

な支援
しえん

体 制
たいせい

が取
と

られているかという点
てん

が

重 要
じゅうよう

であることからも、その支援
しえん

体 制
たいせい

の構 築
こうちく

が求
もと

められる。 
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論 点
ろんてん

D
でぃー

-4-2) 福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

のとらえ直
なお

しを含
ふく

む、これからの 就 労
しゅうろう

の制度
せいど

設 計
せっけい

をど

う 考
かんが

えるのか？ 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

の推 進
すいしん

主 体
しゅたい

や役 割
やくわり

分 担
ぶんたん

を明確化
めいかくか

し、相互
そうご

協 力
きょうりょく

のもとに企 業
きぎょう

の理解
りかい

を深
ふか

めていくことが必 要
ひつよう

であり、合 同
ごうどう

部会
ぶかい

で議論
ぎろん

することが必 要
ひつよう

。 

また、働
はたら

く意欲
いよく

があるが、就 労
しゅうろう

の機会
きかい

が得
え

られない障 害 者
しょうがいしゃ

が雇用
こよう

契 約
けいやく

により働
はたら

き、

事 業 所
じぎょうしょ

の経 営
けいえい

にも参 画
さんかく

する「労 働 者 性
ろうどうしゃせい

」を確保
かくほ

した社 会 的
しゃかいてき

事 業 所
じぎょうしょ

の創 設
そうせつ

の

検 討
けんとう

も必 要
ひつよう

。 

○理由
りゆう

 

 福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

では、働
はたら

きたい障 害 者
しょうがいしゃ

の労 働 者
ろうどうしゃ

としての位置
い ち

づけが不 十 分
ふじゅうぶん

である。 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 就 労
しゅうろう

支援
しえん

の中
なか

での 障 害
しょうがい

特 性
とくせい

による「働 き 方
はたらきかた

」の考 え 方
かんがえがた

の再 構 築
さいこうちく

が必 要
ひつよう

で

はないか。 

○理由 

 基本的
きほんてき

人 権
じんけん

としての働 く
はたらく

権利
けんり

 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 生 産 性
せいさんせい

のみをとらえた働
はたら

きを就 労
しゅうろう

とすると障 害 者
しょうがいしゃ

にとってとても厳
きび

しいものと

なる。働
はたら

くことは生
い

きてゆく糧
かて

となる、ということを働
はたら

くこととすることが重 要
じゅうよう

であ

ろう。福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

はそういう点
てん

ではとても重 要
じゅうよう

な就 労
しゅうろう

と言
い

える。 

 しかし、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の内 容
ないよう

を整理
せいり

する必 要
ひつよう

はあると考
かんが

える。 

 就 労
しゅうろう

の制度
せいど

設 計
せっけい

の基本
きほん

を所 得
しょとく

に置
おき

き、最 低
さいてい

賃 金
ちんぎん

の除
じょ

外
そと

の適 用
てきよう

を外
はず

し、最 低
さいてい

賃 金
ちんぎん

に近
ちか

い金 額
きんがく

を税
ぜい

で補填
ほてん

する。 

○理由
りゆう

 

 創 作
そうさく

活 動
かつどう

を主
しゅ

とする（Ⅲ型
かた

）福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

は、「労 働
ろうどう

」として範囲
はんい

が拡
ひろ

げすぎてい



13 

 

る。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 知的
ちてき

障 害
しょうがい

のある人
ひと

たちのニーズに応
おう

じて、工 賃
こうちん

の多寡
た か

に拘
かか

わらず、活 動
かつどう

や参加
さんか

の

視点
してん

から「働
はたら

く」という意義
い ぎ

と柔 軟
じゅうなん

な作 業
さぎょう

時間
じかん

・作 業
さぎょう

内 容
ないよう

などを考
かんが

えた場合
ばあい

、呼 称
こしょう

はともかく、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の意義
い ぎ

は排
はい

除
じょ

しきれない。一 方
いっぽう

、現 在
げんざい

の就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

事 業
じぎょう

Ｂ 型
がた

には、 就 労
しゅうろう

意欲
いよく

や 作 業
さぎょう

能 力
のうりょく

を発揮
はっき

している 人
ひと

たちも 多
おお

いが、 工 賃
こうちん

（ 賃 金
ちんぎん

）などにおいて 企 業
きぎょう

就 労
しゅうろう

との差
さ

が 顕 著
けんちょ

であり、 工 賃
こうちん

の 増 額
ぞうがく

のための

積 極 的
せっきょくてき

な施策
しさく

が求
もと

められる。また、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の場
ば

においても、一 定
いってい

の支援
しえん

により

企 業
きぎょう

就 労
しゅうろう

が可能
かのう

な人
ひと

たちも尐
すく

なくない。それらの人
ひと

たちの就 労
しゅうろう

移行
いこう

を積 極 的
せっきょくてき

に

図
はか

っていく仕組
し く

みも検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 なお、就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

事 業
じぎょう

（Ａ型
がた

）については、同 従 業 員
どうじゅうぎょういん

は、明 確
めいかく

に労 働 者
ろうどうしゃ

と

して位置
い ち

づけ、雇用
こよう

施策
しさく

の中
ちゅう

で同 事 業
どうじぎょう

を取 扱
とりあつか

うことが望
のぞ

ましいと考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 現 在
げんざい

、就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

事 業
じぎょう

（Ａ型
がた

・Ｂ型
がた

）、就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

事 業
じぎょう

、小規模
しょうきぼ

作 業 所
さぎょうじょ

等
とう

とともに生 産
せいさん

活 動
かつどう

による工 賃
こうちん

支 給
しきゅう

という視点
してん

からすれば、生 活
せいかつ

介護
かいご

を含
ふく

め広
ひろ

く福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の場
ば

が設
もう

けられている。工 賃
こうちん

の多寡
た か

に拘
かか

わらず、活 動
かつどう

や参加
さんか

の視点
してん

か

ら「働
はたら

く」という意義
い ぎ

と柔 軟
じゅうなん

な作 業
さぎょう

時間
じかん

・作 業
さぎょう

内 容
ないよう

などを考
かんが

えた場合
ばあい

、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の意義
い ぎ

は排 除
はいじょ

できないと考
かんが

える。 

 一 方
いっぽう

、現 状
げんじょう

の就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

事 業
じぎょう

（Ａ型
がた

）を除
のぞ

いた他
た

の事 業 所
じぎょうしょ

の工 賃
こうちん

は、一 般
いっぱん

企 業
きぎょう

のそれに比
くら

べ格 段
かくだん

の差
さ

があり、官 公 儒
かんこうじゅ

の推 進
すいしん

も含
ふく

め工 賃
こうちん

の増 額
ぞうがく

を図
はか

るこ

とが必 要
ひつよう

である。同時
どうじ

に、所 得
しょとく

保 障
ほしょう

である障 害
しょうがい

基礎
き そ

年
ねん

金 額
きんがく

の改 善
かいぜん

も検 討
けんとう

する

必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 

【小田島
おだじま

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 会 社
かいしゃ

で働いて
はたらいて

いる人
ひと

が、 体
からだ

をこわしたり、首
くび

になったりした時
とき

に、福祉
ふくし

の方
ほう

で

働ける
はたらける

場所
ばしょ

が必 要
ひつよう

。 

○理由
りゆう
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 会 社
かいしゃ

で無理
む り

をしながら働いて
はたらいて

いる知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

がいるから。 

 

【小野
お の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 行
げんこう

の 事 業
じぎょう

体 系
たいけい

を 抜
ばつ

本 的
ぽんてき

に 改
あらた

め、デイアクティビティセンタ
で い あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ーを福祉法
ふくしほう

に

位置付
い ち づ

け、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の労 働 権
ろうどうけん

保 障
ほしょう

の観 点
かんてん

から新
あら

たに就 労
しゅうろう

支援
しえん

に関
かん

する法
ほう

制度
せいど

を確 立
かくりつ

し、そこに地域
ちいき

就 労
しゅうろう

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーならびに一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

を位置付
い ち づ

ける。 

○理由
りゆう

 

 論 点
ろんてん

D-4-1)と同
おな

じ。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

はすべて廃止
はいし

すべきです。 

○理由
りゆう

 

 最 低
さいてい

賃 金
ちんぎん

を満
み

たさない活 動
かつどう

は就 労
しゅうろう

支援
しえん

（労 働
ろうどう

）からはずすべきです。活 動
かつどう

する

メニュ
め に ゅ

ーとして何
なん

らかの作 業
さぎょう

を取
と

り入
い

れ、結果
けっか

として配 分
はいぶん

金
きん

があたることがあっても、

それを工 賃
こうちん

と呼
よ

ぶのはやめるべきです。活 動
かつどう

配 分
はいぶん

金
きん

（別
べつ

な読
よ

み方
かた

があれば）とすべ

きです。 

 就 労
しゅうろう

支援
しえん

は労 働
ろうどう

分野
ぶんや

が全
すべ

て担
にな

うべきです。障 害 者
しょうがいしゃ

ケアマネジャ
け あ ま ね じ ゃ

ーによって本 人
ほんにん

に就 労
しゅうろう

機会
きかい

と生 活
せいかつ

支援
しえん

サービス
さ ー び す

が統 合
とうごう

されることが良
よ

いと思
おも

います。職 業 前
しょくぎょうまえ

教 育
きょういく

、

職 業 前
しょくぎょうまえ

リハビリ
り は び り

、就 労
しゅうろう

移行
いこう

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

についても労 働
ろうどう

分野
ぶんや

が担
にな

うべきです。 

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

は「働
はたら

くものは喰
く

うべからず」といった弱 肉 強 食
じゃくにくきょうしょく

の発 想
はっそう

があったよう

に思
おも

う。就 労
しゅうろう

機会
きかい

を与
あた

え「やりたい人
ひと

、やれる人
ひと

」が安 心
あんしん

して過
す

ごせるような仕組
し く

み

を作
つく

る。その機会
きかい

は民 間
みんかん

が 提 供
ていきょう

するものではなく公務
こうむ

の中
なか

で考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 生 産 性
せいさんせい

や収 益 性
しゅうえきせい

を無視
む し

して考
かんが

えることができれば、就 労
しゅうろう

は達 成 感
たっせいかん

や満 足 感
まんぞくかん

に

つながるよい機会
きかい

であると考
かんが

える。見守
みまも

りがあれば希望
きぼう

する人
ひと

も尐
すく

なくないと思
おも

う。 
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【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】 

○結論 

 最 低
さいてい

賃 金 法
ちんぎんほう

を福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

に適 用
てきよう

し、一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

とシームレス
し ー む れ す

な関 係
かんけい

をつく

る。企 業
きぎょう

への 就 労
しゅうろう

を基本
きほん

として制度
せいど

設 計
せっけい

をすべきである。 

○理由 

 障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

を広める
ひろめる

ためには、一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

との格差
かくさ

をなくすことが必 要
ひつよう

。そのた

めの財 源
ざいげん

確保
かくほ

は国
くに

の役 割
やくわり

とする。特
とく

に企 業
きぎょう

が障がい者
しゃ

を雇用
こよう

することにもっと

努 力
どりょく

するように制度化
せいどか

し進める
すすめる

必 要
ひつよう

がある。 

 

【倉田
くらた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 平 均
へいきん

２ 万 円 弱
  まんえんじゃく

／ 月
つき

の福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の 工 賃
こうちん

と、 平 均
へいきん

１５万円
   まんえん

程度
ていど

／ 月
つき

の

一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

の賃 金
ちんぎん

の乖離
かいり

。利 用 料
りようりょう

を 徴 収
ちょうしゅう

される自立
じりつ

支援法
しえんほう

の 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

事 業
じぎょう

と、 逆
ぎゃく

に手当
てあて

の出る
で  

職 業
しょくぎょう

能 力
のうりょく

開 発
かいはつ

施設
しせつ

の 矛 盾
むじゅん

。これらは、 全 て
すべ  

、

旧 労 働 省
きゅうろうどうしょう

と 旧 厚 生 省
きゅうこうせいしょう

が未だ
いま 

に独 立
どくりつ

して政 策
せいさく

を行 っ て
おこな   

いるからであり、ま

ず、このことを１本化
  ほんか

することから始めない
はじ    

と、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

への労 働
ろうどう

法規
ほうき

の適 用
てきよう

も

困 難
こんなん

である。 

○理由
りゆう

 

 福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の置かれて
お    

いる低 工 賃
ていこうちん

の実 態
じったい

について、労 働
ろうどう

行 政
ぎょうせい

がきちんと

把握
はあく

・向き
む  

合う
あ  

ことから始めない
はじ    

と、 福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の 実 態
じったい

を変える
か え る

ことには

結びつかない
む す び つ か な い

。更に
さらに

、箕面市
みのおし

等
など

で行って
おこなって

いる社 会 的
しゃかいてき

雇用
こよう

、つまり、労 働
ろうどう

と福祉
ふくし

の谷間
たにま

の問 題
もんだい

を扱 え る
あつか   

部署
ぶしょ

が明 確
めいかく

にされていないことも問 題
もんだい

である。箕面市
みのおし

や滋賀県
しがけん

の

制度
せいど

を国
くに

のモデル事業化
じぎょうか

し、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

のとらえ直し
   な お  

を実 践 的
じっせんてき

に 行 う
おこな  

べきであ

る。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

事 業
じぎょう

は障 害 者
しょうがいしゃ

の「働
はたら

く場
ば

」と位置
い ち

づけ、労 働 法
ろうどうほう

を適 用
てきよう

する「社 会
しゃかい

支援
しえん

雇用
こよう

（保護
ほ ご

雇用
こよう

）の場
ば

」とするべきである。そのためには、１事 業 者
じぎょうしゃ

の責 任
せきにん

だけ
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を問
と

うのではなく、社 会 的
しゃかいてき

責 任
せきにん

として賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

制度
せいど

や仕事
しごと

の確保
かくほ

策
さく

（官 公 需
かんこうじゅ

・

民 需
みんじゅ

）等
とう

を導 入
どうにゅう

する必 要
ひつよう

があり、併
あわ

せて、働
はたら

く障 害 者 像
しょうがいしゃぞう

、自己
じ こ

選 択
せんたく

・自己
じ こ

決 定
けってい

による事 業
じぎょう

選 択
せんたく

、事 業
じぎょう

運 営
うんえい

基 準
きじゅん

と経 営
けいえい

責 任
せきにん

等
とう

についても議論
ぎろん

がすすめられるこ

とが必 要
ひつよう

である。 

 一 方
いっぽう

、現 行
げんこう

就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

Ｂ型
がた

事 業 所
じぎょうしょ

では、最 低
さいてい

賃 金
ちんぎん

の３分
ぷん

の１は事 業 所
じぎょうしょ

が

支払
しはら

うことをめざすといった事 業 所
じぎょうしょ

の取
と

り組
く

みも不可欠
ふかけつ

である。 

○理由
りゆう

 

 働
はたら

きやすい環 境
かんきょう

で、必 要
ひつよう

な人 的
じんてき

支援
しえん

を受
う

けながら「働
はたら

く」場
ば

が必 要
ひつよう

である。就 労
しゅうろう

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

や旧 法
きゅうほう

授 産
じゅさん

施設
しせつ

で働
はたら

く 16万 人
まんにん

の方 々
かたがた

が安 心
あんしん

できる制度
せいど

の確 立
かくりつ

が

不可欠
ふかけつ

である。 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 これらの就 労
しゅうろう

の制度
せいど

設 計
せっけい

については、2点
てん

の重 要
じゅうよう

な課題
かだい

がある。 

 一
ひと

つはこれまでの福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

から就 労 権
しゅうろうけん

保 障
ほしょう

された働
はたら

き方
かた

にどう移行
いこう

、転 換
てんかん

し

うるかであり、もう一
ひと

つはそのような移行
いこう

、転 換
てんかん

がすぐには、もしくは時間
じかん

をかけても

困 難
こんなん

な場合
ばあい

も働
はたら

き方
かた

をどう位置付
い ち づ

けるかである。 

○理由
りゆう

 

 推 進
すいしん

会議
かいぎ

の中
なか

では、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

に労 働 権
ろうどうけん

保 障
ほしょう

すべきという意味
い み

が多
おお

く見
み

られる

が、そのためには、どのような条 件
じょうけん

が求
もと

められるのか、そしてそのことにはどのような

困 難
こんなん

があるのかなどの議論
ぎろん

がほとんどないといってよい。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 ベーシックインカム
べ ー し っ く い ん か む

などの所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

を根 幹
こんかん

に据
す

えることが雇用
こよう

政 策
せいさく

をも 考
かんが

える根 幹
こんかん

になる。 

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

自身
じしん

の 稼
かせぎ

得
とく

収 入
しゅうにゅう

によって生 活
せいかつ

を維
ゆい

持
じ

させようというのは、どんなに

重
おも

い 障 害 者
しょうがいしゃ

にとって無理
む り

な制度
せいど

設 計
せっけい

といえる。 稼
かせぎ

得
とく

収 入
しゅうにゅう

が 低
ひく

いことが

障 害 者
しょうがいしゃ

の 特 色
とくしょく

のひとつであるからには、その 稼
かせぎ

得
とく

収 入
しゅうにゅう

を 充 足
じゅうそく

させる



17 

 

ベーシックインカム
べ ー し っ く い ん か む

を確保
かくほ

する必 要
ひつよう

がある。生 活
せいかつ

が確保
かくほ

された上
うえ

でどのような 就 労
しゅうろう

をしたいか、どのような社 会
しゃかい

参加
さんか

をしたいかを余裕
よゆう

をもって決 定
けってい

すべきことは、親 元
おやもと

から離
はな

れて自立
じりつ

する若 者
わかもの

にとっても当 然
とうぜん

のプロセス
ぷ ろ せ す

であり、 障 害 者
しょうがいしゃ

にとって同
おな

じ

プロセス
ぷ ろ せ す

が踏
ふ

めることが制度
せいど

設 計
せっけい

の根 幹
こんかん

になければならない。尊 厳
そんげん

ある 障 害 者
しょうがいしゃ

に

自立
じりつ

生 活
せいかつ

を保 障
ほしょう

するためにはベーシックインカム
べ ー し っ く い ん か む

の創 設
そうせつ

は避
さ

けて通
とお

れない。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

支援
しえん

とともに、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の整備
せいび

も進める
すす   

べきである。どちらも

「働 く
はたら 

」という価値観
かちかん

に相違
そうい

はない。福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

が軽視
けいし

されるべきではない。 

 障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

と 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）が相互
そうご

に補完
ほかん

しあうような

制度
せいど

設 計
せっけい

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 生 産
せいさん

活 動
かつどう

という視点
してん

から考 え る
かんが   

と、生 活
せいかつ

介護
かいご

を含め
ふく 

就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

、小規模
しょうきぼ

作 業 所
さぎょうじょ

など広く
ひろ 

福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の場
ば

がある。社 会
しゃかい

参加
さんか

や活 動
かつどう

としての視点
してん

やその人
ひと

に

応じた
おう   

柔 軟
じゅうなん

な作 業
さぎょう

形 態
けいたい

を考えた
かんが  

場合
ばあい

、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の意義
い ぎ

は大きい
おお   

。 

 一 方
いっぽう

で、一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

が可能
かのう

な人
ひと

については、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の場
ば

でなく、現 在
げんざい

の

就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

の機能
きのう

を 強 化
きょうか

するとともに、 労 働
ろうどう

行 政
ぎょうせい

との 連 携
れんけい

を図りながら
はか      

積 極 的
せっきょくてき

に 就 労
しゅうろう

に結び付けて
むす つ   

いく仕組み
し く  

を作る
つく 

べきである。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

については、福祉
ふくし

分野
ぶんや

と雇用
こよう

分野
ぶんや

にまたがった大
おお

きな課題
かだい

である。所 得
しょとく

保 障
ほしょう

、賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

の問 題
もんだい

も含
ふく

め論議
ろんぎ

する必 要
ひつよう

がある。重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

においての労 働
ろうどう

保 障
ほしょう

について、「福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

」の視点
してん

は不可欠
ふかけつ

である。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 通 院
つういん

、入 院
にゅういん

のための休 暇
きゅうか

保 障
ほしょう

（賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

を含
ふく

む）、短時間
たんじかん

就 労
しゅうろう

でも自立
じりつ

した

生 活
せいかつ

を送
おく

ることができるだけの所 得
しょとく

保 障
ほしょう

との連 動
れんどう

、過 重
かじゅう

な負担
ふたん

がかからないよう
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な労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

の整備
せいび

を行
おこな

うこと。また、障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に合
あ

わせた雇用
こよう

の優
ゆう

先 枠
せんわく

を設
もう

ける

など、障 害 者
しょうがいしゃ

の働
はたら

く権利
けんり

を保 障
ほしょう

する施策
しさく

を。 

 

○理由
りゆう

 

 慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

をかかえながらも働
はたら

きつづけていくためには、医 療
いりょう

を受
う

けるための条 件
じょうけん

を整
ととの

えることが不可欠
ふかけつ

。また、フルタイムでの就 労
しゅうろう

が困 難
こんなん

な場合
ばあい

でも、生 活 面
せいかつめん

での

保 障
ほしょう

が得
え

られるよう、所 得
しょとく

保 障
ほしょう

とのバランスを考
かんが

えた制度
せいど

づくりを望
のぞ

む。また、前 提
ぜんてい

として、職 場
しょくば

での理解
りかい

が得
え

られる環 境
かんきょう

づくりが不可欠
ふかけつ

。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 権利
けんり

条 約
じょうやく

第
だい

２７条
じょう

（a）にあらゆる形
かたち

の雇用
こよう

の中
なか

に、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

も含
ふく

まれるべき

である。 

 福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

から脱 却
だっきゃく

させるためには、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の労 働
ろうどう

に関
かん

する法制化
ほうせいか

が

必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 低
ひく

い賃 金
ちんぎん

、劣 悪
れつあく

な労 働
ろうどう

環 境
かんきょう

 長 時 間
ちょうじかん

労 働
ろうどう

など、本 来
ほんらい

あるべきでない環 境
かんきょう

や

体 制
たいせい

の中
なか

で、障 害 者
しょうがいしゃ

が働
はたら

くことはあってはならないから。 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 福祉
ふくし

的
てき

就 労
しゅうろう

、つまり福祉
ふくし

制度
せいど

の下
もと

におかれている職 場
しょくば

での労 働
ろうどう

が、原 則
げんそく

として

雇用
こよう

の体 系
たいけい

からは除 外
じょがい

されていることは問 題
もんだい

である。就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

事 業
じぎょう

も訓 練
くんれん

手当
てあて

が支 給
しきゅう

されることもなく、利 用 料
りようりょう

まで負担
ふたん

させられる。 障 害
しょうがい

者
しゃ

の働
はたら

く権利
けんり

に

ついては、障 害
しょうがい

者
しゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

に照
て

らして国 際
こくさい

社 会
しゃかい

で確 認
かくにん

されている水 準
すいじゅん

をめざす

こと、国
くに

はＩＬＯ条 約
じょうやく

第
だい

168号
ごう

勧 告
かんこく

に批 准
ひじゅん

している立場
たちば

から、「適 切
てきせつ

な政府
せいふ

援 助
えんじょ

」

を検 討
けんとう

することが重 要
じゅうよう

である。 

○理由
りゆう

 

 障 害
しょうがい

者
しゃ

の権利
けんり

を保 障
ほしょう

するために、就 労
しゅうろう

対 策
たいさく

は基本的
きほんてき

な施策
しさく

である。福祉
ふくし

的
てき

就 労
しゅうろう

も労 働
ろうどう

であるという立場
たちば

に立
た

った制度
せいど

設 計
せっけい

が必 要
ひつよう

である。その上
うえ

に立
た

って、
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諸制度
しょせいど

の改 善
かいぜん

を図
はか

ること、適 切
てきせつ

な政府
せいふ

援 助
えんじょ

を確保
かくほ

することが焦 眉
しょうび

の課題
かだい

である。 

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 「福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

」はわが国
くに

独 特
どくとく

の政 策
せいさく

であり、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

（第
だい

27条
じょう

を中 心
ちゅうしん

に）ならびに ILO159号
ごう

条 約
じょうやく

、同
どう

99 号勧 告
かんこく

、同
どう

168号
ごう

勧 告
かんこく

等
とう

に照
て

らして、就 労
しゅうろう

関 連
かんれん

事 業
じぎょう

は労 働
ろうどう

政 策
せいさく

の範 疇
はんちゅう

で捉
とら

えるべきである。 

○理由
りゆう

 

 権利
けんり

条 約
じょうやく

第
だい

27条
じょう

(a)では「あらゆる形 態
けいたい

の雇用
こよう

に係
かかわ

るすべての事項
じこう

・・・に関
かん

し、

障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

を禁止
きんし

すること」とされており、他
ほか

の者
もの

との平 等
びょうどう

を基礎
き そ

とした

制度
せいど

設 計
せっけい

が求
もと

められるため。また既
すで

に批 准
ひじゅん

している（1992年
ねん

）ILO159号
ごう

条 約
じょうやく

の規定
きてい

からも逸 脱
いつだつ

するものである。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 通勤
つうきん

及び
およ

職
しょく

場内
ばない

での支援
しえん

制度
せいど

等
など

を周知
しゅうち

、確立
かくりつ

して、可能
かのう

な限り
かぎり

企業内
きぎょうない

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

を強力
きょうりょく

に促進
そくしん

していく。 

 そのことを 前 提
ぜんてい

に、 一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

に 準
じゅん

ずる 社 会
しゃかい

的
てき

雇用
こよう

制度
せいど

により、「福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

」の場
ば

を大
おお

きく変 革
へんかく

していく。 

○理由
りゆう

 

 職
しょく

場内
ばない

に支援
しえん

付
つ

きの 障 害 者
しょうがいしゃ

の 同 僚
どうりょう

がいるのが当
あ

たり前
まえ

の社 会
しゃかい

にすることは、

障 害
しょうがい

のない人
ひと

にも社 会
しゃかい

にも企 業
きぎょう

にもメリットがある。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 権利
けんり

条 約
じょうやく

第 2 7 条
だい２７じょう

( a
ａ

)にあるあらゆる形 態
けいたい

の雇用
こよう

のなかに，福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

も

含まれる
ふくまれる

べきである．福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

から 脱 却
だっきゃく

させるためには， 障 害
しょうがい

のある人
ひと

を

中 心
ちゅうしん

にした労 働
ろうどう

に関する
かんする

法制化
ほうせいか

が必 要
ひつよう

である． 
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【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 就
しゆう

労
ろう

継
けい

続
ぞく

Ａ型
がた

について労
ろう

働
どう

サイドの施
し

策
さく

とする。同
どう

B型
がた

については、就
しゆう

労
ろう

の位
い

置
ち

づけではなく、それ以
い

前
ぜん

の訓
くん

練
れん

の場
ば

として労
ろう

働
どう

に対
たい

する対
たい

価
か

という範
はん

疇
ちゆう

から外
はず

す。 

 福
ふく

祉
し

的
てき

就
しゆう

労
ろう

を、 就
しゆう

労
ろう

継
けい

続
ぞく

支
し

援
えん

や地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

支
し

援
えん

センターなどの福
ふく

祉
し

サービス

に位
い

置
ち

づけるのではなく、企
き

業
ぎよう

側
がわ

の福
ふく

祉
し

的
てき

な取
と

り組
く

みに位
い

置
ち

づけていく必
ひつ

要
よう

がある。

企
き

業
ぎよう

収
しゆう

益
えき

を地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

に還
かん

元
げん

する「福
ふく

祉
し

コミュニティービジネス」という 考
かんが

え方
かた

があるが、そうした中
なか

で、 重
じゆう

度
ど

障
しよう

害
がい

者
しや

の雇
こ

用
よう

を企
き

業
ぎよう

側
がわ

が 考
かんが

え、 行
ぎよう

政
せい

として

も、神
か

奈
な

川
がわ

県
けん

が取
と

り組
く

む「福
ふく

祉
し

的
てき

就
しゆう

労
ろう

協
きよう

力
りよく

事
じ

業
ぎよう

所
しよ

奨
しよう

励
れい

金
きん

」などをモデル

に、企
き

業
ぎよう

支
し

援
えん

を 考
かんが

えていく。 

○理
り

由
ゆう

 

 労
ろう

働
どう

契
けい

約
やく

を締
てい

結
けつ

しての活
かつ

動
どう

は、当
とう

然
ぜん

労
ろう

働
どう

に対
たい

する対
たい

価
か

としての賃
ちん

金
ぎん

が発
はつ

生
せい

する。福
ふく

祉
し

施
し

策
さく

ではなく、労
ろう

働
どう

施
し

策
さく

で捉
とら

える事
こと

が妥
だ

当
とう

。B型
がた

については、どんなに 障
しよう

害
がい

の重
おも

い人
ひと

でも自
じ

覚
かく

して 働
はたら

くという場
ば

であり、単
たん

に賃
ちん

金
ぎん

の多
た

寡
か

をもってその是
ぜ

非
ひ

を

問
と

うことに無
む

理
り

がある。対
たい

価
か

としての賃
ちん

金
ぎん

ではなく、訓
くん

練
れん

に対
たい

する手
て

当
あて

的
まと

な解
かい

釈
しやく

での支
し

給
きゆう

が 考
かんが

えられる。 

 利
り

用
よう

料
りよう

を負
ふ

担
たん

する福
ふく

祉
し

サービスであるにもかかわらず、福
ふく

祉
し

的
てき

就
しゆう

労
ろう

として位
い

置
ち

づけるのはおかしいし、 重
じゆう

度
ど

障
しよう

害
がい

者
しや

の 就
しゆう

労
ろう

の機
き

会
かい

を限
げん

定
てい

することにつながって

いる。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 「福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

」は、日本
にほん

独 特
どくとく

の政 策
せいさく

と言
い

われている。障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約 上
じょうやくうえ

か

らも、福祉
ふくし

所 管
しょかん

の 就 労
しゅうろう

関 連
かんれん

事 業
じぎょう

は労 働
ろうどう

政 策
せいさく

の範
はん

ちゅうと捉
とら

えて、就 労
しゅうろう

の制度
せいど

設 計
せっけい

を 考
かんが

え直
なお

すべきである。また、「 就 労
しゅうろう

」ということに配 慮
はいりょ

すれば、障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

する利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の仕組
し く

みは撤 廃
てっぱい

すべきである。 

○理由 

 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

を批 准
ひじゅん

する上
うえ

からも、長 年
ながねん

の懸 案
けんあん

事項
じこう

であった福祉
ふくし

所 管
しょかん

の

就 労
しゅうろう

関 連
かんれん

事 業
じぎょう

については、労 働
ろうどう

政 策
せいさく

の範
はん

ちゅうと捉
とら

えて、就 労
しゅうろう

の制度
せいど

設 計
せっけい

を
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考
かんが

えるべき時期
じ き

にきている。 
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論 点
ろんてん

D
でぃー

-4-3) 既存
きそん

の労 働
ろうどう

行 政
ぎょうせい

における取
と

り組
く

みとあわせて、福祉
ふくし

と労 働
ろうどう

にまたが

るような法
ほう

制度
せいど

については、どこで議論
ぎろん

していくべきか？ 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 まず、先 月
せんげつ

提 案
ていあん

されたように、合 同
ごうどう

の部会
ぶかい

で議論
ぎろん

したうえで、関 連
かんれん

分野
ぶんや

で制度
せいど

改 正
かいせい

が必 要
ひつよう

なものについてはそれぞれの分野
ぶんや

で対 応
たいおう

。 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

 

○理由 

 何
なん

の為
ため

に、 厚 生 省
こうせいしょう

と 労 働 省
ろうどうしょう

が一 緒
いっしょ

になったのかを考えて
かんがえて

ほしい。 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 議論
ぎろん

する場
ば

は、新
あら

たに設
もう

けるのではなく、総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

に就 労 先
しゅうろうさき

の関 係 者
かんけいしゃ

を加
くわ

え

た作 業
さぎょう

チーム会
かい

を作
つく

って議論
ぎろん

するのが望
のぞ

ましい。 

○理由
りゆう

 

 総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

として必 要
ひつよう

。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 横 断 的
おうだんてき

な課題
かだい

を議論
ぎろん

する場合
ばあい

は、推 進
すいしん

会議
かいぎ

が中 心
ちゅうしん

となるべきであり、一 定
いってい

の枠組
わくぐ

みや方 向 性
ほうこうせい

を示
しめ

す必 要
ひつよう

がある。それにより、関 連
かんれん

する総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

での議論
ぎろん

も

有 効
ゆうこう

となると考
かんが

える。 

 なお、現 状
げんじょう

において、手 続
てつづきて

き的に、厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

における審
しん

議会
ぎかい

等
とう

の議論
ぎろん

も経
へ

る

必 要
ひつよう

が考
かんが

えられ、それらと十 分
じゅうぶん

な調 整
ちょうせい

を図
はか

っていく必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 
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【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の議論
ぎろん

では、障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

の改 正
かいせい

も必 要
ひつよう

になるので、このこと

を含
ふく

めて、福祉
ふくし

と労 働
ろうどう

に関
かん

する部会
ぶかい

を、設置
せっち

して議論
ぎろん

をする。 

 

【小野
お の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 制度
せいど

改 革
かいかく

推 進
すいしん

会議
かいぎ

のもとに、就 労
しゅうろう

支援
しえん

に関
かん

する新
あら

たな部会
ぶかい

を設置
せっち

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 推 進
すいしん

会議
かいぎ

と総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

のもとに、作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

として設置
せっち

する方 向
ほうこう

が検 討
けんとう

され

ているが、雇用
こよう

関 係
かんけい

法 令
ほうれい

・制度
せいど

の見直
みなお

しを検 討
けんとう

するため、専 門
せんもん

部会
ぶかい

として設置
せっち

すべ

きである。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 推 進
すいしん

会議
かいぎ

で検 討
けんとう

して、内閣府
ないかくふ

で省 庁 間
しょうちょうかん

調 整
ちょうせい

を行
おこな

うべきです。 

○理由
りゆう

 

 またがる法 律
ほうりつ

が必 要
ひつよう

かどうかわかりません。労 働
ろうどう

分野
ぶんや

の法 律
ほうりつ

に障 害 者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

支援
しえん

サービス
さ ー び す

を掲
かか

げ、生 活
せいかつ

支援
しえん

サービス
さ ー び す

などを 提 供
ていきょう

する福祉
ふくし

分野
ぶんや

と連 携
れんけい

する法 文
ほうぶん

を入
い

れることではだめなのでしょうか。 

 またがるという考
かんが

え方
かた

が理解
りかい

できません。それぞれの得意
とくい

分野
ぶんや

を担
にな

うことが当 然
とうぜん

で

あって、労 働
ろうどう

(就 労
しゅうろう

)は生 活
せいかつ

の一部
いちぶ

であり、生 活
せいかつ

成 立
せいりつ

基礎
き そ

条 件
じょうけん

（経 済
けいざい

基盤
きばん

）でも

あります。就 労
しゅうろう

支援
しえん

だけではなく、生 活
せいかつ

支援
しえん

サービス
さ ー び す

の必 要
ひつよう

な人
ひと

は相 談
そうだん

支援
しえん

による

ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

の対 象
たいしょう

として、生 活
せいかつ

と就 労
しゅうろう

の連 携
れんけい

の要 役
ようえき

とすべきです。生 活
せいかつ

成 立
せいりつ

と継 続
けいぞく

支援
しえん

は福祉
ふくし

分野
ぶんや

が担
にな

い、複 数
ふくすう

のニーズ
に ー ず

を満
み

たす支援
しえん

が必 要
ひつよう

であれば福祉
ふくし

分野
ぶんや

の相 談
そうだん

支援
しえん

が個別
こべつ

支援
しえん

を行
おこな

い労 働
ろうどう

分野
ぶんや

の支援
しえん

・サービス
さ ー び す

を利用
りよう

する支援
しえん

を行
おこな

うこ

とにより、一 般
いっぱん

国 民
こくみん

同 様
どうよう

の立場
たちば

となれます。 
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【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 この分野
ぶんや

は労 働
ろうどう

行 政
ぎょうせい

から切
き

り離
はな

すべきと考
かんが

える。企 業
きぎょう

に一 定
いってい

の障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

を

義務付
ぎ む づ

け、特
とく

に官 公 庁
かんこうちょう

においての雇用
こよう

促 進
そくしん

を強 化
きょうか

する程度
ていど

で十 分
じゅうぶん

。 

○理由
りゆう

 

 労 働
ろうどう

行 政
ぎょうせい

はいわゆる健
けん

常
じょう

の労 働 者
ろうどうしゃ

保護
ほ ご

の視点
してん

があり、雇用
こよう

主
ぬし

に対
たい

する監視
かんし

が

主 眼
しゅがん

である。それを障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

に当
あ

てはめ、雇用主
こようぬし

（多
おお

くは作 業 所
さぎょうじょ

など福祉
ふくし

施設
しせつ

や

一部
いちぶ

医 療
いりょう

機関
きかん

）規制
きせい

に走
はし

ると多
おお

くは撤 退
てったい

もしくは破綻
はたん

する。 

 

【倉田
くらた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 福祉
ふくし

と 労 働
ろうどう

にまたがる 法
ほう

制度
せいど

の 検 討
けんとう

・ 推 進
すいしん

にあたっては、 旧 労 働 省
きゅうろうどうしょう

と

旧 厚 生 省
きゅうこうせいしょう

の政 策
せいさく

の一
いっ

本化
ぽんか

または 中 間
ちゅうかん

領 域
りょういき

の創 設
そうせつ

が必 要
ひつよう

。このため、推 進
すいしん

会議
かいぎ

と総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

に別れて
わか  

しまっている 就 労
しゅうろう

関 係
かんけい

の実 践
じっせん

・ 研 究
けんきゅう

メンバーが

一 堂
いちどう

に会する
かい  

「 就 労
しゅうろう

に関する
かんする

ワーキンググループ」を作 り
つく  

議論
ぎろん

を進める
すす  

べき。その際
さい

、

行 政 外
ぎょうせいがい

の 関 係 者
かんけいしゃ

のみで 検 討
けんとう

を進める
すすめる

ことは、その後
ご

の 現 実 性
げんじつせい

・ 実 効 性
じっこうせい

が

疑わしい
うたが   

ため、同ＷＧ
ど う   

には、当初
とうしょ

から厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

の労働
ろうどう

行 政
ぎょうせい

・障 害
しょうがい

福祉
ふくし

それぞれの

分野
ぶんや

を担当
たんとう

する副大臣
ふくだいじん

・政務官
せいむかん

の参加
さんか

を必須
ひっす

とすべき（これに伴 い
ともな  

、当然
とうぜん

、両分野
りょうぶんや

の

担当
たんとう

行 政 官
ぎょうせいかん

はＷＧの事務局
じむきょく

へ）。 

○
 

理由
りゆう

 

 総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

だけで議論
ぎろん

しても、労 働
ろうどう

行 政
ぎょうせい

が参加
さんか

しておらず、絵
え

に描いた
か   

餅
もち

でし

かないため。現
げん

に、 障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

の改正については、労 働
ろうどう

政 策 審
せいさくしん

議会
ぎかい

での

議論
ぎろん

次第
しだい

となっていることもその証 左
しょうさ

。両 分 野
りょうぶんや

にまたがる課題
かだい

を議論
ぎろん

する以 上
いじょう

、

行 政
ぎょうせい

も含めた
ふく  

両 分
りょうぶん

野
や

すべての関 係 者
かんけいしゃ

が集う
つどう

場
ば

を設 定
せってい

して検 討
けんとう

するのは、誰
だれ

がど

う考えて
かんがえて

も当 然
とうぜん

のこと。仮に
かり 

「どこで議論
ぎろん

していくべきか？」という問い
と  

に対して
たい  

、そ

れ以外
いがい

の結 論
けつろん

を 主 張
しゅちょう

する者
もの

がいるなら、それは「福祉
ふくし

と労 働
ろうどう

にまたがる法制度
ほうせいど

」を
”
“検 討

けんとう

したくない”意図
い と

を 積 極 的
せっきょくてき

にもっている者
もの

だと捉える
とら  

べき。 
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【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 推 進
すいしん

会議
かいぎ

の重 要
じゅうよう

課題
かだい

として、部会
ぶかい

を設置
せっち

して専 門 的
せんもんてき

に議論
ぎろん

すべき。その際
さい

、厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

障 害
しょうがい

保健
ほけん

福祉部
ふくしぶ

だけでなく、 職 業
しょくぎょう

安 定 局
あんていきょく

高 齢
こうれい

・ 障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

対策部
たいさくぶ

障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

対策課
たいさくか

、労 働
ろうどう

基 準 局
きじゅんきょく

、職 業
しょくぎょう

能 力
のうりょく

開 発 局
かいはつきょく

といった行 政
ぎょうせい

、関 係
かんけい

学 識
がくしき

関 係 者
かんけいしゃ

もメンバ
め ん ば

ーとする必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 福祉
ふくし

と労 働
ろうどう

に分 割
ぶんかつ

せずに、障 害 者
しょうがいしゃ

の働
はたら

く支援
しえん

を１つにしていくことで、きめの細
こま

かい必 要
ひつよう

に応
おう

じた施策
しさく

が検 討
けんとう

できると思
おも

われる。 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 これからつくられる推 進
すいしん

会議
かいぎ

と総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

のメンバーの合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チームにおい

てしっかりとした議論
ぎろん

を行
おこな

うべきであるが、同時
どうじ

にこの総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

においても、これ

までの福祉
ふくし

政 策
せいさく

の中
なか

で位置付
い ち づ

けられてきた障 害 者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

をどう位置付
い ち づ

け直
なお

すかを

充 分
じゅうぶん

に議論
ぎろん

すべきである 

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

をどうするかは、この総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

の重 要
じゅうよう

な課題
かだい

の一
ひと

つであり、い

くら雇用
こよう

・労 働
ろうどう

の視点
してん

から議論
ぎろん

すべきといっても限
かぎ

られて作 業
さぎょう

チームのメンバーの

議論
ぎろん

のみに任
まか

せるべきではなく、双 方
そうほう

で議論
ぎろん

を重
かさ

ね合
あ

わせて考
かんが

えていくことが大 切
たいせつ

で

ある。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 新
あら

たな制度
せいど

設 計
せっけい

のための委員会
いいんかい

を当事者
とうじしゃ

過半数
かはんすう

で 構
かまえ

成
な

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 まず、諸 外 国
しょがいこく

の 情 報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

から始
はじ

め、モデル
も で る

事 業
じぎょう

を 行
おこな

い、制度
せいど

設 計
せっけい

の糸 口
いとぐち

を探
さぐ

るべきである。この問 題
もんだい

は日本人
にほんじん

の労 働
ろうどう

観
かん

の根 本
こんぽん

に関
かか

わる問 題
もんだい

であり、

日本人
にほんじん

の福祉
ふくし

と労 働
ろうどう

に関
かか

わる意識
いしき

を変
か

えていく必 要
ひつよう

がある。社 会
しゃかい

参加
さんか

の場合
ばあい

は NGO

での支援
しえん

活 動
かつどう

などを労 働
ろうどう

と同 等
どうとう

さらにはそれを超
こ

える価値
か ち

と位置
い ち

づけられる必 要
ひつよう

が



26 

 

ある。それらを労 働
ろうどう

以下
い か

の活 動
かつどう

とみている限
かぎ

り、 障 害 者
しょうがいしゃ

の所 得
しょとく

保 障
ほしょう

問 題
もんだい

や

正 当
せいとう

な労 働
ろうどう

と福祉
ふくし

の関 係
かんけい

は築
きず

けない。国家
こっか

が率 先
そっせん

して NGO活 動
かつどう

や社 会
しゃかい

参加
さんか

活 動
かつどう

を 評
ひょう

価
あたい

し、補助
ほじょ

金
きん

を 投 入
とうにゅう

して、生 活
せいかつ

できるような給 与
きゅうよ

保 障
ほしょう

として位置
い ち

づける

べきである。ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活 動
かつどう

は無 給
むきゅう

に近
ちか

くしてやるべきだとか、国家
こっか

が補助
ほじょ

がすべ

きではないという立場
たちば

に立
た

っている限
かぎ

り、この問 題
もんだい

は解
かい

決
けつ

しない。国 民
こくみん

の意識
いしき

の

向 上
こうじょう

と国家
こっか

の国 民
こくみん

に対
たい

する信 頼
しんらい

が、不可欠
ふかけつ

な課題
かだい

であり、これまでの政府
せいふ

では取
と

り

組
く

むことがきなかった新
あら

たな課題
かだい

なので 充 分
じゅうぶん

に 学 習
がくしゅう

し 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の意見
いけん

をきい

て制度
せいど

設 計
せっけい

すべきである。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 推 進
すいしん

会議
かいぎ

において一 定
いってい

の方 向 性
ほうこうせい

を示した
しめ   

のち、総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

の作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

等
など

で

検 討
けんとう

するべきと 考
かんが

える。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会内
ぶかいない

に労 働
ろうどう

についての議論
ぎろん

ができる場
ば

を設
もう

けるべきである。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 「福祉
ふくし

と医 療
いりょう

」と同
おな

じように「福祉
ふくし

と労 働
ろうどう

」についても、関 係
かんけい

行 政
ぎょうせい

機関
きかん

、専門家
せんもんか

、

現場
げんば

の担 当 者
たんとうしゃ

、当事者
とうじしゃ

などが入
はい

って議論
ぎろん

するテーブルを準 備
じゅんび

すべきである。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 まずは推 進
すいしん

会議
かいぎ

のメンバーが福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の場
ば

を見
けん

に行
い

くべきである。勿 論
もちろん

官 僚
かんりょう

や

議員
ぎいん

も。 

 そのうえで推 進
すいしん

会議
かいぎ

に福祉
ふくし

と労 働
ろうどう

を結
むす

び付
つ

ける部会
ぶかい

を設置
せっち

し、障 害 者
しょうがいしゃ

の雇用
こよう

に関
かん

する法
ほう

制度
せいど

を整備
せいび

していく。 

○理由
りゆう
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 机 上
きじょう

の空 論
くうろん

にならない、労 働
ろうどう

法規
ほうき

を作
つく

るために。 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 推 進
すいしん

会議
かいぎ

の「第一次
だいいちじ

意見
いけん

」で指摘
してき

されているように、「福祉
ふくし

的
てき

就 労
しゅうろう

に従 事
じゅうじ

する

障 害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する支援
しえん

」などについては、この総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

で議論
ぎろん

していくべきと考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 新
あたら

しい制度
せいど

をつくるに当
あ

たっての 障 害
しょうがい

の範囲
はんい

や、これまでの制度
せいど

との関 係
かんけい

など広
ひろ

く検
けん

証
しょう

する必 要
ひつよう

があるため。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の 憲 法 上
けんぽうじょう

の労 働
ろうどう

基本権
きほんけん

保 障
ほしょう

を基本
きほん

とする、雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

等
など

と統 合
とうごう

し

た 障 害 者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

支援法
しえんほう

の制 定
せいてい

作 業
さぎょう

での議論
ぎろん

。 

○理由
りゆう

 

 総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

でも議論
ぎろん

することは不可欠
ふかけつ

と考え
かんが

るが、雇用
こよう

、産 業
さんぎょう

育 成
いくせい

等
など

を担 当
たんとう

す

る官 署
かんしょ

も巻
ま

き込
こ

んで議論
ぎろん

していくことが必 要
ひつよう

。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 推 進
すいしん

会議
かいぎ

の中
なか

に福祉
ふくし

と労 働
ろうどう

にまたがる検 討
けんとう

を行 う
おこなう

部会
ぶかい

を設ける
もうける

べきである．

障 害
しょうがい

のある人
ひと

の働 く
はたらく

権利
けんり

を 中 心
ちゅうしん

とした考 え 方
かんがえかた

を基本
きほん

として，障 害 者
しょうがいしゃ

の雇用
こよう

に

関する
かんする

法
ほう

制度
せいど

を構 築
こうちく

していく． 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 労 働
ろうどう

に関
かん

しては、一 般
いっぱん

企 業
きぎょう

との関
かか

わりと一 般
いっぱん

企 業
きぎょう

関 係 者
かんけいしゃ

の関
かか

わりが 重 要
じゅうよう

な意義
い ぎ

を持
も

つため、総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

のほかに分科会
ぶんかかい

などを設
もう

けて、当事者
とうじしゃ

代 表
だいひょう

、一 般
いっぱん

企 業
きぎょう

関 係 者
かんけいしゃ

を加
くわ

えた労 働
ろうどう

関 係 者
かんけいしゃ

、福祉
ふくし

関 係 者
かんけいしゃ

、 教 育
きょういく

関 係 者
かんけいしゃ

などを含
ふく

めて
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十 分
じゅうぶん

な議論
ぎろん

をする必 要
ひつよう

がある。また、論 点
ろんてん

には、ソーシャルファーム
そ ー し ゃ る ふ ぁ ー む

、社 会 的
しゃかいてき

事 業 所
じぎょうしょ

などについても検 討
けんとう

を加
くわ

える必 要
ひつよう

がある。 

○理由 

 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

を批 准
ひじゅん

する上
うえ

からも、長 年
ながねん

の懸 案
けんあん

事項
じこう

であった福祉
ふくし

所 管
しょかん

の

就 労
しゅうろう

関 連
かんれん

事 業
じぎょう

については、労 働
ろうどう

政 策
せいさく

の範
はん

ちゅうと捉
とら

えて、就 労
しゅうろう

の制度
せいど

設 計
せっけい

を

考
かんが

えるべき時期
じ き

にきている。 

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 統 合
とうごう

された労 働
ろうどう

行 政
ぎょうせい

の中
なか

に障 害
しょうがい

をメインストリーミング
め い ん す と り ー み ん ぐ

すべき 

○理由
りゆう

 

 分離
ぶんり

は差別
さべつ

だから 
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＜項 目
こうもく

D
でぃー

-5 地域
ちいき

での住
す

まいの確保
かくほ

・ 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

について＞ 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-5-1) これまで地域
ちいき

移行
いこう

の 障 壁
しょうへき

になってきた 住 宅
じゅうたく

問 題
もんだい

を解
かい

決
けっ

するために、

具体的
ぐたいてき

にどのような方 策
ほうさく

が 考
かんが

えられるか？ 

 

【朝比奈
あさひな

委員
いいん

】 

○結論 

 地域
ちいき

の中
なか

で「 障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

支援
しえん

」という存 在
そんざい

が 定 着
ていちゃく

し、日 常 的
にちじょうてき

な生 活
せいかつ

支援
しえん

と、家賃
やちん

滞 納
たいのう

等
とう

のリスク
り す く

が発 生
はっせい

した際の事後
じ ご

対 応
たいおう

支援
しえん

を確 実
かくじつ

に行 う
おこなう

ことができれ

ば、地域
ちいき

の信 頼
しんらい

を得て
え て

賃 貸 借
ちんたいしゃく

契 約
けいやく

をスムーズ
す む ー ず

に行 う
おこなう

ことが可能
かのう

になってきた。

日 常 的
にちじょうてき

な生 活
せいかつ

支援
しえん

は相 談
そうだん

支援
しえん

や通 所
つうしょ

サービス
さ ー び す

、訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

の活 用
かつよう

によって

カバー
か ば ー

していくことができる。一 方
いっぽう

、家賃
やちん

滞 納
たいのう

や家屋・設備
せつび

等
とう

の破壊
はかい

、近 隣
きんりん

との

トラブル
と ら ぶ る

等
など

については、一部
いちぶ

、損 害
そんがい

の補填
ほてん

や 賠 償
ばいしょう

等
など

が発 生
はっせい

する場合
ばあい

があり、基金的
ききんてき

な事 業
じぎょう

を実施
じっし

することでそれをカバー
か ば ー

するような仕組み
し く み

をつくることができれば、

具体的
ぐたいてき

なセーフティネット
せ ー ふ て ぃ ね っ と

となり得る
な り う る

。 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

①グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

の整備
せいび

促 進
そくしん

 

 整備
せいび

しやすく運 営
うんえい

しやすくなるよう、補助
ほじょ

制度
せいど

、報 酬
ほうしゅう

など制度
せいど

自体
じたい

を見直
みなお

す必 要
ひつよう

 

②公 共
こうきょう

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

における障 害 者 枠
しょうがいしゃわく

の拡
かく

大
だい

 

 公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

におけるＧＨ・ＣＨの促 進
そくしん

や優
ゆう

先 枠
せんわく

の増
ぞう

大
だい

など 

③民 間
みんかん

賃 貸
ちんたい

受 託
じゅたく

における障 害 者
しょうがいしゃ

入 居
にゅうきょ

の促 進
そくしん

 

 安 心
あんしん

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

の登 録
とうろく

を増
ふ

やす、居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

を充 実
じゅうじつ

するなど、住 宅
じゅうたく

施策
しさく

と福祉
ふくし

施策
しさく

の緊 密
きんみつ

な連 携
れんけい

が不可欠
ふかけつ

 

○理由
りゆう

 

 住 宅
じゅうたく

問 題
もんだい

の解 決
かいけつ

のためには、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

、公 共
こうきょう

賃 貸
ちんたい

、民 間
みんかん

賃 貸
ちんたい

のそれぞれが、障 害 者
しょうがいしゃ

の受
う

け入
い

れを拡 大
かくだい

していくことが必 要
ひつよう

。 
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【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 地域
ちいき

移行
いこう

の 障 壁
しょうへき

のみならず、地域
ちいき

生 活
せいかつ

の継 続
けいぞく

における問 題
もんだい

(排 除
はいじょ

、賃 貸
ちんたい

契 約
けいやく

継 続
けいぞく

困 難
こんなん

等
など

)としても顕在化
けんざいか

している。個別
こべつ

具体的
ぐたいてき

問 題
もんだい

として、基盤整備
きばんせいび

の補助
ほじょ

を

受けて
う け て

新規
しんき

で精 神
せいしん

の GH/CHを始める
はじめる

際
さい

に近 隣
きんりん

住 民
じゅうみん

からの署 名
しょめい

捺 印
なついん

を必 要
ひつよう

とする

というおかしな手 法
しゅほう

がまかり通って
とおって

いる県
けん

もある。署 名
しょめい

捺 印
なついん

なんて、おかしな差別
さべつ

行為
こうい

を県
けん

が行って
おこなって

おり、これは 住 宅
じゅうたく

問 題
もんだい

以前
いぜん

の問 題
もんだい

である。 

○理由 

 施設
しせつ

・事 業
じぎょう

コンフリクト
こ ん ふ り く と

問 題
もんだい

へのきちんとした対 応
たいおう

や規定
きてい

がないとおかしなことが

まかり通る
ま かりと おる

。「差別
さべつ

禁止法
きんしほう

」等
など

によるしっかりとした基 準
きじゅん

の提示
ていじ

が大事
だいじ

。 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 一 番
いちばん

は住 民
じゅうみん

理解
りかい

。迷 惑
めいわく

施設
しせつ

、住 宅
じゅうたく

と考
かんが

える住 民
じゅうみん

は尐
すく

なくない。二番
にばん

は賃 貸
ちんたい

な

らその家賃
やちん

。生 活
せいかつ

共 同
きょうどう

住 宅
じゅうたく

なら法 人
ほうじん

負担
ふたん

の軽 減
けいげん

策
さく

が必 要
ひつよう

。 

 詳 細
しょうさい

として、大規模
だいきぼ

の共 同
きょうどう

住 宅
じゅうたく

に最 低
さいてい

１割
わり

の戸数
こすう

を併 設
へいせつ

することを努 力
どりょく

規定
きてい

とする。公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

建 設
けんせつ

に一 定
いってい

の建 設
けんせつ

の法 的
ほうてき

義務
ぎ む

を課
か

す。公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

への優 先 枠
ゆうせんわく

拡 大
かくだい

。家賃
やちん

補助
ほじょ

、住 宅
じゅうたく

手当
てあて

の創 設
そうせつ

。 

○理由
りゆう

 

 大規模
だいきぼ

住 宅
じゅうたく

の定義
ていぎ

が必 要
ひつよう

となる。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 家賃
やちん

補助
ほじょ

や住 宅
じゅうたく

手当
てあて

が必 要
ひつよう

と考
かんが

える。地域
ちいき

移行
いこう

を進
すす

めるために、ベーシック
べ ー し っ く

・

インカム
い ん か む

（年
ねん

金 額
きんがく

を 2万
まん

5千 円
せんえん

～3万 円
まんえん

程度
ていど

増 額
ぞうがく

)を増
ふ

やす必 要
ひつよう

がある。また、住 宅
じゅうたく

の改 築
かいちく

や新 築
しんちく

にあたっては、発 達
はったつ

障 害
しょうがい

に限
かぎ

らず、「（合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

としての）暮
く

らし

たい場所
ばしょ

に住
す

める」 条 件
じょうけん

を 整
ととの

えるために、既存
きそん

のアパートメント
あ ぱ ー と め ん と

などに 対
たい

する

ユニバーサルデザイン化
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん か

の助 成
じょせい

制度
せいど

などを一 室
いっしつ

のレベル
れ べ る

から準 備
じゅんび

することが必 要
ひつよう

で

ある。また、障 害 児
しょうがいじ

を持
も

つ家庭
かてい

が居 住
きょじゅう

する場合
ばあい

にも上 記
じょうき

の改 修
かいしゅう

のための助 成
じょせい

が使
つか

えるようにすべきである。新 築
しんちく

をする場合
ばあい

などについても、障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に応
おう

じた建 築
けんちく
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構 造
こうぞう

のための助 成 金
じょせいきん

を発 達
はったつ

障 害
しょうがい

も含
ふく

めてさらに拡 充
かくじゅう

すべきであると考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 横浜市
よこはまし

ではグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の家賃
やちん

補助
ほじょ

（家賃
やちん

の 1/2を補助
ほじょ

）を実施
じっし

しているが、家賃
やちん

補助
ほじょ

は不可欠
ふかけつ

である。都市部
と し ぶ

なので家賃
やちん

が高
たか

いこともあり、この 1/2 の家賃
やちん

補助
ほじょ

があっても、

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

で暮
く

らすためには、親
おや

からの仕送
しおく

りが毎 月
まいつき

３～５万 円
まんえん

程度
ていど

必 要
ひつよう

となっ

ているので、地域
ちいき

によって補助率
ほじょりつ

を変 更
へんこう

するか、自立
じりつ

支援法
しえんほう

での補足
ほそく

給 付
きゅうふ

のように「そ

の他
た

の生活費
せいかつひ

25,000円
えん

」が残
のこ

るようなベーシック
べ ー し っ く

・インカム
い ん か む

（年 金
ねんきん

）の増 額
ぞうがく

が必 要
ひつよう

である。年 金
ねんきん

+作 業
さぎょう

工 賃
こうちん

(地域
ちいき

作 業 所
さぎょうじょ

などは作 業
さぎょう

工 賃
こうちん

が月
つき

に 3,000円
えん

程度
ていど

あるい

はそれ以下
い か

のところが多
おお

く、親
おや

からの仕送
しおく

りがなければ生 活
せいかつ

が成
な

り立
た

たない)で、どん

なに重
おも

い障 害
しょうがい

があっても 20歳
さい

になったら親
おや

から自立
じりつ

した生 活
せいかつ

が可能
かのう

となるようにす

るべきである。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 知的
ちてき

障 害
しょうがい

のある人
ひと

たちにとっては、グループホーム・ケアホームは地域
ちいき

における重 要
じゅうよう

な住
す

まいのひとつであり、一 層
いっそう

の設置
せっち

推 進
すいしん

施策
しさく

が求
もと

められる。同時
どうじ

に、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

や

民 間
みんかん

住 宅
じゅうたく

の活 用
かつよう

を促 進
そくしん

し、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

については、バリアフリー住 居
じゅうきょ

やグループ

ホームなどの優 先 枠
ゆうせんわく

を制度化
せいどか

する必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 また、民 間
みんかん

の土地
と ち

や住 宅
じゅうたく

提 供 者
ていきょうしゃ

については、固定
こてい

資産税
しさんぜい

などの税 制
ぜいせい

優 遇
ゆうぐう

策
さく

を講
こう

じる必 要
ひつよう

もあると考
かんが

える。なお、民 間
みんかん

住 宅
じゅうたく

の活 用
かつよう

にあたっては建 築 基
けんちくもと

準 法
じゅんほう

の規制
きせい

を緩
かん

和
わ

すべきと考
かんが

える。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

○結論
けつろん

 

・これから建 設
けんせつ

される賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

へのバリアフリー義務化
ぎ む か

（エレベーターがない建物
たてもの

は

１階
かい

のみ対象
たいしょう

に）。車椅子用
くるまいすよう

にバストイレ等
とう

を広
ひろ

くした場合
ばあい

、容積率
ようせきりつ

・建
けん

ぺい率
りつ

の優遇
ゆうぐう

など。 

・障害者
しょうがいしゃ

の暮
く

らす賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

への住宅
じゅうたく

改造
かいぞう

と現状
げんじょう

回復
かいふく

工事
こ う じ

への助成
じょせい

制度
せいど

 

・共用
きょうよう

部分
ぶぶん

のスロープ化
か

等
とう

改造
かいぞう

の助成
じょせい

 

・家賃
やちん

保障
ほしょう

（万
まん

が一
いち

滞納
たいのう

した時
とき

、大家
おおや

に賃料
ちんりょう

を支払
しはら

う保
たもつ

証人
しょうにん

を国
くに

が行
おこな

う（障害者
しょうがいしゃ

に貸付
かしつけ
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として処理
し ょ り

）） 

・騒音
そうおん

・ゴミ等
とう

近隣
きんりん

トラブルには大家
おおや

に変
か

わって近隣
きんりん

ヘルパー事業所
じぎょうしょ

が駆
か

けつける仕組
し く

み（訪問
ほうもん

系
けい

サービスとは別途
べっと

予算化
よさんか

） 

○理由
りゆう

 

 家賃
やちん

滞納
たいのう

・車椅子
くるまいす

で傷
きず

をつける、近隣
きんりん

トラブル、孤独死
こ ど く し

、火事
か じ

などが大家
おおや

の不安
ふあん

であ

る。家賃
やちん

滞納
たいのう

（保証人
ほしょうにん

制度
せいど

で対応
たいおう

）・車椅子
くるまいす

で傷
きず

をつける（原状回復
げんじょうかいふく

費用
ひよう

助成
じょせい

で対応
たいおう

）、

近隣
きんりん

トラブル（トラブル駆
か

けつけサービス）、孤独死
こ ど く し

、火事
か じ

（訪問
ほうもん

系
けい

サービスや電磁
でんじ

調理器
ちょうりき

・自動
じどう

消化器
しょうかき

の給付
きゅうふ

）それぞれに対応
たいおう

可能
かのう

。 

 これを解 決
かいけつ

すれば、民 間
みんかん

の賃貸
ちんたい

を借
か

りることが可能
かのう

。 

 この他
ほか

、1階
かい

なのに道路
どうろ

から玄 関
げんかん

までに段差
だんさ

があるなどが障害者
しょうがいしゃ

が家
いえ

を借
か

りにくい

大
おお

きな理由
りゆう

。 

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 在
げんざい

施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

をしている、または申 請
しんせい

すれば入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

を受
う

けること

のできる障 害 者
しょうがいしゃ

が施設
しせつ

を退
たい

所
ところ

して、あるいは施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

ではなく地域
ちいき

生 活
せいかつ

を選 択
せんたく

し

た場合
ばあい

、個別
こべつ

給 付
きゅうふ

としてホテルコストに相 当
そうとう

する給 付
きゅうふ

（住 宅
じゅうたく

手当
てあて

）を支 給
しきゅう

する制度
せいど

の創 設
そうせつ

が必 要
ひつよう

。（グループホーム・ケアホームへの家賃
やちん

補助
ほじょ

制度
せいど

も統
おさむ

合
がっ

するべき） 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・公 営
こうえい

住 宅 法
じゅうたくほう

の見直
みなお

し・検 討
けんとう

 

・民 間
みんかん

住 宅
じゅうたく

に関
かん

しては、あんしん賃 貸
ちんたい

支援
しえん

事 業
じぎょう

、の見直
みなお

し・検 討
けんとう

。家賃
やちん

補助
ほじょ

の拡 充
かくじゅう

。 

・都市
と し

計 画
けいかく

の中
なか

に、障 害 者
しょうがいしゃ

住 宅
じゅうたく

の整備
せいび

目 標
もくひょう

を組
く

み込
こ

む。 

○理由
りゆう

 

・公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

、民 間
みんかん

住 宅
じゅうたく

、行 政
ぎょうせい

における都市
と し

計 画
けいかく

、の３つの観 点
かんてん

から総 合 的
そうごうてき

に進
すす

める。 
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【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 住 宅
じゅうたく

確保
かくほ

が困 難
こんなん

との事
こと

ですが、実 際
じっさい

に取
と

り組
く

んでみると意外
いがい

と確保
かくほ

できると考
かんが

え

ています。地域
ちいき

移行
いこう

の 障 壁
しょうへき

という 認 識
にんしき

が 正
ただ

しいかどうか 尐 々
しょうしょう

疑問
ぎもん

です。 私
わたし

は

パーソナルアシスタント
ぱ ー そ な る あ し す た ん と

のような個別
こべつ

支援
しえん

マンパワ
ま ん ぱ わ

ーがいないことと住 居
じゅうきょ

費用
ひよう

の確保
かくほ

が

障 壁
しょうへき

と考
かんが

えています。 

○理由
りゆう

 

 賃 貸
ちんたい

住 居
じゅうきょ

を借
か

りるときの保 証 人
ほしょうにん

確保
かくほ

だけではなく、保 証 人
ほしょうにん

がいなくとも支援
しえん

がは

っきりしていること、家賃
やちん

支払
しはら

いが間違
まちが

いないなどの条 件
じょうけん

を保 障
ほしょう

することによって、

住 居
じゅうきょ

確保
かくほ

はある程度
ていど

可能
かのう

という実 感
じっかん

を持
も

っています。いろいろな住 居
じゅうきょ

資源
しげん

を開 発
かいはつ

し

てきた経 験
けいけん

からすると、現 在
げんざい

は新
あら

たにグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

を作
つく

らずとも住 宅
じゅうたく

確保
かくほ

は可能
かのう

になってきています。 

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 国家的
こっかてき

プロジェクト
ぷ ろ じ ぇ く と

として国
くに

の責 任
せきにん

で住 宅
じゅうたく

問 題
もんだい

を解
かい

決
けっ

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

移行
いこう

を進
すす

めるためには、まず地域
ちいき

の受
う

け皿
ざら

を確保
かくほ

すべきである。

住 宅
じゅうたく

問 題
もんだい

は①家賃
やちん

負担
ふたん

能
のう

など経 済 的
けいざいてき

障 壁
しょうへき

②貸
か

し主
ぬし

との身元
みもと

保 証
ほしょう

③地域
ちいき

住 民
じゅうみん

との

軋 轢
あつれき

④閉
と

じこもらずに昼間
ひるま

の居場所
いばしょ

の 提 供
ていきょう

⑤病 状
びょうじょう

悪化
あっか

時
じ

の対 応
たいおう

⑥地域間
ちいきかん

格差
かくさ

と

交 通
こうつう

手 段
しゅだん

，など多岐
た き

にわたる。これらはほとんどすべてが民 間
みんかん

病 院
びょういん

に対 応
たいおう

が委
ゆだ

ね

られていた。 

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】 

○結論 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

の 要
かなめ

は住む
す む

場
ば

の確保
かくほ

であるが、今
いま

の年 金
ねんきん

制度
せいど

での 収 入
しゅうにゅう

では確保
かくほ

でき

ない 状 態
じょうたい

である。住 宅
じゅうたく

手当
てあて

を支 給
しきゅう

することが必 要
ひつよう

。また保 証 人
ほしょうにん

の問 題
もんだい

に関して
かんして

は 行 政
ぎょうせい

が責 任
せきにん

を持つ
も つ

べき。 

○理由 

 財 政 的
ざいせいてき

なことから家族
かぞく

と同 居
どうきょ

している精 神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

は多く
おおく

、家族
かぞく

の負担
ふたん

は大
だい

な
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るものである。家族
かぞく

に依存
いぞん

しない地域
ちいき

生 活
せいかつ

をおくるためには、住む
す む

間
あいだ

の確保
かくほ

と手当て
て あ て

が

必 要
ひつよう

である。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 住 宅
じゅうたく

手当
てあて

の創 設
そうせつ

（または家賃
やちん

の軽 減
けいげん

策
さく

）、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

への優 先
ゆうせん

入 居
にゅうきょ

、保 証 人
ほしょうにん

制度
せいど

の改 善
かいぜん

、民 間
みんかん

住 宅
じゅうたく

の活 用
かつよう

（借
か

り上
あ

げ住 宅
じゅうたく

）、住 宅
じゅうたく

改 修 費
かいしゅうひ

の支援
しえん

、住 宅
じゅうたく

関 連
かんれん

の民 間
みんかん

業 者
ぎょうしゃ

や家主
やぬし

等
とう

に対
たい

する障 害 者
しょうがいしゃ

についての理解
りかい

促 進
そくしん

などが考
かんが

えられる。 

 また、障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

における生 活
せいかつ

を支
ささ

えるためには、夜間
やかん

や緊 急 時
きんきゅうじ

に対 応
たいおう

が可能
かのう

な拠 点
きょてん

機能
きのう

としての「地域
ちいき

生 活
せいかつ

拠 点
きょてん

センタ
せ ん た

ー」の新 設
しんせつ

、整備
せいび

が不可欠
ふかけつ

となる。 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

で暮
く

らせる所 得
しょとく

保 障
ほしょう

と住 宅
じゅうたく

の確保
かくほ

策
さく

の両 面
りょうめん

がないと、住 宅
じゅうたく

問 題
もんだい

は解
かい

決
けつ

し

ない。 

 また、地域
ちいき

住 民
じゅうみん

の障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

する偏 見
へんけん

や誤解
ごかい

、心
こころ

のバリア
ば り あ

の解 消
かいしょう

のための取
と

り組
く

みも重 要
じゅうよう

な要素
ようそ

の一
ひと

つである。 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 住 宅
じゅうたく

問 題
もんだい

という時
とき

、まず公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

はほとんど増
ふ

えていない現 状
げんじょう

をどうするのか

という問 題
もんだい

が大
おお

きい。そして、民 間
みんかん

住 宅
じゅうたく

はその活 用
かつよう

が個々
こ こ

の所 有 者
しょゆうしゃ

にまかされて

いることから、簡 単
かんたん

には政 策
せいさく

誘 導
ゆうどう

が難
むずか

しい。 

 

【清水
しみず

委員
いいん

】 

○結論 

 すでに国土
こくど

交 通 省
こうつうしょう

との連 携
れんけい

による 住 宅
じゅうたく

確保
かくほ

に関する
かん

取り組み
と   く

を発 展
はってん

させれば

と考える
かんが

。 

 

【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 入しょ施せつ
にゅうしょしせつ

とおなじような、一
ひと

つの場
ば

しょにたくさんの人
ひと

を「あつめる」考
かんが

えかた
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をやめ、ひとりの住
す

まいを中
なか

しんとした住
じゅう

たくの支
ささ

えんをするべき。また、そういう

「一人
ひとり

住
す

まい」をグループ
ぐ る ー ぷ

単
たん

いで支
ささ

えるグ
ぐ

ル
る

ー
ー

プ
ぷ

支
し

えんも考
かんが

えるべき。 

○理由
りゆう

 

 障
しょうがい

がいのないひとは、家
いえ

ぞくではないおおぜいの他
ほか

にんといっしょにくらさない。

障がい者
しょうがいしゃ

を「あつめる」考
かんが

えかたは、すくないスタッフ
す た っ ふ

でおおくの 障
しょう

がいしゃを管
かん

り

しようとする考
かんが

えかた。グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

であってもたとえば１０人
にん

いじょうを「あつめ

る」考
かんが

え方
がた

は、施
し

せつと同
おな

じだ。この考
かんが

えかたは、権
けん

り条
じょう

やくとも正
せい

はんたいの考
かんが

え

だ。だから、他
ほか

の人
ひと

とおなじように 障
しょう

がいがあるひとも、自分
じぶん

でかぎがかけられる「こ

しつ」や「ひとり住
す

まい」ないし「好
す

きな人
ひと

との住
す

まい」が守
まも

られるべきだ。 

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 市営
しえい

・県 営
けんえい

住 宅
じゅうたく

への入 居
にゅうきょ

の促 進
そくしん

、民 間
みんかん

の賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

への入 居
にゅうきょ

などを積 極 的
せっきょくてき

に

進
すす

めるべきである。その際
さい

、各 障 害
かくしょうがい

特 性
とくせい

を理解
りかい

した支援員
しえんいん

が障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

を支
ささ

え

ることができる体 制
たいせい

をとる必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 「地域
ちいき

で生 活
せいかつ

する権利
けんり

」の一
いち

内 容
ないよう

として、住 居
じゅうきょ

の確保
かくほ

は必 要
ひつよう

不可欠
ふかけつ

な要素
ようそ

である。

また、その際
さい

には、住 居
じゅうきょ

の確保
かくほ

のみならず、障 害 者
しょうがいしゃ

が暮
く

らす「地域
ちいき

」の障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
りかい

を深
ふか

める必 要
ひつよう

がある。従
したが

って、障 害
しょうがい

特 性
とくせい

を理解
りかい

した支援員
しえんいん

が障 害 者
しょうがいしゃ

の

生 活
せいかつ

を支
ささ

える体 制
たいせい

を確保
かくほ

し、障 害 者
しょうがいしゃ

に安 心
あんしん

して暮
く

らせる環 境
かんきょう

を整
ととの

えつつ、地域
ちいき

と

の融和
ゆうわ

を深
ふか

めていくべきである。 

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

を継 続
けいぞく

するための暮
く

らしの場
ば

（住
す

まい）である共 同
きょうどう

生 活
せいかつ

援 助
えんじょ

（グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

）・共 同
きょうどう

生 活
せいかつ

介護
かいご

（ケアホーム
け あ ほ ー む

）を事 業 体
じぎょうたい

が運 用
うんよう

する際
さい

に、税 制
ぜいせい

の優 遇
ゆうぐう

（不動産
ふどうさん

取 得
しゅとく

税
ぜい

、固定
こてい

資産税
しさんぜい

、都市
と し

計 画 税
けいかくぜい

等
とう

の減 額
げんがく

もしくは免 除
めんじょ

）を設
もう

ける。 

○理由
りゆう

 

 GH・CHは、障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

での自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を進
すす

めるためには重 要
じゅうよう

な役 割
やくわり

で、H17
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年
ねん

3.4万 人 分
まんにんぶん

を H23年
ねん

には 8.3万 人 分
まんにんぶん

に増
ふ

やす予定
よてい

があり、今後
こんご

の更
さら

なる整備
せいび

の

促 進
そくしん

が急 務
きゅうむ

となっている。そのため、公 営
こうえい

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

の入
いり

居
きょ

促 進
そくしん

には、単 身 者
たんしんしゃ

へ

の配 慮
はいりょ

に加
くわ

えて、H21年度
ねんど

には国 住 備
こくじゅうび

第
だい

５１号
ごう

により GH・CHとしての活 用
かつよう

の促 進
そくしん

が図
はか

られている。また民 間
みんかん

住 宅
じゅうたく

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

については、改 修
かいしゅう

促 進
そくしん

税 制
ぜいせい

等
とう

と

して所 得 税
しょとくぜい

、固定
こてい

資産税
しさんぜい

の減 額
げんがく

が図
はか

られている状 況
じょうきょう

がある。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 国家
こっか

は 全 住 民
ぜんじゅうみん

に 住 宅
じゅうたく

を保 障
ほしょう

するべきであり、 障 害 者
しょうがいしゃ

はその優 先 的
ゆうせんてき

利用
りよう

を

保 障
ほしょう

される必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 日本
にほん

政府
せいふ

は 住 宅
じゅうたく

行 政
ぎょうせい

にほとんど費用
ひよう

を 投 入
とうにゅう

してこなかった。そのために個人
こじん

は

住 宅
じゅうたく

を確保
かくほ

するために 一 生
いっしょう

の 給 料
きゅうりょう

の大
おお

きな部分
ぶぶん

を支 出
ししゅつ

しなければならず、こ

れが福祉
ふくし

行 政
ぎょうせい

の根 幹 的
こんかんてき

な未 成 熟
みせいじゅく

を来
き

たらしてきた。住 宅
じゅうたく

を国家
こっか

が補助
ほじょ

して運 営
うんえい

することは、国家
こっか

の必 要
ひつよう

な施策
しさく

であり、貧
まず

しい者
もの

はうちがもてないような政 策
せいさく

をいつ

までの続
つづ

けるべきではない。すべての国 民
こくみん

に 障 害 者
しょうがいしゃ

を含
ふく

めて 住 宅
じゅうたく

保 障
ほしょう

を 早 急
さっきゅう

に 行
おこな

うべきである。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

にとっては、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

の推 進
すいしん

が不可欠
ふかけつ

である。その

ためにも、施設
しせつ

整備費
せいびひ

を 十 分
じゅうぶん

に確保
かくほ

するとともに、既存
きそん

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

において建 築
けんちく

基 準 法 上
きじゅんほうじょう

の用途
ようと

が問 題
もんだい

となっている自治体
じちたい

が出て
で  

きていることから、

厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

と国土
こくど

交 通 省
こうつうしょう

が連 携
れんけい

して解 決
かいけつ

に向けた
む   

取り組み
と  く  

を行 う
おこな 

べきであ

る。 

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

は一 般
いっぱん

の戸建
こだて

住 宅
じゅうたく

を借りて
か   

運 営
うんえい

しているところが約
やく

７割
７わり

（ 本 会
ほんかい

調べ
しら 

）となっているが、 近 年
きんねん

になり 建 築
けんちく

基 準 法 上
きじゅんほうじょう

の用途
ようと

変 更
へんこう

を

求められる
もと     

ケース
け ー す

が増えて
ふ   

いるなどの問 題
もんだい

もおきている。障 害 者
しょうがいしゃ

が安 全
あんぜん

に暮らす
く   

と

いう視点
してん

をふまえたうえで、障 害
しょうがい

があるがゆえに「どこで」「誰
だれ

と」「どのように」住む
す  
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という権利
けんり

が奪われる
うば    

ことのないよう、 早 急
さっきゅう

に福祉
ふくし

と建 築
けんちく

行 政
ぎょうせい

が解 決
かいけつ

に向けた
む   

検 討
けんとう

を行 う
おこな 

べきである。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 量 的
りょうてき

整備
せいび

について、目 標
もくひょう

を設 定
せってい

し着 実
ちゃくじつ

にすすめる必 要
ひつよう

がある。既存
きぞん

の建 物
たてもの

を改
かい

修
しゅう

しての利用
りよう

は不可能
ふかのう

に近
ちか

い。法 人
ほうじん

・事 業 所
じぎょうしょ

が新 築
しんちく

する必 要
ひつよう

がある。 身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

の利用
りよう

を想 定
そうてい

した、バリアフリ
ば り あ ふ り

－化
か

や居 住
きょじゅう

面 積
めんせき

等
とう

を含
ふく

めた質 的
しつてき

な整備
せいび

を

行
おこ

なう必 要
ひつよう

がある。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 家賃
やちん

補助
ほじょ

などの制度
せいど

の創 設
そうせつ

。 

 現 行
げんこう

の居 住
きょじゅう

サポート支援
しえん

事 業
じぎょう

と国土
こくど

交 通 省
こうつうしょう

のあんしん賃 貸
ちんたい

支援
しえん

事 業
じぎょう

の連 携
れんけい

以外
いがい

にも、基礎
き そ

自治体
じちたい

による公 的
こうてき

な保
たもつ

証 人
しょうにん

制度
せいど

の仕組
し く

みを検 討
けんとう

できないか。 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

移行
いこう

を進
すす

めるために。 

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 国土
こくど

交 通 省
こうつうしょう

を巻
ま

き込
こ

み、全
すべ

ての住 宅
じゅうたく

に障 害 者 枠
しょうがいしゃわく

住 宅
じゅうたく

を入
い

れるべき 

○理由
りゆう

 

 このぐらいのことをしないと、精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の社 会 的
しゃかいてき

入 院 者
にゅういんしゃ

や障 害 者
しょうがいしゃ

の住 宅
じゅうたく

の

確保
かくほ

ができないのと、障 害 者
しょうがいしゃ

がひとりの市民
しみん

としてくらすことが最 大
さいだい

の啓 発
けいはつ

教 育
きょういく

に

なると思
おも

う 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

で暮
く

らすためには、住 宅
じゅうたく

の確保
かくほ

は不可欠
ふかけつ

である。民 間
みんかん

住 宅
じゅうたく

のバリアフリ
ば り あ ふ り

ーの

改 善
かいぜん

、アパート
あ ぱ ー と

などを借
か

りる際
さい

の保
ほ

証 人
しょうにん

の確保
かくほ

、家賃
やちん

の軽 減
けいげん

などの課題
かだい

を解
かい

決
けっ

する
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とともに、公 的
こうてき

な住 宅
じゅうたく

改 造
かいぞう

制度
せいど

の充 実
じゅうじつ

、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

の建 設
けんせつ

促 進
そくしん

などを要 望
ようぼう

して

いくことが必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 障 害
しょうがい

の種 類
しゅるい

や程度
ていど

によって、日々
ひ び

の暮
く

らしの場
ば

である住 宅
じゅうたく

への配 慮
はいりょ

は、とくに

充 分
じゅうぶん

でなければならない。あらゆる方 策
ほうさく

を考
かんが

えていく必 要
ひつよう

のある、分野
ぶんや

である。 

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 住 宅
じゅうたく

手当
てあて

を含
ふく

む所 得
しょとく

保 障
ほしょう

の具体化
ぐたいか

が第
だい

一義的
いちぎてき

。加
くわ

えて人 的
じんてき

なケア体 制
たいせい

（パー

ソナルアシスタント、ホームヘルプなど）の充 実
じゅうじつ

。 

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

が自
みずか

ら選 択
せんたく

して地域
ちいき

生 活
せいかつ

を送
おく

るための、資金的
しきんてき

裏付
うらづ

けとして所 得
しょとく

保 障
ほしょう

が必 要
ひつよう

であるため。障 害
しょうがい

が重
おも

くなればなるほど、ハードとしての改 造
かいぞう

を伴
ともな

う住 宅
じゅうたく

と

ソフトとしての人 的
じんてき

なケア体 制
たいせい

が兼
か

ね備
そな

えられなければならない。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 賃 貸
ちんたい

物 件
ぶっけん

の保 証 人
ほしょうにん

のあてのない人
ひと

のため 行 政
ぎょうせい

が 協 定
きょうてい

する会 社
かいしゃ

に保 証 人
ほしょうにん

になってもらう。 

 賃 借 人
ちんしゃくにん

に対する
たい

２４時間
じかん

緊急
きんきゅう

支援
しえん

の実施
じっし

を家主
やぬし

に対して
たい

行政
ぎょうせい

が保 証
ほしょう

。 

 障 害 者
しょうがいしゃ

に賃 貸
ちんたい

住 居
じゅうきょ

を 提 供
ていきょう

した家主
やぬし

に対する
たい

報 奨 金
ほうしょうきん

。 

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の雇用
こよう

を受
う

け容
い

れた事 業 所
じぎょうしょ

に助 成
じょせい

や 報 奨
ほうしょう

があるように、住 宅
じゅうたく

部門
ぶもん

で

報 酬
ほうしゅう

、助 成
じょせい

があって然
しか

るべき。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 地域
ちいき

移行
いこう

の 障 壁
しょうへき

は，住 宅
じゅうたく

問 題
もんだい

の前
まえ

に地域
ちいき

支援
しえん

システム
し す て む

の脆 弱 さ
ぜいじゃくさ

である．住まい
す ま い

の確保
かくほ

と同時
どうじ

に地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

の 充 実
じゅうじつ

が求められる． 
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【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 国土
こくど

交 通 省
こうつうしょう

等
とう

と連 携
れんけい

し、既存
きそん

の 住 宅
じゅうたく

資源
しげん

（一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

、グル
ぐ る

―
ー

プホーム
ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

、福祉
ふくし

ホーム
ほ ー む

等
とう

）の活 用
かつよう

や、不足
ふそく

する資源
しげん

の整備
せいび

を促 進
そくしん

し、多様
たよう

な住まい
す   

の選択肢
せんたくし

の確保
かくほ

を更 に
さら  

進める
すす   

べきである。また、見守り
みまも  

を含めた
ふく   

居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

体 制
たいせい

の
せい

構 築
こうちく

が不可欠
ふかけつ

である。さらに、家賃
やちん

補助
ほじょ

を含めた
ふく   

所 得
しょとく

保 障
ほしょう

について

も検 討
けんとう

されるべきである。 

○理由
りゆう

 

 今
いま

ある 住 宅
じゅうたく

資源
しげん

については、バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を含 め
ふく  

、障 害 者
しょうがいしゃ

がより利用
りよう

しやす

い 環 境
かんきょう

を整備
せいび

することが求められて
もと       

いるとともに、日々
ひ び

の生 活
せいかつ

を支える
ささえる

サポート
さ ぽ ー と

体 制
たいせい

と地域
ちいき

の意識
いしき

向 上
こうじょう

が必 要
ひつよう

であると 考 え る
かんが    

ため。 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 一
いつ

定
てい

以
い

上
じよう

の規
き

模
ぼ

を有
ゆう

する新
しん

築
ちく

集
しゆう

合
ごう

住
じゆう

宅
たく

に対
たい

して、 障
しよう

害
がい

を持
も

つ人
ひと

に配
はい

慮
りよ

された 住
じゆう

戸
こ

を義
ぎ

務
む

付
づ

ける。その際
さい

、共
きよう

同
どう

生
せい

活
かつ

住
じゆう

居
きよ

に利
り

用
よう

しうる、建
けん

築
ちく

基
き

準
じゆん

法
ほう

上
うえ

、消
しよう

防
ぼう

法
ほう

上
うえ

の要
よう

件
けん

の 充
じゆう

足
そく

。（社
しや

会
かい

住
じゆう

宅
たく

として位
い

置
ち

付
づ

け、一
いつ

定
てい

割
わり

合
あい

の公
こう

的
てき

助
じよ

成
せい

を 行
おこな

う等
とう

） 

 民
みん

間
かん

賃
ちん

貸
たい

住
じゆう

宅
たく

への 入
にゆう

居
きよ

斡
あつ

旋
せん

、 共
きよう

同
どう

生
せい

活
かつ

住
じゆう

居
きよ

に利
り

用
よう

する場
ば

合
あい

の諸
しよ

保
ほ

障
しよう

の整
せい

備
び

など居
きよ

住
じゆう

サポート事
じ

業
ぎよう

を拡
かく

充
じゆう

して空
あ

き 住
じゆう

宅
たく

を活
かつ

用
よう

する必
ひつ

要
よう

があ

る。 

○理
り

由
ゆう

 

 公
こう

営
えい

住
じゆう

宅
たく

だけではなく、我
わ

が国
くに

住
じゆう

宅
たく

の大
だい

多
た

数
すう

を占
し

める民
みん

間
かん

賃
ちん

貸
たい

住
じゆう

宅
たく

市
し

場
じよう

、一
いつ

般
ぱん

住
じゆう

宅
たく

市
し

場
じよう

への介
かい

入
にゆう

がなければ、当
とう

該
がい

住
じゆう

宅
たく

問
もん

題
だい

の解
かい

消
しよう

はできな

いため。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 住 宅
じゅうたく

手当
てあて

を含む
ふくむ

所 得
しょとく

保 障
ほしょう

を実 現
じつげん

するとともに、自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

に位置づけられて
い ち づ け ら れ て

いるグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

やケアホーム
け あ ほ ー む

だけではなく、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

の利用
りよう

と公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

の
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活 用
かつよう

も 含
ふく

めた福祉
ふくし

ホーム
ほ ー む

などのような地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

に位置
い ち

づけられている

事 業
じぎょう

についても、財 源
ざいげん

の裏打
うらう

ちをもとに取
と

り組
く

むべきと 考
かんが

えられる。また、それらの

住
す
まいの場

ば

の設 定
せってい

とともに、住
す

まいの近
ちか

くに介 助
かいじょ

や生 活
せいかつ

を支
ささ

えるサービス
さ ー び す

支援
しえん

を

提 供
ていきょう

できるシステム
し す て む

を整備
せいび

すべきである。 

○理由 

 障 害 者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

ら選 択
せんたく

して地域
ちいき

生 活
せいかつ

を送
おく

るためには、資金
しきん

の裏付
うらづ

けとハード面
はーどめん

と

ソフト面
そふとめん

の 住 宅
じゅうたく

施策
せさく

が必 要
ひつよう

である。 

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 国
くに

が責 任
せきにん

を持
も

って地域
ちいき

移行
いこう

する人
ひと

に住 宅
じゅうたく

を確保
かくほ

するべき 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

で生
い

きることは基本的
きほんてき

人 権
じんけん

であり、国
くに

が責 任
せきにん

を持
も

つべき憲 法 上
けんぽうじょう

の責務
せきむ

および

条 約
じょうやく

が求
もと

めるところだから 

 



41 

 

論 点
ろんてん

D
でぃー

-5-2) 地域
ちいき

での住
す

まいの確保
かくほ

の方 策
ほうさく

として公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

への優 先 枠
ゆうせんわく

を広
ひろ

げる

方 向
ほうこう

で 考
かんが

えるべきか？ 

 

【朝比奈
あさひな

委員
いいん

】 

○結論 

 公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

への優 先 枠
ゆうせんわく

を広げる
ひろげる

ことは 重 要
じゅうよう

。ただし、移動
いどう

の制 限
せいげん

の問 題
もんだい

から

利便性
りべんせい

の悪い
わるい

場所
ばしょ

にある公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

への 入 居
にゅうきょ

をためらう場合
ばあい

は多く
おおく

、あくまでも

選択肢
せんたくし

の一つ
ひとつ

。 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の住
す

まいの受
う

け皿
ざら

として、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

は有 力
ゆうりょく

であることから、制度的
せいどてき

に位置
い ち

づけたうえで、拡 大
かくだい

すべきである。（例
れい

：10％を障 害 者 枠
しょうがいしゃわく

として位置
い ち

づけ）その際
さい

に

はバリアフリ
ば り あ ふ り

ーやユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

などハード
は ー ど

面
めん

での 対 応
たいおう

や 相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

の

充 実
じゅうじつ

などが必 要
ひつよう

。 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 勿 論
もちろん

優 先 枠
ゆうせんわく

は広がる
ひろがる

のが良い
よ い

が、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

が 障 害 者
しょうがいしゃ

だけの特 殊
とくしゅ

な 居 住
きょじゅう

区
く

(地
ち

)になるのはよろしくない。 

○理由 

 入 居
にゅうきょ

は促 進
そくしん

、しかし特化
とっか

した 居 住
きょじゅう

の 形
かたち

はいかがなものか。市民
しみん

との混 在
こんざい

／混
こん

住
じゅう

がインクリュージョン
い ん く り ゅ ー じ ょ ん

の肝
きも

ではないか。 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 バリアフリー化
か

を図
はか

って優
ゆう

先 枠
さきわく

を広
ひろ

げるべきであるが、一
ひと

つの手 段
しゅだん

であり、それ

だけでは不 十 分
ふじゅうぶん

。一 般
いっぱん

賃 貸
ちんたい

などへの家賃
やちん

補助
ほじょ

等
とう

、支援
しえん

策
さく

が必 要
ひつよう

。 

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

に最 低 限
さいていげん

適 応
てきおう

した内 容
ないよう

の住 宅
じゅうたく

の確保
かくほ

が重 要
じゅうよう

。自立
じりつ

と共 生
きょうせい

にはまず、
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公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

から始
はじ

めるべきである。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 当 然
とうぜん

である。ただし住 宅
じゅうたく

改 修
かいしゅう

も可能
かのう

でなければならない。 

 公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

（アパートメント
あ ぱ ー と め ん と

）の一 定
いってい

程度
ていど

の部屋
へ や

をユニバーサルデザイン化
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん か

するなど、

自然
しぜん

な形
かたち

で地域
ちいき

インクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

が実 現
じつげん

されるような工夫
くふう

も必 要
ひつよう

と考
かんが

える。また、

公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

の建 築 前
けんちくまえ

に、障 害 児
しょうがいじ

を持
も

つ家庭
かてい

、障 害 者
しょうがいしゃ

のいる家庭
かてい

などを対 象
たいしょう

に公募
こうぼ

をかけて、ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

を施
ほどこ

した一戸建
いっこだ

てなども創 出
そうしゅつ

していくべきと考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

が果
は

たすべき役 割
やくわり

のひとつであると考
かんが

える。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 知的
ちてき

障 害
しょうがい

のある人
ひと

たちの地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行
いこう

において、住
す

まいの確保
かくほ

が先
ま

ず重 要
じゅうよう

となるが、

その確保
かくほ

に困 難
こんなん

が生
しょう

じている。公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

の活 用
かつよう

を推 進
すいしん

するべきであるが、地域間
ちいきかん

に大
おお

きな開
ひら

きがある。よって、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

における優 先 枠
ゆうせんわく

の設 定
せってい

を制度化
せいどか

する必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

○結論
けつろん

 

 公営
こうえい

住宅
じゅうたく

は通勤
つうきん

や社会
しゃかい

参加
さんか

の目的
もくてき

にあった場所
ばしょ

にない事
こと

が多
おお

い。民 間
みんかん

のアパート・

マンション・借家
しゃくや

ならば、そのような問題
もんだい

はないので、公営
こうえい

住宅
じゅうたく

よりは民 間
みんかん

の賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

を借
か

りやすくなる施策
し さ く

が権利
けんり

条約
じょうやく

の「他
ほか

のものとの平等
びょうどう

」の理念
りねん

にかなっている。 

○理由
りゆう

 

 地方
ちほう

においては、公営
こうえい

住宅
じゅうたく

は街
まち

の中心部
ちゅうしんぶ

から遠
とお

く離
はな

れた場所
ばしょ

にあることが多
おお

く、

障害者
しょうがいしゃ

が住
す

みにくい。便利
べんり

な立地
りっち

の公営
こうえい

住宅
じゅうたく

は空
あ

きが殆
ほとん

ど出
で

ない。山
やま

の上
うえ

の造成
ぞうせい

団地
だんち

な

どは空
あ

きがあるなど、ニーズにあっていない。また、1つの公営
こうえい

住宅
じゅうたく

の建物
たてもの

に障害者
しょうがいしゃ

が集
あつ

まるのは、プライバシー上
じょう

、良
よ

くない。 
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【岡部
おかべ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

への優 先 枠
ゆうせんわく

を広
ひろ

げることを否定
ひてい

するものではないが、「特 定
とくてい

の生 活
せいかつ

様 式
ようしき

を強
し

いられない」という観 点
かんてん

からもまず個別
こべつ

給 付
きゅうふ

としてホテルコストに相 当
そうとう

す

る給 付
きゅうふ

（住 宅
じゅうたく

手当
てあて

）を支 給
しきゅう

するべき。（D-5-1参 照
さんしょう

） 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・当 然
とうぜん

、優 先 枠
ゆうせんわく

を広
ひろ

げる方 向
ほうこう

で考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

・公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

は低家賃
ていやちん

なので、重 要
じゅうよう

な住 宅
じゅうたく

関 連
かんれん

の社 会
しゃかい

資源
しげん

である。 

 

【小田島
おだじま

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 単 身
たんしん

の 障 害 者
しょうがいしゃ

については、世帯用
せたいよう

の公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

にも優 先 的
ゆうせんてき

に入れる
はいれる

ようにす

るべき。 

○理由
りゆう

 

 知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

は単 身
たんしん

でも公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

に申し込み
もうしこみ

ができるようになったが、単 身 用
たんしんよう

の公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

は空き
あ き

が尐ない
すくない

ので実 際
じっさい

には 入 居
にゅうきょ

できない人
ひと

が多い
おおい

ので。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 優 先
ゆうせん

入 居
にゅうきょ

はあると便利
べんり

です。ただし、その対 象
たいしょう

規定
きてい

は決
き

めなければなりません。

障 害
しょうがい

の重
おも

さだけではなく、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

が望
のぞ

ましい客 観 的
きゃくかんてき

条 件
じょうけん

が必 要
ひつよう

かと思
おも

います。 

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

だから特 権 的
とっけんてき

に優 先 枠
ゆうせんわく

があるというのは間違
まちが

っています。その地域
ちいき

の

住 宅
じゅうたく

実 情
じつじょう

なりによって、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

のバリアフリ
ば り あ ふ り

ー住 宅
じゅうたく

が地域
ちいき

になくそこでしか暮
く

ら

せない障 害 者
しょうがいしゃ

となれば、優 先
ゆうせん

すべきです。高 齢 者
こうれいしゃ

も同 様
どうよう

です。障 害
しょうがい

ゆえの理由
りゆう

が

あるのか、障 害
しょうがい

を特 権
とっけん

とすることも差別
さべつ

を結果的
けっかてき

に生
う

むことになるので慎 重
しんちょう

であるべ

きと考
かんが

えています。 
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【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

への優 先 枠
ゆうせんわく

を広
ひろ

げるべきである。 

○理由
りゆう

 

 「地域
ちいき

で生
い

きる」ことは公 共
こうきょう

サービス
さ ー び す

であるから。 

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】 

○結論 

 考えられる
かんがえられる

べきと考える
かんがえる

。 

○理由 

 現 状
げんじょう

では社 会
しゃかい

資源
しげん

が尐なく
すくなく

、住む
す む

場
ば

の多く
おおく

が家庭
かてい

になっていることは 解 消
かいしょう

されな

くてはならない。 

 

【君 塚
きみづか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

ごとに事 情
じじょう

が異
こと

なるため，地域
ちいき

ごとに利用
りよう

希望
きぼう

・要 望
ようぼう

調 査
ちょうさ

を実施
じっし

することを

前 提
ぜんてい

に，優 先 枠
ゆうせんわく

の拡 充
かくじゅう

，居 住 地
きょじゅうち

域 内
いきない

にある居場所
いばしょ

機能
きのう

と連 携
れんけい

した新規
しんき

建 設
けんせつ

を推
お

し進
すす

める 

○理由
りゆう

 

 長 期 的
ちょうきてき

にみると，特 殊
とくしゅ

な住 宅
じゅうたく

環 境
かんきょう

が次
じ

世代
せだい

に引
ひ

き継
つ

ぐものとして必 要
ひつよう

であるか

どうかも含
ふく

めて，個人的
こじんてき

に改 築
かいちく

・新 築
しんちく

することに踏
ふ

み出
だ

しにくい方 々
かたがた

が多
おお

いと想 像
そうぞう

する．公 的
こうてき

に借
か

りられる環 境
かんきょう

の整備
せいび

と利用
りよう

促 進
そくしん

が望
のぞ

ましい．  

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 広
ひろ

げるべきである。 

○理由
りゆう

 

 民 間
みんかん

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

における「あんしん賃 貸
ちんたい

支援
しえん

事 業
じぎょう

」など、制度
せいど

はあってもその登 録
とうろく

住 居
じゅうきょ

は極
きわ

めて尐
すく

なく、登 録
とうろく

都道府県
とどうふけん

も限 定
げんてい

されている。そうした促 進
そくしん

も重 要
じゅうよう

であ
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るが、すぐには進
すす

まない。公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

が優 先 枠
ゆうせんわく

を広
ひろ

げつつ、他
ほか

の民 間
みんかん

でも借
か

りやす

い状 況
じょうきょう

を作
つく

り出
だ

していくことが効果的
こうかてき

である。 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 既
き

に公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

に障 害 者
しょうがいしゃ

や高 齢 者
こうれいしゃ

の利用
りよう

が増加
ぞうか

しており、優 先 枠
ゆうせんわく

を広
ひろ

げように

も総 量
そうりょう

が増
ふ

えない中
なか

で難
むずか

しさは増
ま

すばかりである。まずは公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

の受
う

け入
い

れにど

れ程
ほど

の余 力
よりょく

があるのか、今後
こんご

の住 宅
じゅうたく

政 策
せいさく

の中
なか

でどれ程
ほど

の対 応
たいおう

が可能
かのう

なのかを明
あき

ら

かにしなければならない。 

 

【清水
しみず

委員
いいん

】 

○結論 

 考える
かんが

べき。 

○理由 

 公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

はまさにそのためにあるのだから。 

 

【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 そのとおり。 

○理由
りゆう

 

 入しょ施せつ
にゅうしょしせつ

に今
いま

いる 障
しょう

がいのある人
ひと

が地
ち

いきでくらすためには、かなり住
す

まいの

場
ば

がたりない。むかし、 入
にゅう

しょ施
し

せつをつくるためにたくさんお金
かね

（予算
よさん

）を使
つか

った

のと同
おな

じように、今
いま

は地
ち

いきでの暮
く

らしの場
ば

をたくさん用
もち

いすべきだ。そのために、公
こう

えい住
じゅう

たくも新
あら

たにたくさんつくり、その優
ゆう

せんわくも広
ひろ

げるべきだ。 

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 民 間
みんかん

の賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

への入 居
にゅうきょ

を進
すす

めながら、不 十 分
ふじゅうぶん

な場合
ばあい

には、暫 定 的
ざんていてき

な措置
そ ち

と

して公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

への入 居
にゅうきょ

優 先 枠
ゆうせんわく

を拡 大
かくだい

すべきである。 

○理由
りゆう
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 障 害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も同 様
どうよう

に社 会
しゃかい

の中
なか

で住 居
じゅうきょ

を確保
かくほ

することができるように

することが、「地域
ちいき

で生 活
せいかつ

する権利
けんり

」を実 現
じつげん

することになる。しかし、現時点
げんじてん

では、地域
ちいき

における住 居
じゅうきょ

の確保
かくほ

を優 先
ゆうせん

するため、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

への入 居
にゅうきょ

優 先 枠
ゆうせんわく

を拡 大
かくだい

すること

も必 要
ひつよう

となると考
かんが

える。 

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

の本 来
ほんらい

入 居 者
にゅうきょしゃ

として、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、ケアホーム
け あ ほ ー む

運 営
うんえい

法 人
ほうじん

を位置
い ち

づ

け優 先 枠
ゆうせんわく

を広
ひろ

げることを認
みと

める。 

○理由
りゆう

 

 優 先 枠
ゆうせんわく

を広
ひろ

げることにより、運 営
うんえい

法 人
ほうじん

が倍 率
ばいりつ

の高
たか

いバリアフリ
ば り あ ふ り

ー住 宅
じゅうたく

などにも

応募
おうぼ

できることになるため応募
おうぼ

回 数
かいすう

を重
かさ

ねることで確保
かくほ

がしやすくなり、結果
けっか

として

支援
しえん

が必 要
ひつよう

でかつ低 所 得
ていしょとく

の障 害
しょうがい

の方
かた

の支援
しえん

環 境
かんきょう

が整
ととの

う。すでに佐賀県
さがけん

では特
とく

区
く

で

申 請
しんせい

をしており認
みと

められている。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 公 営
こうえい

障 害 者
しょうがいしゃ

住 宅
じゅうたく

の新 設
しんせつ

は急 務
きゅうむ

であり、当 然
とうぜん

のことである。 

○理由
りゆう

 

 公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

は 充 足
じゅうそく

しているとして、新 設
しんせつ

を 行
おこな

わないことになっており、その中
なか

に 障 害 者
しょうがいしゃ

住 宅
じゅうたく

も未 充 足
みじゅうそく

にもかかわらず政 策 的
せいさくてき

に放棄
ほうき

されている。 障 害 者
しょうがいしゃ

住 宅
じゅうたく

の単 身 用
たんしんよう

は建 設
けんせつ

がはじまった段 階
だんかい

で新 設
しんせつ

公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

がストップ
す と っ ぷ

され、

単 身
たんしん

障 害 者
しょうがいしゃ

にとっての 居 住
きょじゅう

の場
ば

は保 障
ほしょう

されていないに等
ひと

しい。一 般
いっぱん

の不動
ふどう

産屋
うぶや

は精 神
せいしん

、知的
ちてき

、身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

の入
いり

居
きょ

をその 9割
わり

9分
ぷん

が 行
おこな

わず拒否
きょひ

している。公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

においても、介 助
かいじょ

が必 要
ひつよう

な 障 害 者
しょうがいしゃ

は、 入 居
にゅうきょ

を拒否
きょひ

される時代
じだい

が続
つづ

いてい

たし、精 神
せいしん

、知的
ちてき

の入
いり

居
きょ

は 行 政
ぎょうせい

はなんの何
なに

の保 障
ほしょう

もしていない。このような 住 宅
じゅうたく

政 策
せいさく

の中
なか

では自立
じりつ

生 活
せいかつ

はほとんど不可能
ふかのう

といえる 状 態
じょうたい

である。 
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【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 そのように考える
かんが  

。 

○理由
りゆう

 

 積 極 的
せっきょくてき

に公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

を活 用
かつよう

する必 要
ひつよう

がある。なお、新た
あら 

な公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

を開 設
かいせつ

するにあたっては、 必 ず
かなら 

「バリアフリー
ば り あ ふ り ー

の 障 害
しょうがい

者
しゃ

住 居
じゅうきょ

」や「グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

優 先 枠
ゆうせんわく

」を設ける
もう  

ことを義務化
ぎ む か

するよう求める
もと  

。 

 地域
ちいき

での住まい
す   

の場
ば

の確保
かくほ

につながるとともに、地域
ちいき

住 民
じゅうみん

の 障 害
しょうがい

者
しゃ

に対する
たい  

理解
りかい

にもつながるものと 考
かんが

える。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 積 極 的
せっきょくてき

に進
すす

めるべきである。また、可能
かのう

な限
かぎ

り階下
かいか

(1階
かい

)への入 居
にゅうきょ

を可能
かのう

とし、

上 階
じょうかい

になる場合
ばあい

は、エレベ
え れ べ

－タ
た

－の設置
せっち

等
とう

をおこなう。集 合
しゅうごう

住 宅
じゅうたく

の場合
ばあい

、複 数
ふくすう

の

住 居
じゅうきょ

を一 括 的
いっかつてき

に管理
かんり

・支援
しえん

が可能
かのう

。また家賃
やちん

も安価
あんか

で利用
りよう

しやすい。関 係
かんけい

省 庁
しょうちょう

との

連 携
れんけい

・調 整
ちょうせい

が重 要
じゅうよう

。消 防
しょうぼう

署
しょ

への自動
じどう

通 報
つうほう

、スプリンクラ
す ぷ り ん く ら

－の設置
せっち

等
とう

、特
とく

に消 防 法
しょうぼうほう

との調 整
ちょうせい

を進
すす

める必 要
ひつよう

がある。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 バリアフリー化
か

した公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

を拡 充
かくじゅう

して、障 害
しょうがい

特 性
とくせい

をも考 慮
こうりょ

する住 宅
じゅうたく

提 供
ていきょう

の

仕組
し く

みをつくり優 先 的
ゆうせんてき

に提
てい

供
きょう

されることが望
のぞ

ましい。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 優 先 的
ゆうせんてき

に確保
かくほ

するべきである。 

○理由
りゆう

 

 国土
こくど

交 通 省
こうつうしょう

が取
と

り組
く

んでいる（安 心
あんしん

住 宅
じゅうたく

）の施策
しさく

などの広 報
こうほう

が必 要
ひつよう

。 

 バリアフリー化
か

促 進
そくしん

、見守
みまも

りネットワークなどが必 要
ひつよう

 

 



48 

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 考
かんが

えるべき 

○理由
りゆう

 

 民 間
みんかん

におねがいする前
まえ

に、まずは率 先
そっせん

して 公
おおやけ

がおこなうべきだから 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 優 先 枠
ゆうせんわく

の確保
かくほ

も大 切
たいせつ

だが、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

そのものの建 設
けんせつ

が進
すす

んでいない状 況
じょうきょう

に対
たい

して、新 増 設
しんぞうせつ

を求
もと

める取
と

り組
く

みが必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 住 宅
じゅうたく

のバリアフリ
ば り あ ふ り

ーがされていない、家主
やぬし

の理解
りかい

がないなど、 障 害
しょうがい

者
しゃ

の住 宅
じゅうたく

確保
かくほ

はどこでも困 難
こんなん

を極
きわ

めている実 態
じったい

がある。 

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 当 然
とうぜん

考
かんが

えるべきである。 

○理由
りゆう

 

 住
す

まい確保
かくほ

の方 策
ほうさく

の一 環
いっかん

となりうるため。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 まず 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施策
しさく

として法的
ほうてき

位置
い ち

づけを明 確
めいかく

にするべき。 

 事 業
じぎょう

団 体
だんたい

、地域
ちいき

によるであろうが、広げる
ひろ

余地
よち

がある実 態
じったい

があれば広げる
ひろ

。 

○理由
りゆう

 

 公 営
こうえい

住 宅 法
じゅうたくほう

施行令
しこうれい

６ 条
６じょう

２号
２ごう

等
など

で 入 居
にゅうきょ

資格
しかく

要 件
ようけん

で 障 害 者
しょうがいしゃ

の規定
きてい

があるが、

優先的
ゆうせんてき

扱い
あつか

の確保
かくほ

に関して
かん

、 国 交 省
こっこうしょう

の通知
つうち

はあるが、現 行
げんこう

では法 的
ほうてき

な裏づけ
うら

に

欠ける
か

状態
じょうたい

ではないか。 

 全 体 像
ぜんたいぞう

の 実 態
じったい

をよく知らない
し

ので自信
じしん

がないが、 優 先 枠
ゆうせんわく

があってもなかなか

入 居
にゅうきょ

出来
で き

ないとの声
こえ

も聞く
き

。 
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【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 バリアフリー
ば り あ ふ り ー

住 宅
じゅうたく

など，公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

として優 先 的
ゆうせんてき

に確保
かくほ

すべきである．また，

公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

が不足
ふそく

することは 十 分
じゅうぶん

想 定
そうてい

できるが，不足
ふそく

している実 態
じったい

を鑑みて
かんがみて

，

家賃
やちん

補助
ほじょ

の仕組み
し く み

が必 要
ひつよう

である． 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 拡 大
かくだい

されるべきである。 

○理由
りゆう

 

 公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

が優 先 枠
ゆうせんわく

を広 げ
ひろ  

、他
た

の民 間
みんかん

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

でも借りやすい
か    

状 況
じょうきょう

を

促 進
そくしん

することも必 要
ひつよう

であると 考 え る
かんが    

ため。 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 公
こう

営
えい

住
じゆう

宅
たく

が質
しつ

量
りよう

ともに不
ふ

足
そく

する現
げん

実
じつ

があるが、計
けい

画
かく

的
てき

に公
こう

営
えい

住
じゆう

宅
たく

を建
けん

設
せつ

するときには 障
しよう

害
がい

のある人
ひと

にも一
いつ

定
てい

数
すう

入
にゆう

居
きよ

できるような制
せい

度
ど

にし、防
ぼう

災
さい

面
めん

とバリアフリーに配
はい

慮
りよ

した 住
じゆう

環
かん

境
きよう

を保
ほ

障
しよう

する必
ひつ

要
よう

がある。 

○理
り

由
ゆう

 

 社
しや

会
かい

経
けい

済
ざい

情
じよう

勢
せい

からすると、公
こう

営
えい

住
じゆう

宅
たく

の必
ひつ

要
よう

性
せい

は、一
いつ

般
ぱん

にも広
ひろ

がっている

といえる。他
た

方
ほう

、公
こう

営
えい

住
じゆう

宅
たく

建
けん

設
せつ

は 尐
しよう

数
すう

頭
あたま

打
う

ちとなっているが、特
とく

定
てい

の 住
じゆう

居
きよ

形
けい

態
たい

に、特
とく

定
てい

の人
ひと

々
びと

が集住する問
もん

題
だい

は残
のこ

るが、 障
しよう

害
がい

のある人
ひと

が公
こう

営
えい

住
じゆう

宅
たく

を

選
せん

択
たく

する上
うえ

では 入
にゆう

居
きよ

しやすくする 政
まつりごと

索
さく

は必
ひつ

要
よう

。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

への優 先 枠
ゆうせんわく

を広
ひろ

げ、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

におけるバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の促 進
そくしん

、

ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

の 充 実
じゅうじつ

を 図
はか

ることは、その取
と

り組
く

み自体
じたい

がバリアフリー
ば り あ ふ り ー

や

ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

のノウ
の う

・ハウ
は う

を普 及
ふきゅう

させることにつながり、超 高 齢 化
ちょうこうれいか

社 会
しゃかい

に
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おける公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

のあり方
かた

を問
と

うことにもつながると 考
かんが

えられる。また、必 要
ひつよう

な

介 助
かいじょ

の仕組
し く

みも、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

の活 用
かつよう

の中
なか

で 十 分
じゅうぶん

に検 討
けんとう

し、整備
せいび

すべきである。 

○理由 

地域
ちいき

での住
す

まいの確保
かくほ

の方 策
ほうさく

として、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

への優 先 枠
ゆうせんわく

拡 大
かくだい

は是非
ぜ ひ

必 要
ひつよう

であ

る。 

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 ひとつの選択肢
せんたくし

としてはあるが、 交 通
こうつう

不便
ふべん

なところで 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

にとっては

交通費
こうつうひ

ほかの負担
ふたん

が大
おお

きすぎるところがあるので、そのあたりの勘 案
かんあん

が必 要
ひつよう

 

 本 来
ほんらい

住 宅
じゅうたく

政 策
せいさく

一 般
いっぱん

として公 的
こうてき

住 宅
じゅうたく

の充 実
じゅうじつ

が必 要
ひつよう

であり、その中
なか

に障 害
しょうがい

が

メインストリーミング
め い ん す と り ー み ん ぐ

されるべき 

○理由
りゆう

 

 優 先 枠
ゆうせんわく

のみではアクセシブル
あ く せ し ぶ る

な住 宅
じゅうたく

保 障
ほしょう

とはなりえないから 
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論 点
ろんてん

D
でぃー

-5-3) また、公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

が 質 量
しつりょう

共
とも

に不足
ふそく

する現 実
げんじつ

がある中
なか

で、 障 害
しょうがい

が

ある人
ひと

のアパートなどの一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

の確保
かくほ

の為
ため

にどのような対 応
たいおう

が必 要
ひつよう

か？（家賃
やちん

等
とう

の軽 減
けいげん

策
さく

や借
か

り上
あ

げ型
がた

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

等
とう

) 

 

【朝比奈
あさひな

委員
いいん

】 

○結論 

 家賃
やちん

滞 納
たいのう

や家屋
かおく

・設備
せつび

等
とう

の破壊
はかい

、近 隣
きんりん

とのトラブル
と ら ぶ る

等
など

については、一部
いちぶ

、損 害
そんがい

の補填
ほてん

や 賠 償
ばいしょう

等
など

が発 生
はっせい

する場合があり、基金的
ききんてき

な事 業
じぎょう

を実施
じっし

することでそれをカバー
か ば ー

する

ような仕組み
し く み

をつくることができれば、具体的
ぐたいてき

なセーフティネット
せ ー ふ て ぃ ね っ と

となり得る
な り う る

。 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の住
す

まいについては、高 齢 者
こうれいしゃ

における「高 齢 者
こうれいしゃ

の居 住
きょじゅう

の安 定
あんてい

の確保
かくほ

に関
かん

する法 律
ほうりつ

」と同 様
どうよう

に、法
ほう

制度
せいど

でしっかり位置
い ち

づけたうえで、障 害 者 向
しょうがいしゃむ

けの住 宅
じゅうたく

が地
ち

域 内
いきない

で確保
かくほ

されるような方 策
ほうさく

を推 進
すいしん

していく必 要
ひつよう

がある。 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 家賃
やちん

助 成
じょせい

制度
せいど

の新 設
しんせつ

。また 公
おおやけ

が賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

の経 営
けいえい

に乗り出し
の り だ し

、廉価
れんか

で 入 居
にゅうきょ

可能
かのう

な物 件
ぶっけん

の 供 給
きょうきゅう

にあたるなども進めて
すすめて

ほしい。さらにその先
さき

、トライアル
と ら い あ る

入 居
にゅうきょ

( 法 人
ほうじん

契 約
けいやく

アパート
あ ぱ ー と

の試験
しけん

入 居
にゅうきょ

を経て
へ て

、その 居 住
きょじゅう

実 績
じっせき

により個人
こじん

契 約
けいやく

への

切り替え
き り か え

促 進
そくしん

)の制度化
せいどか

なども考えて
かんがえて

ほしい。 

○理由 

 家賃
やちん

負担
ふたん

は家計
かけい

を大きく
おおきく

圧 迫
あっぱく

している 現 状
げんじょう

のなか、経 済
けいざい

支援
しえん

策
さく

としての実施
じっし

。ま

た新しい
あたらしい

居 住
きょじゅう

の場
ば

の開 発
かいはつ

にも 尽 力
じんりょく

すべきである（Ｄ－５－４でも触れる
ふ れ る

）。また

市民
しみん

への啓 発
けいはつ

も欠かせない
か か せ な い

。 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 家主
やぬし

に対
たい

しての建 設
けんせつ

補助
ほじょ

（家賃
やちん

の低 減
ていげん

）を行
おこな

う。 
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○理由
りゆう

 

 建 設
けんせつ

を促 進
そくしん

と借
か

りやすくするため 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 状
げんじょう

、家賃
やちん

等
とう

の軽 減
けいげん

策
さく

は不可欠
ふかけつ

であり、「借
か

り上
あ

げ型
かた

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

」の充 実
じゅうじつ

もひと

つの解 決
かいけつ

策
さく

になると思
おも

われるが、住 宅
じゅうたく

問 題
もんだい

については国 民
こくみん

全 体
ぜんたい

の問 題
もんだい

として国
くに

が取
と

り組
く

むべき課題
かだい

だと思
おも

うので、障 害 者
しょうがいしゃ

の所 得
しょとく

保 障
ほしょう

が不 十 分
ふじゅうぶん

であるという理由
りゆう

のみで安易
あんい

に住 宅
じゅうたく

問 題
もんだい

を考
かんが

えるのではなく国 民
こくみん

全 体
ぜんたい

の住 宅
じゅうたく

施策
しさく

の中
なか

で障 害
しょうがい

のあ

る人
ひと

の住 宅
じゅうたく

問 題
もんだい

も位置
い ち

づけ考
かんが

えてほしい。 

○理由
りゆう

 

 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

利 用 料
りようりょう

の 中
なか

で も 家賃
やちん

負担
ふたん

金
きん

の 割 合
わりあい

が 高
たか

く な っ て お り 、

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

利 用 料
りようりょう

が高 額
こうがく

となる一 因
いちいん

となっており地域
ちいき

移行
いこう

を遅
おく

らせる要 因
よういん

と

なっている。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 一 般
いっぱん

の賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

に住
す

む障 害 者
しょうがいしゃ

への住 宅
じゅうたく

手当
てあて

などが望
のぞ

まれることは理解
りかい

できる

が、広
ひろ

く国 民
こくみん

を対 象
たいしょう

とした手当
てあて

制度
せいど

や生 活
せいかつ

保護
ほ ご

制度
せいど

における住 宅
じゅうたく

扶助
ふじょ

などとの

関 係
かんけい

を整理
せいり

する必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

○結論
けつろん

 

 生 活
せいかつ

福祉
ふくし

資金
しきん

の貸付
かしつけ

事業
じぎょう

と同様
どうよう

に、国
くに

直営
ちょくえい

または国
くに

が委託
いたく

する方法
ほうほう

で、民 間
みんかん

アパー

トを障害者
しょうがいしゃ

が容易
ようい

に借
か

りられるように保
ほ

証人
しょうにん

サービスや家賃
やちん

保証
ほしょう

の仕組
し く

みを充実
じゅうじつ

追加
ついか

。 

大家
おおや

さんの心配
しんぱい

するほかの項目
こうもく

である、火事
か じ

・水漏
みずも

れ・騒音
そうおん

・孤独死
こ ど く し

などは、ヘルパー制度
せいど

や、緊急
きんきゅう

駆
か

けつけサービスを地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

の必須
ひっす

事業
じぎょう

で行
おこな

うなどで個別
こべつ

対応
たいおう

する。 

○理由
りゆう

 

 保証人
ほしょうにん

代行業
だいこうぎょう

・信用
しんよう

保証業
ほしょうぎょう

は民 間
みんかん

会社
かいしゃ

でも数社
すうしゃ

で行
おこな

われているが、不正
ふせい

な追
お

い出
だ

し

などが問題化
もんだいか

している。障害者向
しょうがいしゃむ

けは、国
くに

が直接
ちょくせつ

実施
じっし

する方
ほう

がよい。障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

移行
いこう
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には賃貸
ちんたい

アパート・貸家
かしや

などを借
か

りにくい問題
もんだい

（大家
おおや

さんは家賃
やちん

の不払
ふばら

いを心配
しんぱい

）を

全国
ぜんこく

で一気
いっき

にすべて解 決
かいけつ

する必要
ひつよう

がある。 

 全国
ぜんこく

で家
いえ

を借
か

りる障害者
しょうがいしゃ

が今
いま

すぐ使
つか

えないと意味
い み

がないので、現状
げんじょう

の制度
せいど

ではだめ

で、大家
おおや

への「障害者
しょうがいしゃ

・高齢者
こうれいしゃ

を入
いり

居
きょ

拒否
きょひ

しない」などの条件付
じょうけんづ

けを廃止
はいし

する必要
ひつよう

が

ある（健
けん

常 者
じょうしゃ

であろうが障害者
しょうがいしゃ

であろうが個人
こじん

の性格
せいかく

等
とう

で大家
おおや

が拒否
きょひ

するのは商業上
しょうぎょうじょう

の自由
じゆう

）。 

  

【岡部
おかべ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 特 定
とくてい

の生 活
せいかつ

様 式
ようしき

を義務付
ぎ む づ

けられずに地域
ちいき

移行
いこう

を推 進
すいしん

するという観 点
かんてん

からは、

入 所 施 設 退 所 者
にゅうしょしせつたいしょしゃ

／利用
りよう

資格
しかく

がある者
もの

については、個別
こべつ

給 付
きゅうふ

としてホテルコストに

相 当
そうとう

する給 付
きゅうふ

（住 宅
じゅうたく

手当
てあて

）を支 給
しきゅう

するべき。（D-5-1、D-5-2参 照
さんしょう

） 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・まさに、家賃
やちん

の軽 減
けいげん

策
さく

（あるいは補助
ほじょ

策
さく

）、借
か

り上
あ

げ型
かた

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

が必 要
ひつよう

である。 

 

【小田島
おだじま

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 市
し

役 所
やくしょ

がアパート
あ ぱ ー と

やマンション
ま ん し ょ ん

、一軒家
いっけんや

等
など

を借り上げて
か り あ げ て

、家賃
やちん

を安く
やすく

して 障 害 者
しょうがいしゃ

に貸す
か す

。 

 家賃
やちん

補助
ほじょ

の制度
せいど

をつくる。 

○理由
りゆう

 

 施設
しせつ

や 病 院
びょういん

から出て
で て

きた時
とき

に入れる
はいれる

アパート
あ ぱ ー と

やマンション
ま ん し ょ ん

が必 要
ひつよう

。 

 東 京
とうきょう

は特
とく

に家賃
やちん

が高い
たかい

から。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 家賃
やちん

補助
ほじょ

制度
せいど

があれば生 活
せいかつ

保護
ほ ご

を 受 給
じゅきゅう

せずに年 金
ねんきん

生 活
せいかつ

可能
かのう

な人
ひと

はいます。行 政
ぎょうせい

の借
か

り上
あ

げ、法 人
ほうじん

などの借
か

り上
あ

げだと、確保
かくほ

は容易
ようい

です。 
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○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

の賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

の活 用
かつよう

はいろいろ考
かんが

え出
だ

すべきと思
おも

います。ただし、障 害 者
しょうがいしゃ

ゆ

えに周 囲
しゅうい

などとの問 題
もんだい

が生
しょう

じることもありうるので、そのような人
ひと

には相 談
そうだん

支援者
しえんしゃ

などが支援
しえん

する体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

です。 

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

格差
かくさ

があり供 給
きょうきゅう

は千差万別
せんさばんべつ

。企 業
きぎょう

の寮
りょう

や廃 校
はいこう

などの利用
りよう

もあるが、A-3-2 な

ど「地域
ちいき

で生 活
せいかつ

する権利
けんり

」との整 合 性
せいごうせい

が難
むずか

しい。 

○理由
りゆう

 

 D-5-1による。住 宅
じゅうたく

手当
てあて

支 給
しきゅう

はその一 方
いっぽう

策
さく

。 

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】 

○結論 

 地域
ちいき

の法 人
ほうじん

などによる借り上げ
か り あ げ

型
かた

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

はよいと思う
おもう

。しかし、財 源 的
ざいげんてき

な

補助
ほじょ

が必 要
ひつよう

。 

○理由 

 借り上げ
か り あ げ

型
がた

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

のための財 源
ざいげん

がないために、つくりたくてもできないとの声
こえ

を聞く
き く

。 

 

【君 塚
きみづか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 バリアーフリ
ば り あ ー ふ り

ーとしたものであり、地域
ちいき

あげての省
しょう

が者
しゃ

への支援作
しえんづく

りに生
い

かせるよう

に開
ひら

かれたものにする。住
す

まい運 営
うんえい

に地域
ちいき

の福祉
ふくし

担 当 者
たんとうしゃ

が参加
さんか

するなど支援
しえん

の拠 点
きょてん

とする。 
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【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 居 住
きょじゅう

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の必置
ひつち

規定化
きていか

、住 宅
じゅうたく

手当
てあて

の創 設
そうせつ

（または家賃
やちん

の軽 減
けいげん

策
さく

）、借
か

り上
あ

げ住 宅
じゅうたく

制度
せいど

、保 証 人
ほしょうにん

制度
せいど

の充 実
じゅうじつ

、住 宅
じゅうたく

改 修
かいしゅう

と現 状
げんじょう

復帰
ふっき

の支援
しえん

、バリアフリ
ば り あ ふ り

ー住 宅
じゅうたく

の建 設
けんせつ

促 進
そくしん

などが考
かんが

えられる。 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 民 間
みんかん

住 宅
じゅうたく

を確保
かくほ

しようと思
おも

うならば、まずは住 宅 数
じゅうたくすう

の確保
かくほ

、相 対 的
そうたいてき

に高
たか

い家賃
やちん

保 障
ほしょう

、借
か

りる為
ため

の保
たもつ

証 人
しょうにん

制度
せいど

などのいくつもの課題
かだい

がある。そのための公 的
こうてき

支援
しえん

を

どうするのか、そして民 間
みんかん

住 宅
じゅうたく

所 有 者
しょゆうしゃ

の協 力
きょうりょく

を得
え

られるようなシステムをどう作
つく

り

上
あ

げるかが重 要
じゅうよう

である。例
たと

えば、非営利
ひえいり

法 人
ほうじん

が仲 介
ちゅうかい

にたった賃 貸
ちんたい

システムをつくる

とか。 

 

【清水
しみず

委員
いいん

】 

○結論 

 家主
やぬし

の人
ひと

や、不動
ふどう

産屋
さんや

さんの人
ひと

たちに、 障 害
しょうがい

のある人
ひと

に 住 宅
じゅうたく

を貸す
か

ことが、と

ても特
とく

になるということを分かりやすく
わ

することが必 要
ひつよう

。 

○理由 

 すでに賃 貸
ちんたい

物 件
ぶっけん

はダブ
だ ぶ

ついており、いわばビジネスチャンス
び じ ね す ち ゃ ん す

（お金儲け
 かねもう

になる）
｝

なの

だから。 西 宮
にしのみや

の自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

では、 障 害
しょうがい

を持つ
も

人
ひと

自身
じしん

が不動
ふどう

産屋
さんや

さんの集まり
あつ

で説 明
せつめい

をしたりしていて、尐し
すこ

ずつその効果
こうか

が出て
で

きている。 

 

【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 できる対
たい

さくは、なんでもためしてみた方
ほう

がいい。 

○理由
りゆう

 

 公
こう

えい住
じゅう

たくを新
あら

たにつくるお金
かね

がもしも足
た

りない場
ば

あいは、民
みん

かんのアパート
あ ぱ ー と

や

ふつうの住
じゅう

たくをかくほすべきだ。ただ、障 害
しょうがい

のある人
ひと

に配
はい

りょした住
す

まいにするた

めの手
て

なおしや、おおやさんが安 心
あんしん

して貸
か

せるような支
し

えんなども、あった方
かた

がいい。 



56 

 

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 家賃
やちん

補助
ほじょ

や借
か

り上
あ

げ型
かた

住 宅
じゅうたく

の確保
かくほ

などの対 応
たいおう

は必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 「地域
ちいき

で生 活
せいかつ

する権利
けんり

」の実 現
じつげん

には、障 害 者
しょうがいしゃ

が民 間
みんかん

住 宅
じゅうたく

へ 入
にゅう

居
きょ

することが

必 要
ひつよう

になると考
かんが

えられるが、障 害 者
しょうがいしゃ

の収 入
しゅうにゅう

の実 情
じつじょう

を考 慮
こうりょ

すれば、一 定
いってい

の家賃
やちん

軽 減
けいげん

策
さく

が必 要
ひつよう

となる。 

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 入 所 施 設
にゅうしょしせつ

における補足
ほそく

給 付
きゅうふ

と同 額
どうがく

の 2万
まん

5千 円
せんえん

相 当
そうとう

の金 額
きんがく

を家賃
やちん

などの補助
ほじょ

に当
あ

てることが可能
かのう

な仕組
し く

みを作
つく

ることで住 宅
じゅうたく

を確保
かくほ

するための支援
しえん

を行
おこな

う。また、家
いえ

を借
か

り上
あ

げる際
さい

に必 要
ひつよう

な保
ほ

証 人
しょうにん

を自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

などの仕組
し く

みを活 用
かつよう

して自治体
じちたい

ごとに確保
かくほ

できるようにする。 

○理由
りゆう

 

 個別
こべつ

給 付
きゅうふ

における足並
あしな

みを地域
ちいき

と施設
しせつ

において差
さ

がないようにするため。保 証 人
ほしょうにん

が

得
え

られないために契 約
けいやく

が整
ととの

わない実 態
じったい

があるため。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

負担
ふたん

水 準
すいじゅん

、所 得
しょとく

水 準
すいじゅん

による家賃
やちん

支払
しはら

いと同 等
どうとう

の金 額
きんがく

を 障 害 者
しょうがいしゃ

が

支払
しはら

えば借
か

りられるようにすべきであり、その差額
さがく

は 行 政
ぎょうせい

の負担
ふたん

とする軽 減
けいげん

策
さく

を

補完的
ほかんてき

な制度
せいど

として公 営
こうえい

障 害 者
しょうがいしゃ

住 宅
じゅうたく

が完備
かんび

するまで続
つづ

けるべきである。 

○理由
りゆう

 

 公 営
こうえい

障 害 者
しょうがいしゃ

住 宅
じゅうたく

の新 設
しんせつ

が優 先
ゆうせん

されるべきであるが、一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

の 行 政
ぎょうせい

に

よる借
か

り上
あ

げによる、障 害 者
しょうがいしゃ

への対 応
たいおう

方 式
ほうしき

は検 討
けんとう

すべきであり、その場合
ばあい

住 宅 費
じゅうたくひ

の高 騰
こうとう

を 考
かんが

えて公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

一 般
いっぱん

の 住 宅
じゅうたく

の借
か

り上
あ

げの場合
ばあい

、トイレ
と い れ

や風呂場
ふ ろ ば

の

面 積
めんせき

が狭
せま

く、利用
りよう

できない入
い

り口
くち

の段差
だんさ

の問 題
もんだい

を含
ふく

めると利用
りよう

できる 住 宅
じゅうたく

は尐
すく

な

い。そこで建 設
けんせつ

時
とき

から 行 政
ぎょうせい

が借
か

り上
あ

げを保 障
ほしょう

し、改 造
かいぞう

の補助
ほじょ

など誘 導
ゆうどう

策
さく

をとる
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必 要
ひつよう

がある。家賃
やちん

についても、差額
さがく

を補填
ほてん

してやらないと、身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

の場合
ばあい

でも

２LDK以 上
いじょう

の 居 住
きょじゅう

空 間
くうかん

を単 身
たんしん

でも必 要
ひつよう

とするので、現 実 的
げんじつてき

な補助
ほじょ

金
きん

対 策
たいさく

が

必 要
ひつよう

である。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 住 宅
じゅうたく

提 供 者
ていきょうしゃ

に対する
たい   

固定
こてい

資産税
しさんぜい

など税 制
ぜいせい

の優 遇
ゆうぐう

措置
そ ち

を図る
はか 

べきである。 

○理由
りゆう

 

 住 宅
じゅうたく

提 供 者
ていきょうしゃ

に対する
たい  

優 遇
ゆうぐう

措置
そ ち

を設ける
もう   

ことにより、民 間
みんかん

住 宅
じゅうたく

を活 用
かつよう

の

拡 大
かくだい

につながる。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 家賃
やちん

の補助
ほじょ

制度
せいど

は必 要
ひつよう

である。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 個別
こべつ

の状 況
じょうきょう

によって、家賃
やちん

の軽 減
けいげん

や借
か

り上
あ

げなどを考 慮
こうりょ

すべきである。真
しん

に必 要
ひつよう

な人
ひと

に必 要
ひつよう

な支援
しえん

が行
おこな

われることが必 要
ひつよう

である。 

 

【橋 本
はしもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

を区
く

市 町 村
しちょうそん

で借
か

り上
あ

げて 障 害 者
しょうがいしゃ

に貸
か

すなどの対 策
たいさく

はとられてもよ

い。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 住 宅
じゅうたく

政 策
せいさく

の抜
ぬ

本 的
ほんてき

見直
みなお

しが必 要
ひつよう

。 

 水 道 料
すいどうりょう

、光熱費
こうねつひ

の減 免
げんめん

制度
せいど

などのほか家賃
やちん

の減 免
げんめん

または補填
ほてん

制度
せいど

が必 要
ひつよう

 

国 交 省
こっこうしょう

が取
と

り組
く

んでいる高 齢 者
こうれいしゃ

専 用
せんよう

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

制度
せいど

のような仕組
し く

みの賃 貸
ちんたい

物 件
ぶっけん
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制度
せいど

を推 進
すいしん

できないか。 

○理由
りゆう

 

 障 害
しょうがい

に伴
ともな

うランニングコストが生
しょう

じる場合
ばあい

が多
おお

いから。 

 居 住
きょじゅう

サポート事 業
じぎょう

だけでは不 十 分
ふじゅうぶん

と感
かん

じるため 

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 お金
かね

があればやってほしいし、他
ほか

からお金
かね

をもってきてもほしい 

○理由
りゆう

 

 ホームレスにいろいろなサービスをつけるなどありえない 

 住 宅
じゅうたく

は最 大
さいだい

の環 境
かんきょう

だから 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 自治体
じちたい

の、家賃
やちん

補助
ほじょ

制度
せいど

の充 実
じゅうじつ

・創 設
そうせつ

や借
か

り上
あ

げ型
がた

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

とともに、前 述
ぜんじゅつ

し

た住
す

みやすいようにする住 宅
じゅうたく

改 造
かいぞう

事 業
じぎょう

の拡 充
かくじゅう

など、 建 設
けんせつ

労 働 者
ろうどうしゃ

と連 携
れんけい

した

運 動
うんどう

を拡
ひろ

げていくことなどが、差
さ

し迫
せま

って重 要
じゅうよう

である。 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

で暮
く

らす理念
りねん

を拡
ひろ

げていくためにも、重 要
じゅうよう

な課題
かだい

である。そこで安 全
あんぜん

に生
い

きて行
い

くためには、住 民
じゅうみん

との連 携
れんけい

が欠
か

かせないので、地域
ちいき

の組織
そしき

にも訴
うった

えて積 極 的
せっきょくてき

な協 力
きょうりょく

を呼
よ

びかけていくべきである。住 民
じゅうみん

が高齢化
こうれいか

している地域
ちいき

では、連 携
れんけい

も取
と

れる課題
かだい

で

ある。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 偏 見
へんけん

等
など

の 解 消
かいしょう

のための広 報
こうほう

業 務
ぎょうむ

。 

 トラブルの際
さい

の解 決
かいけつ

支援
しえん

の家主
やぬし

への保 証
ほしょう

。 

 家賃
やちん

補助
ほじょ

、保 証 人
ほしょうにん

協 定
きょうてい

制度
せいど

。バリアフりー改 造
かいぞう

費用
ひよう

援 助
えんじょ

。 住 宅
じゅうたく

の借り上げ
か り あ げ

政 策
せいさく

も実施
じっし

。 

○理由
りゆう
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 居 住
きょじゅう

の確保
かくほ

が地域
ちいき

生 活
せいかつ

実 現
じつげん

のため 重 要
じゅうよう

だから。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 住 宅
じゅうたく

政 策
せいさく

の抜 本 的
ばっぽんてき

な見直し
みなおし

が必 要
ひつよう

． 水 道 料
すいどうりょう

の減 免
げんめん

制度
せいど

と同 様
どうよう

に光熱費
こうねつひ

・

家賃
やちん

の軽 減
けいげん

策
さく

が必 要
ひつよう

． 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 住 宅
じゅうたく

手当
てあて

の創 設
そうせつ

、保 証 人
ほしょうにん

制度
せいど

の 充 実
じゅうじつ

、 住 宅
じゅうたく

改 修 費
かいしゅうひ

の支援
しえん

等
とう

とともに、

居 住
きょじゅう

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の必置
ひつお

規定化
きていか

等
とう

、 一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

の確保
かくほ

をめぐる課題
かだい

を 早 急
そうきゅう

に

解 決
かいけつ

すべき。 

 また、根 本 的
こんぽんてき

には地域
ちいき

社 会
しゃかい

の意識
いしき

向 上
こうじょう

、近 隣
きんりん

の理解
りかい

を図 る
はか  

ためには 条 例
じょうれい

な

どの規範づくり
きはん     

に関 し て
かん    

も地域
ちいき

の検 討
けんとう

課題
かだい

として持ち
も  

上げる
あ   

必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

を確保
かくほ

する 上
うえ

での 問 題 点
もんだいてん

は 早 急
そうきゅう

に 解 決
かいけつ

される 必 要
ひつよう

があると

考 え る
かんが    

と同時
どうじ

に、確保
かくほ

していける地域
ちいき

風土
ふうど

を作 る
つく  

ことが大 切
たいせつ

と思 う
おも  

ので。 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 一
いつ

定
てい

以
い

上
じよう

の水
すい

準
じゆん

（誘
ゆう

導
どう

居
きよ

住
じゆう

水
すい

準
じゆん

等
とう

）満
み

たすような民
みん

間
かん

賃
ちん

貸
たい

住
じゆう

宅
たく

に対
たい

する斡
あつ

旋
せん

、家
や

賃
ちん

の軽
けい

減
げん

策
さく

と一
いつ

定
てい

以
い

上
じよう

の規
き

模
ぼ

を有
ゆう

する新
しん

築
ちく

集
しゆう

合
ごう

住
じゆう

宅
たく

に対
たい

し

て、 障
しよう

害
がい

を持
も

つ人
ひと

に配
はい

慮
りよ

された 住
じゆう

戸
こ

を義
ぎ

務
む

付
づ

ける。その際
さい

、 共
きよう

同
どう

生
せい

活
かつ

住
じゆう

居
きよ

に利
り

用
よう

しうる、建
けん

築
ちく

基
き

準
じゆん

法
ほう

上
うえ

、 消
しよう

防
ぼう

法
ほう

上
うえ

の要
よう

件
けん

の 充
じゆう

足
そく

が必
ひつ

要
よう

。（社
しや

会
かい

住
じゆう

宅
たく

として位
い

置
ち

付
づ

け、一
いつ

定
てい

割
わり

合
あい

の公
こう

的
てき

助
じよ

成
せい

を 行
おこな

う。分
ぶん

譲
じよう

住
じゆう

宅
たく

・ 住
じゆう

戸
こ

の場
ば

合
あい

は一
いつ

般
ぱん

住
じゆう

宅
たく

・ 住
じゆう

戸
こ

との差
さ

額
がく

の補
ほ

填
てん

等
とう

 

○理
り

由
ゆう

 

 我
わ

が国
くに

の 住
じゆう

宅
たく

市
し

場
じよう

の大
だい

部
ぶ

分
ぶん

を占
し

める、民
みん

間
かん

賃
ちん

貸
たい

住
じゆう

宅
たく

市
し

場
じよう

、一
いつ

般
ぱん

住
じゆう

宅
たく

市
し

場
じよう

への効
こう

果
か

的
てき

な介
かい

入
にゆう

が不
ふ

可
か

欠
けつ

だから 

 



60 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

における質
しつ

と 量
りょう

にかかる不足
ふそく

がある中
なか

では、一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

の確保
かくほ

も

必 要
ひつよう

となる。そのためには、家賃
やちん

などの軽 減
けいげん

策
さく

、借
か

り上
あ

げ型
がた

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

の整備
せいび

など

とともに、それらの住
す

まいの身近に
みぢかに

介 助
かいじょ

や 生 活
せいかつ

を支
ささ

えるサービス
さ ー び す

をはじめとする

サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

事 業
じぎょう

を配置
はいち

するとともに、適 切
てきせつ

な相 談
そうだん

支援
しえん

機関
きかん

との連 携
れんけい

を図
はか

ること

が求
もと

められる。 

○理由 

 地域
ちいき

での住
す

まいの確保
かくほ

の方 策
ほうさく

として、是非
ぜ ひ

、必 要
ひつよう

である。 

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 国
くに

の責 任
せきにん

による民 間
みんかん

アパート
あ ぱ ー と

の借
か

り上
あ

げと障 害 者
しょうがいしゃ

への提 供
ていきょう

が必 要
ひつよう

 

 住 宅 費
じゅうたくひ

については所 得
しょとく

保 障
ほしょう

すべき 

○理由
りゆう

 

 保 証 人
ほしょうにん

や緊
きん

急
きゅう

連
れん

絡
らく

先
さき

等
とう

のバリア
ば り あ

により、民 間
みんかん

住 宅
じゅうたく

が借
か

りられないから 

 住 宅
じゅうたく

については必須
ひっす

の経費
けいひ

であり、障 害 者
しょうがいしゃ

で就 労
しゅうろう

できないものについては保 障
ほしょう

さ

れるべきである 
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論 点
ろんてん

D
でぃー

-5-4) 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

の評 価
ひょうか

とさらに必 要
ひつよう

とされる機能
きのう

・役 割
やくわり

にどの

ようなことがあるか？ 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の確保
かくほ

が不 十 分
ふじゅうぶん

であり、事 業
じぎょう

が十 分
じゅうぶん

に展 開
てんかい

されていない。

福祉分門
ふくしぶんもん

だけではなく、住 宅
じゅうたく

部門
ぶもん

と連 携
れんけい

した形
かたち

の実 効 性
じっこうせい

のある居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

の

仕組
し く

みが必 要
ひつよう

 

 また、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

から単 身
たんしん

生 活
せいかつ

に移行
いこう

する場合
ばあい

も事 業
じぎょう

対 象
たいしょう

とす

るべきである。 

○理由
りゆう

 

 現 行
げんこう

制度
せいど

では居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

を受
じゅ

託
たく

する事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が尐
すく

なく、住 宅
じゅうたく

部門
ぶもん

との

連 携
れんけい

も不
ふ

十 分
じゅうぶん

。 

 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

から一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

へ転
てん

居
きょ

し単 身
たんしん

生 活
せいかつ

となる障 害 者
しょうがいしゃ

も

多
おお

く、夜間
やかん

を含
ふく

めた緊
きん

急 相 談
きゅうそうだん

等
とう

、居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

同 様
どうよう

の支援
しえん

が必 要
ひつよう

となって

いる。 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 全 国
ぜんこく

の実施率
じっしりつ

が 2割
わり

台
だい

と 低 調
ていちょう

だが、制度
せいど

の設 計
せっけい

としては 良
りょう

 

○理由 

 現 状
げんじょう

では 24時間
じかん

対 応
たいおう

の支援事
しえんじ

業 者
ぎょうしゃ

の設 定
せってい

が困 難
こんなん

。よって事 業
じぎょう

の担い手
にないて

の

基盤
きばん

整備
せいび

が 必 要
ひつよう

。また 居 住 者
きょじゅうしゃ

の 生 活
せいかつ

状 況
じょうきょう

把握
はあく

や安否
あんぴ

の 確 認
かくにん

も合わせた
あ わ せ た

支援作り
しえんづくり

として、 高 齢 者
こうれいしゃ

分野
ぶんや

における「シルバーハウジングプロジェクト
し る ば ー は う じ ん ぐ ぷ ろ じ ぇ く と

」( 公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

に福祉
ふくし

目 的
もくてき

住 宅
じゅうたく

設置
せっち

のうえ、支援
しえん

サポーター
さ ぽ ー た ー

による 巡 回
じゅんかい

支援
しえん

が実施
じっし

されて

いる)の 障 害 者
しょうがいしゃ

バージョン
ば ー じ ょ ん

を作り
つくり

、 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

との連 結
れんけつ

をはかる必 要
ひつよう

も

ある。 
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【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 全 体 的
ぜんたいてき

な相 談
そうだん

を相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

が担
にな

っているのだから既存
きそん

の居 住
きょじゅう

サポート事 業
じぎょう

の機能
きのう

と役 割
やくわり

を移
うつ

す。 

 個別
こべつ

事例
じれい

に対
たい

して継 続 的
けいぞくてき

に支援
しえん

される体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

 

○理由
りゆう

 

 ある程度
ていど

評 価
ひょうか

するが、在 宅
ざいたく

での生 活
せいかつ

、施設
しせつ

での生 活
せいかつ

を基本
きほん

としていないのでは、

グループホーム・ケアホームを作
つく

ることに向
む

かっている。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

の位置付
い ち づ

けが弱
よわ

いので、独 立
どくりつ

させるべきである。 

○理由
りゆう

 

 現 在
げんざい

は相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の付帯
ふたい

事 業 的
じぎょうてき

な位置付
い ち づ

けとなっているが、地域
ちいき

移行
いこう

に於
お

いて

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

を考
かんが

える場合
ばあい

、公 的
こうてき

な保
ほ

証 人
しょうにん

機構
きこう

と連 動
れんどう

し、必 要
ひつよう

な事 業
じぎょう

である。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の付帯
ふたい

事 業 的
じぎょうてき

な位置
い ち

づけとなっており、機能
きのう

や役 割
やくわり

が不 明 瞭
ふめいりょう

であ

るとともに、相 談
そうだん

事 業
じぎょう

本 体
ほんたい

を圧 迫
あっぱく

している面
めん

もある。また、本 事 業
ほんじぎょう

における支援
しえん

が、住 居
じゅうきょ

の確保
かくほ

や緊
みしと

急 時
きゅうじ

対 応
たいおう

など限 定 的
げんていてき

な場面
ばめん

に限
かぎ

られているが、地域
ちいき

での安 心
あんしん

できる暮
く

らしを継 続 的
けいぞくてき

にサポートするような、訪 問 型
ほうもんがた

の生 活
せいかつ

サポート事 業
じぎょう

として

機能
きのう

強 化
きょうか

し、独 立
どくりつ

して運 営
うんえい

可能
かのう

な事 業
じぎょう

とすることを望
のぞ

みたい。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

○結論
けつろん

 

 全市
ぜんし

町村
ちょうそん

で使
つか

える必須
ひっす

事業
じぎょう

でないと意味
い み

が無
な

い。過疎地
か そ ち

でも利用者
りようしゃ

の近所
きんじょ

のヘルパー

事業所
じぎょうしょ

などがトラブル発生
はっせい

時
じ

の駆
か

けつけなどを実施
じっし

できるよう都道府県
とどうふけん

指定
してい

で事業所
じぎょうしょ

を

決
き

めて個別
こべつ

給付
きゅうふ

で行
おこ

ない、事業所
じぎょうしょ

は利用者
りようしゃ

が選択
せんたく

できるようにして全国
ぜんこく

すべての市町村
しちょうそん

で一斉
いっせい

に実施
じっし

すべき。 
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○理由
りゆう

 

 特定
とくてい

の団体
だんたい

にしか委託
いたく

しない現状
げんじょう

の方法
ほうほう

では、障害
しょうがい

福祉
ふくし

に熱心
ねっしん

な一部
いちぶ

の市町村
しちょうそん

でし

か行
おこな

われない上
うえ

、委託費
いた く ひ

が一定
いってい

のため、仕事
しごと

が増
ふ

えるほど赤字
あかじ

になるため、積極的
せっきょくてき

な事業
じぎょう

実施
じっし

も期待
きたい

できない。指定
してい

事業
じぎょう

として個別
こべつ

給付
きゅうふ

で行
おこな

うべきである。 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・内 容 的
ないようてき

には、よい事 業
じぎょう

と思
おも

うが、市 町 村
しちょうそん

での実施
じっし

の割 合
わりあい

がきわめて低
ひく

く、現 実
げんじつ

には、存 在
そんざい

の薄
うす

い施策
しさく

。 

・居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

を支
ささ

える相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

の専 任
せんにん

スタッフ
す た っ ふ

の拡 充
かくじゅう

を行
おこな

う。 

○理由
りゆう

 

・居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

の拡 充
かくじゅう

によって、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

以外
いがい

の第
だい

3の地域
ちいき

生 活
せいかつ

の道
みち

が広
ひろ

がっていくと思
おも

う。そのためにも、重 要
じゅうよう

な施策
しさく

である。 

・この施策
しさく

と、住 宅
じゅうたく

確保
かくほ

施策
しさく

を連 動
れんどう

して実施
じっし

していく必 要
ひつよう

がある。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 一 定
いってい

の成果
せいか

はあり、今後
こんご

も必 要
ひつよう

です。 

○理由
りゆう

 

 その内 容
ないよう

は、事業費
じぎょうひ

によって人 材
じんざい

が確保
かくほ

され、具体的
ぐたいてき

に探
さが

すこと、不動産
ふどうさん

業 者
ぎょうしゃ

に

当
あ

たることなどの業 務
ぎょうむ

ができたことによります。あるいは官 民
かんみん

共 同
きょうどう

で地域
ちいき

連 携
れんけい

の場
ば

を作
つく

り情 報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

や活 動
かつどう

が広
ひろ

がったことにより成果
せいか

が認
みと

められたと思
おも

います。必 要
ひつよう

なのは住 宅
じゅうたく

探
さが

しを行
おこな

う人 材
じんざい

確保
かくほ

ですので、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーなどに委託
いたく

するに

しても、委託費
いたくひ

は一 律
いちりつ

ではなく、必 要
ひつよう

状 態
じょうたい

、人 口
じんこう

、障 害 者 数
しょうがいしゃすう

などによってランク
ら ん く

を

考
かんが

えるべきです。  

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 段 階
げんだんかい

では機能
きのう

しているとはいえない。 

 24時間
じかん

支援
しえん

による緊 急
きんきゅう

時
じ

対 応
たいおう

が不 十 分
ふじゅうぶん

であり、機能
きのう

に見合
み あ

った運営費
うんえいひ

補助
ほじょ

が行
おこな

わ
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れる必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

が機能
きのう

するには、あんしん賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

の登 録
とうろく

が不可欠
ふかけつ

であるが、

その部分
ぶぶん

が未整備
みせいび

のままである。 

 緊 急
きんきゅう

時
じ

に対 応
たいおう

可能
かのう

な安 心
あんしん

できる地域
ちいき

生 活
せいかつ

拠 点
きょてん

機能
きのう

を 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

そのものに付加
ふ か

する必 要
ひつよう

がある。 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 居 住
きょじゅう

サポート事 業
じぎょう

がどれ程
ほど

の成果
せいか

を上
あ

げているというのか。評 価
ひょうか

等
とう

という前
まえ

に、

まず実 態
じったい

を明
あき

らかにしてもらいたい。事 業
じぎょう

の存 在
そんざい

を規定
きてい

しているだけで、それにふさ

わしい内 容
ないよう

が全
まった

く形 作
かたちづく

られていない自治体
じちたい

がほとんどではないのか。必 要
ひつよう

とされる

役 割
やくわり

はどれだけでもあるが、それを担
にな

うような仕組
し く

みが全
まった

くないと言
い

ってよい。 

 

【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 この事 業
じぎょう

を活
かつ

ようできている市 町 村
しちょうそん

はすくない。その理
り

ゆう分
ぶん

せきをちゃんと行
おこな

うべきだ。 

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

は、障 害 者
しょうがいしゃ

が「地域
ちいき

で生 活
せいかつ

する権利
けんり

」を実質化
じっしつか

するための事 業
じぎょう

として重 要
じゅうよう

な役 割
やくわり

を果
は

たすものである。この事 業
じぎょう

については、加
くわ

えて、障 害 者
しょうがいしゃ

の

日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

の支援
しえん

、及
およ

び障 害 者
しょうがいしゃ

の有
ゆう

するニーズ
に ー ず

の随時
ずいじ

の聞
き

き取
と

りの他
ほか

、障 害 者
しょうがいしゃ

が

生 活
せいかつ

する地域
ちいき

住 民
じゅうみん

と障 害 者
しょうがいしゃ

との交 流
こうりゅう

をはかる役 割
やくわり

を担
にな

うことが望
のぞ

ましい。 

○理由
りゆう

 

 「地域
ちいき

で生 活
せいかつ

する権利
けんり

」は、障 害 者
しょうがいしゃ

と地域
ちいき

とのつながりがなければ実 質 的
じっしつてき

に確保
かくほ

さ

れることはない性 質
せいしつ

の権利
けんり

である。従
したが

って、居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

の要素
ようそ

として、住 居
じゅうきょ

の確保
かくほ

や、障 害 者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

の支援
しえん

の他
ほか

、地域
ちいき

住 民
じゅうみん

との交 流
こうりゅう

の機会
きかい

の確保
かくほ

を役 割
やくわり

として担
にな

うべきである。 
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【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

は必 要
ひつよう

な機能
きのう

であるが制度
せいど

が未 熟
みじゅく

で一人
ひとり

仕事
しごと

になる地域
ちいき

が多
おお

く、業 務
ぎょうむ

として成 熟
せいじゅく

していない。グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

のバックアップ
ば っ く あ っ ぷ

機能
きのう

等
とう

とのリンク
り ん く

す

る仕組
し く

みを検 討
けんとう

すべきである。 

○理由
りゆう

 

 必 要
ひつよう

な状 況
じょうきょう

に届
とど

いていない地域
ちいき

が多
おお

いため。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

に２４時間
じかん

の見守
みまも

りを課
か

していることは不合理
ふごうり

であり、これは介 助
かいじょ

サービス
さ ー び す

で保 障
ほしょう

されるべきサービス
さ ー び す

である。 

○理由
りゆう

 

 公 的
こうてき

保 証 人
ほしょうにん

を獲 得
かくとく

するために多額
たがく

の自己
じ こ

負担
ふたん

を必 要
ひつよう

とすることは非現実的
ひげんじつてき

であ

り、また 住 宅
じゅうたく

改 造
かいぞう

をする費用
ひよう

補填
ほてん

は低 額
ていがく

なため、入
い

り口
くち

の手
て

すり程度
ていど

の配備
はいび

しかで

きないほどでは使
つか

える 住 宅
じゅうたく

はほとんどない。 

 生 活
せいかつ

の見守
みまも

り支援
しえん

は介 助
かいじょ

サービス
さ ー び す

が 行
おこな

うことであって、 居 住
きょじゅう

サービス
さ ー び す

にもとめ

るものではない。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

であることから、事 業
じぎょう

を行 っ て
おこな   

いない自治体
じちたい

もあり、現 状
げんじょう

で

は緊 急 時
きんきゅうじ

の 住 宅
じゅうたく

の確保
かくほ

など一時的
いちじてき

な機能
きのう

に限られて
かぎ    

いることから、ほとんど機能
きのう

し

ていないと 考
かんが

えている。居 住
きょじゅう

サポートのみならず、障 害
しょうがい

者
しゃ

の生 活
せいかつ

全 般
ぜんぱん

を支える
ささ  

事 業
じぎょう

として強 化
きょうか

するべきである。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 入 居
にゅうきょ

のための支援
しえん

と、入 居 後
にゅうきょご

の生 活
せいかつ

支援
しえん

が必 要
ひつよう

である。また、２４時間
じかん

のサポー
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ト体 制
たいせい

が 必 要
ひつよう

な障 害 者
しょうがいしゃ

のサポート 体 制
たいせい

維持
い じ

は民 間 事
みんかんこと

業 者
ぎょうしゃ

にとっては 大
おお

きな

負担
ふたん

である。居 住
きょじゅう

サポート事 業
じぎょう

が担 当
たんとう

する人 口
じんこう

規模
き ぼ

の検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 広 大
こうだい

な地域
ちいき

と都市部
と し ぶ

での生 活
せいかつ

支援
しえん

体 制
たいせい

はコストのかかり方
かた

が違
ちが

う。 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 状
げんじょう

から言
い

えば、もっと効果
こうか

を発揮
はっき

して欲
ほ

しい事 業
じぎょう

である。前 述
ぜんじゅつ

したように、住 宅
じゅうたく

サポート
さ ぽ ー と

は地域
ちいき

での連 携
れんけい

が基礎
き そ

になるので、一 層
いっそう

緊 密
きんみつ

なネットワーク
ね っ と わ ー く

を作
つく

っていくこ

とが重 要
じゅうよう

である。 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

を定 着
ていちゃく

させていく根 幹
こんかん

に係
かか

わることなので、自治体
じちたい

に向
む

けても積 極 的
せっきょくてき

な

要 請
ようせい

が生
う

まれる。 

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 地域
ちいき

で暮
く

らすためには省 庁
しょうちょう

横 断
おうだん

・国
くに

地方
ちほう

自治体
じちたい

連 携
れんけい

が必 要
ひつよう

であり、これらを

総 合 的
そうごうてき

に担 当
たんとう

する機関
きかん

の一元化
いちげんか

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 下記
か き

にも関 連
かんれん

するが、建 築
けんちく

基 準 法
きじゅんほう

・消 防 法
しょうぼうほう

・都市計
としけい

画 法
かくほう

における市街化
しがいか

調 整
ちょうせい

区域
くいき

等
とう

の制 約
せいやく

やこれらの法
ほう

においては福祉
ふくし

施設
しせつ

と定
さだ

められての規制
きせい

があり、障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

では共 同
きょうどう

住 宅
じゅうたく

として定
さだ

められている現 状
げんじょう

の改 善
かいぜん

が急 務
きゅうむ

である。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 相 談
そうだん

支援
しえん

の 範 疇
はんちゅう

でなく、義務的
ぎむてき

施策
しさく

として明記
めいき

し、義務的
ぎむてき

経費
けいひ

負担
ふたん

とするべき。 

○理由
りゆう

 

 人 間
にんげん

の持つ
も

基本的
きほんてき

人権
じんけん

として 憲 法
けんぽう

第２２条
だい２２じょう

１項
１こう

が 保 障
ほしょう

する 居 住
きょじゅう

の自由
じゆう

の

保 障
ほしょう

として 重 要
じゅうよう

な権利
けんり

と権利
けんり

実 現
じつげん

のための施策
しさく

だから。 
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【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

は，入 居
にゅうきょ

のための支援
しえん

と合わせて
あ わ せ て

入 居 後
にゅうきょご

の生 活
せいかつ

支援
しえん

が必 要
ひつよう

であ

る．また 2 4
２４

時間
じかん

のサポート
さ ぽ ー と

体 制
たいせい

は 重 要
じゅうよう

だが，その維持
い じ

は民間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

にとって

大きな
おおきな

負担
ふたん

となる．居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

が担 当
たんとう

する人 口
じんこう

規模
き ぼ

も検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

である． 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現時点
げんじてん

では、 十 分
じゅうぶん

に機能
きのう

していると言える
い   

状 況
じょうきょう

にないと思われる
おも     

。特
とく

に、24

時間
じかん

の 緊 急
きんきゅう

時
じ

対
たい

応
おう

が適 確
てきかく

に行 わ れ る
おこな      

よう施策
せさく

の工夫
くふう

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 あんしん賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

の登 録 数
とうろくすう

が尐 な く
すく    

、適 切
てきせつ

な 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

が可能
かのう

な住まい
す   

が不足
ふそく

しているため。また、2 4
２４

時間
じかん

の対 応
たいおう

を可能
かのう

とするような事 業
じぎょう

内 容
ないよう

となっていな

いため。 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

 居
きよ

住
じゆう

サポート事
じ

業
ぎよう

は一
いつ

定
てい

の役
やく

割
わり

は果
は

たしているが、単
たん

独
どく

での人
じん

員
いん

配
はい

置
ち

が出
で

来
き

る体
たい

制
せい

になっていない事
こと

とグループホーム等
とう

の 紹
しよう

介
かい

ができないなどの課
か

題
だい

がある。 

 24時
じ

間
かん

支
し

援
えん

や居
きよ

住
じゆう

支
し

援
えん

のための関
かん

係
けい

機
き

関
かん

によるサポート体
たい

制
せい

の 調
ちよう

整
せい

が 充
じゆう

実
じつ

すれば、グループホーム以
い

外
がい

の暮
く

らしが可
か

能
のう

になる者
もの

も多
おお

い。グループホームから地
ち

域
いき

での多
た

様
よう

な暮
く

らしへの移
い

行
こう

をサポートすべき。 

○理
り

由
ゆう

 

 市
し

町
ちよう

村
そん

事
じ

業
ぎよう

で専
せん

任
にん

の 職
しよく

員
いん

を確
かく

保
ほ

できない 状
じよう

態
たい

は改
かい

善
ぜん

すべき。一
いつ

般
ぱん

住
じゆう

宅
たく

への 入
にゆう

居
きよ

を希
き

望
ぼう

する者
もの

、単
たん

身
しん

者
しや

などの対
たい

象
しよう

制
せい

限
げん

を見
み

直
なお

し、必
ひつ

要
よう

であれば

グループホーム等
とう

の 紹
しよう

介
かい

もできるように対
たい

象
しよう

者
しや

要
よう

件
けん

を緩
かん

和
わ

する必
ひつ

要
よう

がある。

また保
ほ

証
しよう

人
にん

の確
かく

保
ほ

も 難
むずか

しいので対
たい

策
さく

は課
か

題
だい

。 

 グループホーム 入
にゆう

居
きよ

者
しや

が退
たい

居
きよ

後
ご

の独
どく

立
りつ

生
せい

活
かつ

を希
き

望
ぼう

した場
ば

合
あい

、利
り

益
えき

相
そう

反
はん

関
かん

係
けい

の事
じ

業
ぎよう

所
しよ

は積
せつ

極
きよく

的
てき

に支
し

援
えん

しないのが現
げん

実
じつ

。相
そう

談
だん

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎよう

所
しよ

に利
り

益
えき

相
そう

反
はん

はないが、仕
し

事
ごと

が増
ふ

えるので、積
せつ

極
きよく

的
てき

ではない。本
ほん

人
にん

の側
がわ

に立
た

って支
し

援
えん

するサー
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ビスが必
ひつ

要
よう

。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

には一 定
いってい

の評 価
ひょうか

があるが、それらの事 業
じぎょう

の完 全
かんぜん

実施
じっし

が 行
おこな

われなかった地域
ちいき

も多
おお

いという 現 状
げんじょう

がある。アパート
あ ぱ ー と

などを借
か

りる時
じ

の支援
しえん

や、何
なに

か

トラブル
と ら ぶ る

な ど が あ っ た 場合
ばあい

の 支援
しえん

に 加
くわ

え て 、 ゴミ出し
ご み だ

や 買
か

い 物
ぶつ

サービス
さ ー び す

、

ガイドヘルプサービス
が い ど へ る ぷ さ ー び す

などを含
ふく

めた総 合 的
そうごうてき

なサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

が、身近
みぢか

な事 業 所
じぎょうしょ

から

提 供
ていきょう

される必 要
ひつよう

がある。また、 隣
となり

近 所
きんじょ

をはじめ、地域
ちいき

の人 々
ひとびと

の 障 害
しょうがい

理解
りかい

や互
たが

いの 交 流
こうりゅう

を促 進
そくしん

するための支援
しえん

も必 要
ひつよう

である。 

○理由 

 総 合 的
そうごうてき

なサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

が、身近
みぢか

な事 業 所
じぎょうしょ

から 提 供
ていきょう

される必 要
ひつよう

がある。そのた

めにも、隣
となり

近 所
きんじょ

をはじめ、地域
ちいき

の人 々
ひとびと

の 障 害
しょうがい

理解
りかい

や互
たが

いの 交 流
こうりゅう

を促 進
そくしん

が必 要
ひつよう

である。 

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

は必須化
ひっすか

されるべきとは考
かんが

えるが、すでに述
の

べた 24時間
じかん

待機
たいき

介 助
かいじょ

と住 宅
じゅうたく

保 障
ほしょう

の中
なか

で位置
い ち

づけられるべきであり、何
なに

より必 要
ひつよう

なのは 24時間
じかん

365日
にち

の待機
たいき

介 助
かいじょ

であり、居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

は予算
よさん

も貧
まず

しく対 象 者
たいしょうしゃ

期間
きかん

も限
かぎ

られている

ことが問 題
もんだい

 

○理由
りゆう

 

 他
ほか

のものと平 等
びょうどう

に町
まち

で暮
く

らす権利
けんり

保 障
ほしょう

が重 要
じゅうよう

だから 
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論 点
ろんてん

D
でぃー

-5-5) グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

とケアホーム
け あ ほ ー む

について、 現 状
げんじょう

の問 題 点
もんだいてん

は何
なに

か？また

今後
こんご

のあり方
かた

をどう 考
かんが

えるか？ 

 

【朝比奈
あさひな

委員
いいん

】 

○結論 

 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

とケアホーム
け あ ほ ー む

という２類 型
るいけい

は一本化
いっぽんか

が望ましい
のぞましい

。地域
ちいき

生 活
せいかつ

において

服 薬
ふくやく

を含めた
ふくめた

健 康
けんこう

管理
かんり

の支援
しえん

、金 銭
きんせん

管理
かんり

の支援
しえん

、夜間
やかん

・ 早 朝
そうちょう

時間帯
じかんたい

の支援
しえん

は必 要
ひつよう

不可欠
ふかけつ

であり、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、ケアホーム
け あ ほ ー む

においてこの部分
ぶぶん

をどこまで担う
になう

のか明 確
めいかく

に

すべき。 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

【問 題 点
もんだいてん

】 

・整備
せいび

補助枠
ほじょわく

が尐
すく

なく、整備
せいび

に対
たい

する支援
しえん

が十 分
じゅうぶん

ではない。運 営
うんえい

に対
たい

しても報 酬
ほうしゅう

が

低
ひく

く、施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

の場合
ばあい

と比
くら

べて補足
ほそく

給 付
きゅうふ

が支 給
しきゅう

されていない。。 

・利用者
りようしゃ

の高齢化
こうれいか

や医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

に対
たい

するニーズ
に ー ず

への対 応
たいおう

が課題
かだい

である。 

・事
じ

業 者
ぎょうしゃ

とのトラブル
と ら ぶ る

等
とう

で退
たい

所
しょ

を余儀
よ ぎ

なくされてしまった場合
ばあい

は、即時
そくじ

に、生 活
せいかつ

拠 点
きょてん

である住 居
じゅうきょ

を失
うしな

うことになってしまう。 

・日 中
にっちゅう

支援
しえん

体 制
たいせい

がないため、日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

の場
ば

がないと利用
りよう

が困 難
こんなん

である。 

【今後
こんご

のあり方
かた

】 

・大 幅
おおはば

な量 的
りょうてき

拡 大
かくだい

が不可欠
ふかけつ

 

・地域
ちいき

生 活
せいかつ

継 続
けいぞく

のためには、高齢化
こうれいか

への対 応
たいおう

や医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の提 供
ていきょう

等
とう

を検 討
けんとう

する

必 要
ひつよう

がある 

・障 害 者
しょうがいしゃ

個人
こじん

が住 居
じゅうきょ

を借
か

り、近 隣
きんりん

にサポート
さ ぽ ー と

できる場所
ばしょ

を配置
はいち

するなど、新
あら

たな地域
ちいき

居 住
きょじゅう

の場
ば

の展 開
てんかい

を検 討
けんとう

すべきである。 

○理由
りゆう

 

・利用者
りようしゃ

のニーズ
に ー ず

や生 活
せいかつ

実 態
じったい

に応
おう

じた支援
しえん

が必 要
ひつよう

である。 

・住
す

まいの場
ば

として安 心
あんしん

して利用
りよう

できる制度
せいど

を整備
せいび

する必 要
ひつよう

がある。 

・居 住
きょじゅう

の場
ば

とあわせて日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

の場
ば

を整備
せいび

する必 要
ひつよう

がある。 

・ＧＨ・ＣＨは障 害 者
しょうがいしゃ

の住
す

まいとして有 効
ゆうこう

なものである。 
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【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

○結論 

 障 害
しょうがい

程度
ていど

によって GH/CH と分ける
わ け る

必 要
ひつよう

があるのか。 一 般 的
いっぱんてき

な 呼 称
こしょう

として

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

だけで良い
よ い

（浸 透
しんとう

している）。ホーム
ほ ー む

の絶
ぜつ

多数
たすう

の不足
ふそく

を認め
みとめ

、増 設
ぞうせつ

の

戦 略
せんりゃく

だては必 要
ひつよう

だが、同時
どうじ

に、精 神
せいしん

分野
ぶんや

では必 ず
かならず

しも 住 宅
じゅうたく

確保
かくほ

の決め手
き め て

ではな

い（ 共 同
きょうどう

生 活
せいかつ

への不満
ふまん

／不人気
ふにんき

等
など

）現 実
げんじつ

も踏まえ
ふ ま え

、新しい
あたらしい

住まい方
すまいがた

の開 発
かいはつ

も推 進
すいしん

すべきである。現 行
げんこう

制度
せいど

では第 一
だいいち

に単価
たんか

が低すぎる
ひくすぎる

。夜間
やかん

支援
しえん

に関して
かんして

は給 与
きゅうよ

が出せず
だ せ ず

、

GH/CH は 有 償
ゆうしょう

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

体 制
たいせい

で実施
じっし

しているところもある。また利用者
りようしゃ

の 入 院
にゅういん

時
じ

の 減 収
げんしゅう

補てん
ほ て ん

が必 要
ひつよう

。入
いり

退 去
たいきょ

の動き
うごき

がある場合
ばあい

に空き
あ き

部屋
べ や

保 障
ほしょう

が必 要
ひつよう

。GH/CHの

防火
ぼうか

対 策
たいさく

強 化
きょうか

に関して
かんして

、福祉
ふくし

施設
しせつ

としての用途
ようと

変 更
へんこう

に伴 う
ともなう

設置
せっち

困 難
こんなん

な 状 況
じょうきょう

や

運 営
うんえい

の不安定感
ふあんていかん

も生じて
しょうじて

おり、本 問 題
ほんもんだい

への 省 庁
しょうちょう

を超えた
こ え た

協 同
きょうどう

の取り組み
と り く み

が

必 要
ひつよう

であるとともに、人
ひと

の配置
はいち

強 化
きょうか

が一 番
いちばん

の防火
ぼうか

対 策
たいさく

であることを認 識
にんしき

すべし。 

○理由 

 GH/CH は地域
ちいき

移行
いこう

の 急 先 鋒
きゅうせんぽう

であり、また親
おや

からの自立
じりつ

を遂げて
と げ て

いく場合
ばあい

のステップ
す て っ ぷ

にも成り得て
な り え て

いるが、共 同
きょうどう

生 活
せいかつ

の不自然
ふしぜん

な人 間
にんげん

関 係
かんけい

距離間
きょりかん

やストレス
す と れ す

もあり、場
ば

と

しての適 性
てきせい

を危ぶむ
あやぶむ

見方
みかた

もある。 現 状
げんじょう

の運 営 面
うんえいめん

では、現場
げんば

体 制
たいせい

が整備
せいび

できない。

入 院
にゅういん

すると 報 酬
ほうしゅう

が減り
へ り

運 営
うんえい

が苦しく
くるしく

なってしまう 現 状
げんじょう

があり、これでは、本 当
ほんとう

に支援
しえん

を必 要
ひつよう

としている精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の利用
りよう

が進まない
すすまない

。また 力
ちから

のある利用者
りようしゃ

が

自立
じりつ

し GH/CHを 卒 業
そつぎょう

すると、リフォーム
り ふ ぉ ー む

や次
つぎ

の利用者
りようしゃ

が入る
はいる

までの間
かん

、家賃
やちん

も 報 酬
ほうしゅう

もなくなる。これでは、自立
じりつ

できる利用者
りようしゃ

を退 所
たいしょ

させず、いつまでも GH/CHにいていた

だいたほうが経 営 的
けいえいてき

に安 定
あんてい

する仕組み
し く み

になっており、自立
じりつ

促 進
そくしん

や地域
ちいき

展 開
てんかい

をはかる

上
うえ

で難
なん

がある。また防火
ぼうか

対 策
たいさく

強 化
きょうか

に関する
かんする

基 準
きじゅん

として「GH/CHという用途
ようと

」があって

も良い
よ い

ではないか。 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

現 状
げんじょう

の問 題 点
もんだいてん

は 

 重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

が利用
りよう

できない。特
とく

に医 療 的
いりょうてき

ケアを必 要
ひつよう

とする障 害 者
しょうがいしゃ

には、ホー

ムヘルパーが利用
りよう

できないため可能性
かのうせい

ゼロに等
ひと

しい。個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

に沿
そ

って、重 層 的
じゅうそうてき
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な介護
かいご

の介 入
かいにゅう

が必 要
ひつよう

と考
かんが

える。 

 また、ホームヘルパーが利用
りよう

できない。 

今後
こんご

のあり方
かた

 

 ホームヘルパーの利用
りよう

と適 正
てきせい

な報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

の設 定
せってい

のうえ、ケアホームに在 宅
ざいたく

介護
かいご

ヘ

ルパーが同時
どうじ

に導 入
どうにゅう

されるなど。 

 個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

に立 脚
りっきゃく

した各 種
かくしゅ

サービスの組
く

み合
あ

わせを可能
かのう

とする制度
せいど

設 定
せってい

が

必 要
ひつよう

。 

○理由
りゆう

 

 個
こ

別
べつ

なサービスは、事 業 所
じぎょうしょ

の裁 量
さいりょう

に任
まか

されているため世話人
せわにん

だけでは、十 分
じゅうぶん

にで

きていない。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 権利
けんり

条 約
じょうやく

において「どこで誰
だれ

と暮
く

らすか」を決
き

める権利
けんり

が保 障
ほしょう

されているが、まず

は 本 人
ほんにん

主 体
しゅたい

であり、そこにグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

対 象 者
たいしょうしゃ

とケアホーム
け あ ほ ー む

対 象 者
たいしょうしゃ

という

制 度 上
せいどじょう

のしばりが入
はい

ると運 営 上
うんえいじょう

の理由
りゆう

が優 先
ゆうせん

され、一 番
いちばん

大 切
たいせつ

にされなければなら

ない 本 人
ほんにん

の 選 択
せんたく

を 保 障
ほしょう

することが 困 難
こんなん

になる。 統 合
とうごう

すべきである。また、

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、ケアホーム
け あ ほ ー む

が 建 築 基 準 法
けんちくきじゅんほう

では 寄 宿 舎
きしゅくしゃ

の 扱
あつか

いになったことから

一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

とかけ 離
はな

れたものになり、 建 設
けんせつ

が難
むずか

しくなっている。 一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

や

アパート
あ ぱ ー と

を借
か

り上
あ

げてグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、ケアホーム
け あ ほ ー む

として使
つか

えなくしてしまっている。 

○理由
りゆう

 

 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

とケアホーム
け あ ほ ー む

に仕分
し わ

けする意味
い み

がわからない。ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

の

考
かんが

え方
かた

からしても当 然
とうぜん

、統 合
とうごう

すべきである。グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、ケアホーム
け あ ほ ー む

を共 同
きょうどう

生 活
せいかつ

と考
かんが

えるのではなく「個人
こじん

の住
す

まい」の集
あつ

まりと考
かんが

えるべきである。さらに就 労
しゅうろう

と居 住
きょじゅう

はセット
せ っ と

なので、就 労
しゅうろう

支援
しえん

との連 動
れんどう

をさらに図
はか

っていく必 要 性
ひつようせい

があると考
かんが

える。住
す

まいは単
たん

に住 居
じゅうきょ

を提
てい

供
きょう

するというだけではなく、暮
く

らしを支
ささ

えるものである。特
とく

に

一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

をしている場合
ばあい

、仕事
しごと

は企 業
きぎょう

が支
ささ

え、暮
く

らしは福祉
ふくし

が支
ささ

えるという双 方
そうほう

か

らの支援
しえん

がなければ安 定
あんてい

した生 活
せいかつ

は成
な

り立
た

たないと思
おも

われる。 
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【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 現 在
げんざい

、全 国 的
ぜんこくてき

に様 々
さまざま

な法
ほう

人 格
じんかく

のもとでグループホーム等
とう

が増
ふ

えていくなか、そ

の運 営
うんえい

や支援
しえん

の仕方
しかた

によって、地域
ちいき

生 活
せいかつ

の意義
い ぎ

が失
うしな

われている事例
じれい

もみられる。それ

は、利用者
りようしゃ

の生 活
せいかつ

を特 定
とくてい

の世話人
せわにん

や支援員
しえんいん

との関 係 性
かんけいせい

に依
よ

存
そん

した場合
ばあい

、それらの

人 材
じんざい

の質
しつ

に大
おお

きく影 響
えいきょう

されるからである。バックアップ体 制
たいせい

やネットワークのなか

でグループホーム等
とう

が位置付
い ち づ

けられる仕組
し く

みが大 切
たいせつ

であると考
かんが

える。 

 なお、グループホームとケアホームは今後
こんご

一元化
いちげんか

し、グループホームとすることが望
のぞ

ま

しい。また、今後
こんご

、高 齢
こうれい

、重 度
じゅうど

・重 複
じゅうふく

障 害
しょうがい

、行 動
こうどう

障 害
しょうがい

など様 々
さまざま

なニーズのある人
ひと

たちの利用
りよう

が多
おお

くなることが想 定
そうてい

され、それらに対 応
たいおう

できる支援
しえん

体 制
たいせい

を確保
かくほ

する

必 要
ひつよう

がある。 

 一 方
いっぽう

、定 員
ていいん

の在
あ

り方
かた

については、大規模化
だいきぼか

を抑 制
よくせい

する一 方
いっぽう

、地域
ちいき

の事 情
じじょう

も勘 案
かんあん

した検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

と考
かんが

える。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

○結論
けつろん

 

・ケアホームとグループホームの機能
きのう

はあまり変
か

わらない。サービス量
りょう

の差別化
さべつか

をするた

めのものでしかないように思
おも

う 

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 「特 定
とくてい

の生 活
せいかつ

様 式
ようしき

を義務
ぎ む

づけられない」ためにも、地域
ちいき

移行
いこう

においてグループホー

ム・ケアホームを唯 一
ゆいいつ

の選択肢
せんたくし

としてはならない。知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

においても重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

等
とう

を活 用
かつよう

し、「パーソナルアシスタントの支援
しえん

を受
う

けて自分
じぶん

の家
いえ

で暮
く

らす」という

支援付
しえんづ

き自立
じりつ

生 活
せいかつ

（サポーテッドリビング）が一般化
いっぱんか

されるべきである。 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

・地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

の社 会
しゃかい

資源
しげん

の要
よう

として、重 視
じゅうし

されている割
わり

には、補助
ほじょ

額
がく

が尐
すく

なく、

人 材
じんざい

確保
かくほ

や事 業
じぎょう

運 営
うんえい

に困 難
こんなん

があること。 
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・グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、ケアホーム
け あ ほ ー む

、それと、居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

を利用
りよう

した地域
ちいき

生 活
せいかつ

の３つの

社 会
しゃかい

資源
しげん

を、当事者
とうじしゃ

の希望
きぼう

にそって整備
せいび

していくこと。 

 

【小田島
おだじま

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

の程度
ていど

にかかわらず、必 要
ひつよう

な人
ひと

はケアホーム
け あ ほ ー む

でホームヘルパー
ほ ー む へ る ぱ ー

を使える
つかえる

ように

して、ホームヘルパー
ほ ー む へ る ぱ ー

を使って
つかって

もケアホーム
け あ ほ ー む

の単価
たんか

は下げない
さ げ な い

。 

○理由
りゆう

 

 現 在
げんざい

区分
くぶん

4
４

以 上
いじょう

の人
ひと

しかケアホーム
け あ ほ ー む

でホームヘルパー
ほ ー む へ る ぱ ー

が利用
りよう

できない。必 要
ひつよう

な時間
じかん

で個別
こべつ

の支援
しえん

が使えない
つかえない

と、ケアホーム
け あ ほ ー む

は小さな
ちいさな

施設
しせつ

になってしまう。利用者
りようしゃ

が

ホームヘルパー
ほ ー む へ る ぱ ー

を使って
つかって

もケアホーム
け あ ほ ー む

の 職 員
しょくいん

は減らせない
へ ら せ な い

ので。 

 

【小野
お の

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

に一本化
いっぽんか

し小規模化
しょうきぼか

する。 

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

によって、本 来
ほんらい

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の考
かんが

え方
かた

と制度
せいど

のあり方
かた

が崩
くず

れてしま

ったため。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

という 住 宅
じゅうたく

提 供
ていきょう

をベース
べ ー す

として、そこに住
す

む 障 害 者
しょうがいしゃ

の支援
しえん

サービス
さ ー び す

内 容
ないよう

を外
そと

から 提 供
ていきょう

するのか、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

事 業 所
じぎょうしょ

がホームヘルプ
ほ ー む へ る ぷ

などが

必 要
ひつよう

であれば、その資格
しかく

を持
も

った人
ひと

を雇用
こよう

しサービス
さ ー び す

を 提 供
ていきょう

するかの選 択
せんたく

ができる

ことでよろしいかと思
おも

います。その意味
い み

ではケアホーム
け あ ほ ー む

と分
わ

ける必 要
ひつよう

はないと思
おも

います。 

○理由
りゆう

 

 住 宅
じゅうたく

提 供
ていきょう

を土台
どだい

とすれば、家事
か じ

、身 体
しんたい

介護
かいご

などの必 要
ひつよう

状 態
じょうたい

に合
あ

わせてサービス
さ ー び す

を使
つか

える体 制
たいせい

だけ確保
かくほ

されれば、生 活
せいかつ

は継 続
けいぞく

できると考
かんが

えます。 
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【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 経 営 上
けいえいじょう

の 保 障
ほしょう

が不可欠
ふかけつ

である。さらに、自宅
じたく

で住
す

めない 高 齢 者
こうれいしゃ

、障 害 者
しょうがいしゃ

、

要介護者
ようかいごしゃ

全 体
ぜんたい

の施策
しさく

が必 要
ひつよう

。 

○理由
りゆう

 

 単 独
たんどく

では経 営
けいえい

が成
な

り立
た

たない。日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

を行
おこな

って何
なに

とかやってゆけるようでは

GH.CH はこの先
さき

伸
の

びてゆかないと考
かんが

えられる。また、政 策
せいさく

により名 称
めいしょう

や内 容
ないよう

がぶれ、

非 常
ひじょう

にわかりにくいものになっている。規制
きせい

が多
おお

くなるほど展 開
てんかい

しにくい。 

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】 

○結論 

 狭い
せまい

空 間
くうかん

、固定化
こていか

した 人 間
ひとあいだ

関 係
かんけい

の中
なか

で、本 来
ほんらい

の地域
ちいき

での自分
じぶん

らしい生 活
せいかつ

とは

かけ離れて
か けはな れて

おり、暮らし
ぐ ら し

の貧困化
ひんこんか

を招いて
まねいて

いる部分
ぶぶん

もあると思う
おもう

。個々
こ こ

の人
ひと

の生 活
せいかつ

の質
しつ

の改 善
かいぜん

に対する
たいする

支援
しえん

が必 要
ひつよう

。 

○理由 

 現 状
げんじょう

の 職 員
しょくいん

体 制
たいせい

は、短 期 間
みじかきかん

の非 常 勤
ひじょうきん

によって支えられて
さ さえら れて

おり、多様
たよう

な個別
こべつ

ニーズ
に ー ず

に対 応
たいおう

できていない。 職 員
しょくいん

体 制
たいせい

の整備
せいび

が必 要
ひつよう

。 

 

【北 浦
きたうら

委員
いいん

】 

○結論 

 重 度
じゅうど

重 複
じゅうふく

の 障 害 者
しょうがいしゃ

であっても、自己
じ こ

の意思
い し

を伝える
つた   

ことができる人
ひと

には、ケア

ホームでの生 活
せいかつ

を勧
すす

めることができるが、この場合
ばあい

の課題
かだい

は、個人
こじん

の 状 態
じょうたい

に見
み

合
あ

った

２４時
じ

間
かん

対 応
たいおう

の介護
かいご

支援
しえん

体 制
たいせい

を確 立
かくりつ

しなければならないことである。また、その人
ひと

が

医 療 的
いりょうてき

ケアを必 要
ひつよう

とする場合
ばあい

には、医 療 的
いりょうてき

ケアの２４時
じ

間
かん

支
し

援
えん

のシステムが必 要
ひつよう

である。そのための必 要
ひつよう

な社 会
しゃかい

資源
しげん

と相 応
そうおう

の財 源
ざいげん

が用意
ようい

されなければならない。 

○理由 

 自
じ

己
こ

の意
い

思
し

を伝
つた

えられる人
ひと

は、グループホームやケアホームなどで生 活
せいかつ

することが

出来る
で き  

ようにすることは必 要
ひつよう

なことである。しかし、自ら
みずか

の意思
い し

伝 達
でんたつ

が困 難
こんなん

で、苦痛
くつう

や危険
きけん

状 態
じょうたい

、必 要
ひつよう

な支援
しえん

内 容
ないよう

を伝
つた

えることができない人
ひと

の場合
ばあい

には、生 命
せいめい

の危険
きけん

にさらすことになるので、ケアホームでの生 活
せいかつ

を勧
すす

めることはできない。 
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【君 塚
きみづか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

１、重 度
じゅうど

の障 害 者
しょうがいしゃ

（「重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 者
しょうがいしゃ

を含
ふく

む」）でも生 活
せいかつ

可能
かのう

なケアホーム
け あ ほ ー む

制度
せいど

の

確 立
かくりつ

 

２、その為
ため

の、ケアホーム
け あ ほ ー む

利用者
りようしゃ

への医 療 的
いりょうてき

援 助
えんじょ

を可能
かのう

にする制度
せいど

の導 入
どうにゅう

 

３、同
おな

じく、生 活
せいかつ

支援
しえん

のための人 員
じんいん

の確保
かくほ

または他
ほか

の在 宅
ざいたく

支援
しえん

サービス
さ ー び す

のグループホ
ぐ る ー ぷ ほ

ー
ー

ム内
むない

での利用
りよう

を可能
かのう

にする施策
しさく

 

○理由
りゆう

 

１、現 在
げんざい

の重 心
じゅうしん

施設
しせつ

や療
りょう

護
ご

施設
しせつ

利用者
りようしゃ

の中
なか

には医 療
いりょう

機関
きかん

ではなくても生 活
せいかつ

可能
かのう

な

ものが存 在
そんざい

するが、ほかに選択肢
せんたくし

がない 

２、常 時
じょうじ

医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

が必 要
ひつよう

でなくても、生 活
せいかつ

維持
い じ

のためには医 療
いりょう

行為
こうい

が必須
ひっす

の方
かた

も多
おお

いが、現 状
げんじょう

では医 療
いりょう

行為
こうい

が許
ゆる

される基 準
きじゅん

が厳
きび

しく、施設
しせつ

（医 療
いりょう

機関
きかん

）でな

ければ利用
りよう

できない 

３、重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 者
しょうがいしゃ

など障 害
しょうがい

の重
おも

い場合
ばあい

、現 在
げんざい

の基 準
きじゅん

では生 活 面
せいかつめん

の援 助
えんじょ

すら

困 難
こんなん

である 

 

【倉田
くらた

委員
いいん

】 

○
 

結 論
けつろん

 

 高齢化
こうれいか

、医 療 的
いりょうてき

ケアなど多様化
たようか

する利用者
りようしゃ

ニーズへの対 応
たいおう

策
さく

が必 要
ひつよう

であるが、特
とく

に 職 員
しょくいん

の夜間
やかん

常 駐
じょうちゅう

、休 日
きゅうじつ

の 日 中
にっちゅう

支援
しえん

、医 療 的
いりょうてき

ケアの実施
じっし

が可能
かのう

となるよう、

ホーム機能
きのう

の強 化
きょうか

（ 報 酬
ほうしゅう

、運 営
うんえい

基 準
きじゅん

、人 員
じんいん

配置
はいち

の見直し
みなお  

）を図 る
はか  

。また、グル

ープホームとケアホームの整備
せいび

促 進
そくしん

策
さく

（関 係
かんけい

法 令
ほうれい

の適 用
てきよう

緩和
かんわ

、初度
しょど

経費
けいひ

・家賃
やちん

の

補助
ほじょ

）の創 設
そうせつ

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 ホーム利用者
りようしゃ

の高齢化
こうれいか

をはじめ、医 療 的
いりょうてき

ケア、夜間
やかん

休 日
きゅうじつ

を含 む
ふく  

３６５日
にち

対 応
たいおう

な

ど重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

への対 応
たいおう

が可能
かのう

なものとしなければ、退 所
たいしょ

を余儀なく
よ ぎ   

される利用者
りようしゃ

が 続 出
ぞくしゅつ

し、施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

を選 択
せんたく

せざるを得ない
    え   

。また、新規
しんき

ホームの設置
せっち

が 低 調
ていちょう

、

常 駐
じょうちゅう

の世話人
せわにん

確保
かくほ

が困 難
こんなん

な 現 状
げんじょう

から、新規
しんき

の 入 所 者
にゅうしょしゃ

受け入れ
う  い  

が遅々
ち ち

として

進まない
すす    

。これらを打開
だかい

するためには、実施
じっし

場所
ばしょ

の確保
かくほ

が容易
ようい

になるよう建 築
けんちく

基 準 法
きじゅんほう

、
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消 防 法
しょうぼうほう

等
など

の適 用
てきよう

緩和
かんわ

、ホームの整備費
せいびひ

補助
ほじょ

、人 材
じんざい

確保
かくほ

のための支援
しえん

策
さく

が必 要
ひつよう

と

考 え る
かんが   

。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 報 酬
ほうしゅう

の低
ひく

さ、職 員
しょくいん

体 制
たいせい

の手薄
てうす

さ、消 防 法
しょうぼうほう

や建 築 基 準 法
けんちくきじゅんほう

による地方
ちほう

毎
ごと

の規制
きせい

な

どが問 題 点
もんだいてん

として挙
あ

げられる。今後
こんご

は、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

・福祉
ふくし

ホーム
ほ ー む

を統 合
とうごう

し、個人
こじん

生 活
せいかつ

タイプ
た い ぷ

と共 同
きょうどう

生 活
せいかつ

タイプ
た い ぷ

の２種
しゅ

による「地域
ちいき

生 活
せいかつ

ホーム
ほ ー む

」として整備
せいび

、

ホームヘルプサービス
ほ ー む へ る ぷ さ ー び す

も利用
りよう

できる一 般
いっぱん

の「住
す

まいの場
ば

」としていく必 要
ひつよう

がある。 

 終
つい

の棲家
すみか

として位置
い ち

づけるのではなく、将 来 的
しょうらいてき

には一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

での暮
く

らしをめざす

経過的
けいかてき

なものと位置
い ち

づけるべきではないか。 

 また、金 銭
きんせん

管理
かんり

や各 種
かくしゅ

の相 談
そうだん

支援
しえん

はバックアップ
ば っ く あ っ ぷ

施設
しせつ

職 員
しょくいん

がボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

として

関
かか

わっているケース
け ー す

が多
おお

く、この点
てん

への財 政 的
ざいせいてき

支援
しえん

も必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

 報 酬
ほうしゅう

の低
ひく

さが職 員
しょくいん

体 制
たいせい

の手薄
てうす

さにつながっている。この体 制
たいせい

では、労 働
ろうどう

基 準 法
きじゅんほう

違反
いはん

になってしまいかねない。 

 障 害
しょうがい

のある人
ひと

、障 害
しょうがい

のない人
ひと

が対 等
たいとう

の機会
きかい

をもって同
おな

じ選 択
せんたく

をできるようにす

るには、最 終 的
さいしゅうてき

には一人
ひとり

で暮
く

らすことができ、地域
ちいき

住 民
じゅうみん

とともにある「生 活
せいかつ

の場
ば

」を

めざすべきではないか。 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 グループホームが、それまでの福祉
ふくし

施設
しせつ

とは異
こと

なる地域
ちいき

の住
す

まいとして提起
ていき

されて 20

年
ねん

余
あま

りが経過
けいか

する。しかし、その後
ご

の施策
しさく

、特
とく

に障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

は、それより施設化
しせつか

することしかできなかったといえる。もう一度
いちど

原 点
げんてん

に立
た

って、地域
ちいき

の住
す

まいとしてのグ

ループホーム制度
せいど

を確 立
かくりつ

するにはどうすればいいのかを考
かんが

えなければならない。 

○理由
りゆう

 

 この論 点 表
ろんてんおもて

では、Ｅ項 目
こうもく

で地域
ちいき

移行
いこう

の重 要 性
じゅうようせい

が言
い

われているが、そのための地域
ちいき

の

受 皿
うけさら

としてどう考
かんが

えていくのか、そこにグループホームの求
もと

める位置
い ち

はどれくらいなの

かをしっかり据
す

える必 要
ひつよう

がある。 
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【清水
しみず

委員
いいん

】 

○結論 

 居 住
きょじゅう

支援
しえん

（ 居 住
きょじゅう

空 間
くうかん

確保
かくほ

及び
および

生 活
せいかつ

基盤
きばん

としての生 活
せいかつ

支援
しえん

、家事
か じ

支援
しえん

、夜間
やかん

支援
しえん

体 制
たいせい

など）と一人
ひとり

ひとりに必 要
ひつよう

なパーソナル
ぱ ー そ な る

な支援
しえん

の 両 方
りょうほう

が重なった
かさ

ものとして

考える
かんが

べき。一人ぐらし
ひとり

でも二人
ふたり

ぐらしでも、三 人
さんにん

、四人
よたり

ぐらしでも・・・、一人
ひとり

ひと

りがよりその人
ひと

らしさを発揮
はっき

できる 状 況
じょうきょう

を生み出す
う   だ

ことが大切
たいせつ

。その人
ひと

らしさが

際立って
きわだ

こその 共 同
きょうどう

生 活
せいかつ

。そして、 住 民 中
じゅうみんちゅう

の 住 民
じゅうみん

として暮らして
く

いくこと。 

○理由 

 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、ケアホーム
け あ ほ ー む

は、地域
ちいき

の中
なか

で主 体 的
しゅたいてき

に生きて
い

いこうとする本 人
ほんにん

と、

地域
ちいき

との 関 係
かんけい

の 中
なか

で生まれて
う

くるものであり、一人
ひとり

ひとりが 主 人
しゅじん

公
こう

になって

創り出して
つく  だ

いくものだと思う
おも

。 

 

【末 光
すえみつ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 最 重 度
さいじゅうど

の重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

、とくに、 重 度
じゅうど

の知的
ちてき

障 害
しょうがい

を伴
ともな

い医 療 的
いりょうてき

な

援 助
えんじょ

も日 常 的
にちじょうてき

に必 要
ひつよう

とする超 重 症
ちょうじゅうしょう

・準
じゅん

超 重 症
ちょうじゅうしょう

の重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

に対
たい

し

ての、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、ケア
け あ

ホーム
ほ ー む

での日 常 的
にちじょうてき

支援
しえん

の可能性
かのうせい

については、極
きわ

めて慎 重
しんちょう

に検 討
けんとう

される必 要
ひつよう

がある。 

○理由
りゆう

 

 全 国
ぜんこく

の重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

施設
しせつ

入 所 児 者
にゅうしょじしゃ

のうち 3700名
めい

以 上
いじょう

が、吸 引
きゅういん

や経 管
きょうかん

栄 養
えいよう

、人 工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

治 療
ちりょう

などの日 常 的
にちじょうてき

な医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

を必 要
ひつよう

とする超 重 症
ちょうじゅうしょう

・準
じゅん

超 重 症
ちょうじゅうしょう

であり、また、この２倍
ばい

以 上
いじょう

の多数
たすう

の超 重 症
ちょうじゅうしょう

・準
じゅん

超 重 症
ちょうじゅうしょう

の重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

が在 宅
ざいたく

で生 活
せいかつ

している。医 療
いりょう

ニーズ
に ー ず

を高
たか

く有
ゆう

するが身 体
しんたい

状 況
じょうきょう

の自己
じ こ

認 識
にんしき

と意志
い し

表 現
ひょうげん

が可能
かのう

な筋
すじ

ジストロフィー
じ す と ろ ふ ぃ ー

症
しょう

など重 度
じゅうど

身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

・難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

への支援
しえん

と、医 療
いりょう

ニーズ
に ー ず

が高
たか

くかつ重 度
じゅうど

知的
ちてき

障 害
しょうがい

のため自己
じ こ

認 識
にんしき

に限 界
げんかい

があり

意志
い し

表 現
ひょうげん

が困 難
こんなん

な重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

への支援
しえん

とでは、質 的
しつてき

に異
こと

なるものがある。

看護師
かんごし

による支援
しえん

も確保
かくほ

しながら「関 係 性
かんけいせい

」や「習 熟 性
しゅうじゅくせい

」を複 数
ふくすう

スタッフ
す た っ ふ

が共 有
きょうゆう

し、

ケア
け あ

の質
しつ

がしっかり保
たも

たれなければ生 命
せいめい

にもかかわるリスク
り す く

が大
おお

きくなる。支援
しえん

の量
りょう

と質
しつ

の確保
かくほ

、財 源
ざいげん

の確保
かくほ

が、大
おお

きな課題
かだい

である。 
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【竹 端
たけばた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

が「ミニ
み に

しせつ」になりつつあることが、おおきな心
しん

ぱいである。一人
ひとり

ひとりのくらしをささえる個別
こべつ

ケア
け あ

が、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

であってもなされるため、

パーソナルアシスタント
ぱ ー そ な る あ し す た ん と

をつかえたり、いろいろなくふうがひつようだ。 

○理由
りゆう

 

 私
わたし

が７年 前
ねんまえ

にスウェーデン
す う ぇ ー で ん

をしらべたときも、「ミニ
み に

しせつ」のことがもんだいとなっ

ていた。それをふせぐため、スウェーデン
す う ぇ ー で ん

では、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

をつぎの三
みっ

つにわけてい

た。１，４人
にん

くらいまでの、医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

など支
ささ

えんがたくさん必 要
ひつよう

な人
ひと

のための

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

（グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

単 独
たんどく

建 設 型
けんせつがた

） ２，アパート
あ ぱ ー と

のある階
かい

の部屋
へ や

が一人
ひとり

ひとりの住
す

まいで、ごはんの時
とき

はスタッフ
す た っ ふ

のいる部屋
へ や

にあつまるかたち（集 合
しゅうごう

住 宅
じゅうたく

の

「ワンフロア
わ ん ふ ろ あ

独 占
どくせん

」型
かた

） ３，１０１号 室
ごうしつ

や３０５号 室
ごうしつ

などにわかれて住
す

み、ごはん

の 時
とき

はスタッフ
す た っ ふ

のいる部屋
へ や

にあつまるかたち（ 集 合
しゅうごう

住 宅
じゅうたく

の「 階 段
かいだん

形 式
けいしき

」 型
かた

・

「サテライト
さ て ら い と

」型
かた

）。こういう住
す

まい方
かた

もせいどとして保
たもつ

しょうした方
かた

が良
よ

い。 

 参 考
さんこう

：「スウェーデン
す う ぇ ー で ん

ではノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

がどこまで浸 透
しんとう

したか？」 

 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/other/takebata.html 

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 まずは介護
かいご

給 付
きゅうふ

と 訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

の区分
く わ

けを廃止
はいし

する。 報 酬 上
ほうしゅうじょう

の区分
くぶん

は新
あら

たな

支援度
しえんど

区分
くぶん

などを設
もう

けて残
のこ

す。 

○理由
りゆう

 

 個別
こべつ

給 付
きゅうふ

として位置
い ち

づく際
さい

に当 初
とうしょ

訓 練
くんれん

等
とう

給 付
きゅうふ

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

には期間
きかん

が定
さだ

め

られていたが今
いま

は期限
きげん

が定
さだ

められていないため。 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 基本的
きほんてき

な生 活
せいかつ

は個人
こじん

住 宅
じゅうたく

によるものとして、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

は経過的
けいかてき

な生 活
せいかつ

の場
ば

であり、２年
ねん

以 上
いじょう

の滞 在
たいざい

を許
ゆる

さないものとすべきである。 
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○理由
りゆう

 

 グル
ぐ る

ープホ
ぷ ほ

ーム
む

、ケアホーム
け あ ほ ー む

という 4名
めい

以 上
いじょう

の 集
しゅう

住
じゅう

方 式
ほうしき

は基本的
きほんてき

に 障 害 者
しょうがいしゃ

の

生 活
せいかつ

ニーズ
に ー ず

に根
ね

ざしたものではなく安上
やすあ

がり福祉
ふくし

の 象 徴
しょうちょう

というものである。知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

はグループ
ぐ る ー ぷ

で暮
く

らした方
かた

が 幸
しあわ

せだと風 説
ふうせつ

を流
なが

しているが、 個
ここじん

々人
ひと

に聞
き

いてみると他人
たにん

との 調 整
ちょうせい

は非 常
ひじょう

に大 変
たいへん

で、世話人
せわにん

に多大
ただい

な負担
ふたん

がかかるシステム
し す て む

と

なっている。また大規模
だいきぼ

でなければ運 営
うんえい

が安 定
あんてい

しない不安定
ふあんてい

な制度
せいど

になっている。

思春期
ししゅんき

を越
こ

えた 障 害 者
しょうがいしゃ

は健
けん

常 者
つねしゃ

と同 様
どうよう

、個人
こじん

での個別
こべつ

支援
しえん

などの介 助
かいじょ

を使
つか

って

の生 活
せいかつ

を求
もと

めており、 障 害 者
しょうがいしゃ

だけが特 別
とくべつ

な生 活
せいかつ

様 式
ようしき

を押
お

し付
つ

けられていること

は、障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

条
じょう

約
やく

19 条
じょう

に 違
ちがい

反
はん

する制度
せいど

といえる。障 害 者
しょうがいしゃ

の立場
たちば

からす

れば、施設
しせつ

や親 元
おやもと

からグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

に移行
いこう

するのも、一人暮
ひとりぐ

らしに移行
いこう

するのも大差
たいさ

は

ない。そのような 最 終
さいしゅう

ゴール
ご ー る

である、個別
こべつ

住 宅
じゅうたく

に移行
いこう

を最 初
さいしょ

から 行
おこな

い、これまで

の施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

での 過
あやま

ちを繰
く

り返
かえ

さないですむのであり、過去
か こ

の失 敗
しっぱい

に学
まな

ぶできであ

る。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

① 障 害
しょうがい

者
しゃ

自立
じりつ

支援
しえん

法
ほう

に よ り グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

は グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

と ケアホーム
け あ ほ ー む

に

分かれた
わ    

が、 従 来
じゅうらい

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

に一本化
いっぽんか

するべきである。 

②ケアホーム
け あ ほ ー む

等
とう

における人 的
じんてき

支援
しえん

の強 化
きょうか

が必 要
ひつよう

である。 

③廃 案
はいあん

となった 障 害
しょうがい

者
しゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

改 正 案
かいせいあん

にあったグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

利用
りよう

の際
さい

の助 成
じょせい

制度
せいど

の創 設
そうせつ

が必 要
ひつよう

である。 

○理由
りゆう

 

①実 態
じったい

としてはグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

とケアホーム
け あ ほ ー む

は一 体 的
いったいてき

に運 営
うんえい

されている事 業 所
じぎょうしょ

が

多い
おお 

にもかかわらず、 制 度 上
せいどじょう

は分かれて
わ   

いることにより支援
しえん

や事務
じ む

に煩雑化
はんざつか

が

生じて
しょう  

いる。 

② 行 動 上
こうどうじょう

の課題
かだい

や高齢化
こうれいか

、 医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

など 特 別
とくべつ

な支援
しえん

が 必 要
ひつよう

な 人
ひと

の利用
りよう

が

増えて
ふ   

いることから、夜間
やかん

支援
しえん

、ホームヘルプ
ほ ー む へ る ぷ

や移動
いどう

支援
しえん

などの人 的
じんてき

支援
しえん

の強 化
きょうか

や、

訪 問
ほうもん

看護
かんご

等
とう

などの医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

が必 要
ひつよう

である。 

③また、 障 害
しょうがい

者
しゃ

は 障 害
しょうがい

基礎年 金
ねんきん

のみで生 活
せいかつ

している人
ひと

も多くいることから、

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

利用
りよう

の際
さい

の助 成
じょせい

制度
せいど

が必 要
ひつよう

である。 
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【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

に関 係
かんけい

なく、全
すべ

ての住 居
じゅうきょ

に夜間
やかん

世話人
せわにん

を配置
はいち

する。また日 中
にちちゅう

活 動
かつどう

・

就 労
しゅうろう

している入 居 者
にゅうきょしゃ

が体 調
たいちょう

不 調
ふちょう

や年 休
ねんきゅう

取 得
しゅとく

のために、日 中
にちちゅう

ホ
ほ

－ム
む

で過
す

ごす場合
ばあい

の支援
しえん

する世話人
せわにん

が配置
はいち

できるよう、世話人
せわにん

、生 活
せいかつ

支援員
しえんいん

の大 幅
おおはば

な報 酬
ほうしゅう

アップ
あ っ ぷ

を行
おこな

な

い雇用
こよう

の安 定
あんてい

・継 続
けいぞく

を図
はか

ること。当 面
とうめん

、高 齢 者
こうれいしゃ

のグル
ぐ る

－プホ
ぷ ほ

－ム並
む な

みに。特
とく

に、夜間
やかん

支援
しえん

体 制
たいせい

の強 化
きょうか

が急 務
きゅうむ

の課題
かだい

である。 

 病 気
びょうき

等
とう

でホ
ほ

－ム
む

で生 活
せいかつ

ができなくなった場合
ばあい

の受 入
うけいれ

・支援
しえん

体 制
たいせい

の整備
せいび

。火災
かさい

等
とう

、

緊 急
きんきゅう

時
じ

の対 応
たいおう

。 

○理由
りゆう

 

 夜間
やかん

世話人
せわにん

不在
ふざい

の状 況
じょうきょう

での火災
かさい

や緊
きん

急 時
きゅうじ

の対 応
たいおう

。ホ
ほ

－ム
む

の火災
かさい

での悲惨
ひさん

な報 道
ほうどう

を

見
み

るたびに、常
つね

に同 様
どうよう

の不安
ふあん

が脳裏
のうり

をよぎる。 

 土
ど

・日
にち

祝 日
しゅくじつ

に世話人
せわにん

が配置
はいち

できないとの理由
りゆう

で、親 元
おやもと

(自宅
じたく

)に帰省
きせい

させているホ
ほ

－

ム
む

があるのが実 態
じったい

である。 

 非 常 勤
ひじょうきん

でしかも交 代
こうたい

が相次
あいつ

ぐ中
ちゅう

で、継 続
けいぞく

した支援
しえん

が困 難
こんなん

。利用者
りようしゃ

の精 神 面
せいしんめん

で

の不安定
ふあんてい

の大
おお

きな原 因
げんいん

にもなっている。 

 入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

等
とう

のバックアップ
ば っ く あ っ ぷ

施設
しせつ

がある場合
ばあい

は、何
なん

とか緊 急
きんきゅう

(一時的
いちじてき

)な支援
しえん

・受
う

け取
ど

めは可能
かのう

だが、通 所
つうしょ

施設
しせつ

の場合
ばあい

は困 難
こんなん

。 

 消 防 法
しょうぼうほう

の改 正
かいせい

で、 一 定
いってい

の設備
せつび

基 準
きじゅん

は示
しめ

され随時
ずいじ

改 善
かいぜん

してきているが、夜間
やかん

世話人
せわにん

が不在
ふざい

の住 居
じゅうきょ

は不安
ふあん

でたまらない。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 グループホームとケアホームを一 律
いちりつ

に分
わ

けるのでなく（海 外
かいがい

では特
とく

に分
わ

けていない

ということも聞
き

いている）、医 療 的
いりょうてき

ケアを必 要
ひつよう

とする障 害 者
しょうがいしゃ

も受
う

け入
い

れられるような

配 慮
はいりょ

、施設
しせつ

整備
せいび

を。 

 グループホームの世話人
せわにん

さんが障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

を知
し

らない場合
ばあい

があると混 乱
こんらん

する。

世話人
せわにん

さんや支援
しえん

する立場
たちば

の人
ひと

への教 育
きょういく

を重 視
じゅうし

すること。 

○理由
りゆう
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 医 療 的
いりょうてき

ケアを必 要
ひつよう

としつつ、地域
ちいき

で生 活
せいかつ

をしていく難 病
なんびょう

・慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

患 者
かんじゃ

を受
う

け入
い

れる生 活
せいかつ

施設
しせつ

はほとんどない。地域
ちいき

での医 療
いりょう

機関
きかん

との連 携
れんけい

なども含
ふく

めて、グルー

プホーム、ケアホームを柔 軟
じゅうなん

に運 営
うんえい

できるようにすることが必 要
ひつよう

。 

 

【橋 本
はしもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 最 重 度
さいじゅうど

の身 体
しんたい

障 害 者 向
しょうがいしゃむ

け、たとえばＡＬＳや筋
すじ

ジス
じ す

など人 工
じんこう

呼 吸
こきゅう

療 法
りょうほう

に

対 応
たいおう

し、医 療
いりょう

と連 携
れんけい

のとれるグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

のニーズ
に ー ず

が高
たか

まっている。 

 デンマーク
で ん ま ー く

の呼 吸
こきゅう

療 法 者
りょうほうしゃ

は、訪 問
ほうもん

看護師
かんごし

とヘルパ
へ る ぱ

ーの支援
しえん

を受
う

けて、地域
ちいき

で生 活
せいかつ

できるようになっている。 

○理由
りゆう

 

 呼吸器
こきゅうき

装 着
そうちゃく

の重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

であっても２４時間
じかん

の独 居
どっきょ

生 活
せいかつ

を実 現
じつげん

していか

なければならない。グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

は選択肢
せんたくし

のひとつとなりえる。 

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

程度
ていど

で区分
くぶん

せずに暮
く

らしの場
ば

としてのグループホームがつくられるべきである。 

 ＡＬＳや遷 延 性
せんえんせい

意識
いしき

障 害
しょうがい

などの極
きわ

めて濃 密
のうみつ

な医 療 的
いりょうてき

ケアの必 要
ひつよう

なグループホ

ームは設置
せっち

基 準
きじゅん

も、人 員
じんいん

配置
はいち

も実 態
じったい

に即
そく

したものにすべきである。 

○理由
りゆう

 

 高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害 者
しょうがいしゃ

は、一 見
いっけん

生 活
せいかつ

自立
じりつ

しているように思
おも

われるが、見守
みまも

りや促
うなが

しが

必 要
ひつよう

な場合
ばあい

も多
おお

い。したがって、障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

では軽
かる

くても、実 際
じっさい

にはケアホーム

が該 当
がいとう

することもある。自立
じりつ

に向
む

かう一
ひと

つの生 活
せいかつ

の場
ば

として提 供
ていきょう

される必 要
ひつよう

がある。 

 利 用 料
りようりょう

の日割
ひ わ

り制度
せいど

を廃止
はいし

する。夜間
やかん

も当 直
とうちょく

が配置
はいち

できる人 的
じんてき

配置
はいち

を確保
かくほ

する。 

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 コンシューマーを選
えら

びすぎでエンドレスのところがあり、ひとりの人
ひと

にコストがかか

りすぎている 

○理由
りゆう
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 もっと必 要
ひつよう

としている人
ひと

が待 期 中
たいきちゅう

という現 実
げんじつ

がある 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 問 題 点
もんだいてん

としては、職 員
しょくいん

の人 間
にんげん

らしい労 働
ろうどう

保 障
ほしょう

、個人
こじん

の費用
ひよう

負担
ふたん

の軽 減
けいげん

などがあ

る。障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

によって、身 体
しんたい

介護
かいご

や家事
か じ

援 助
えんじょ

が利用
りよう

できない、各ホーム
かくほーむ

から通 所
つうじょ

事 業 所
じぎょうしょ

への送 迎
そうげい

に対
たい

する補助
ほじょ

がない、ホーム
ほ ー む

改 修
かいしゅう

の負担
ふたん

が重
おも

い、生 活
せいかつ

支援員
しえんいん

が

必 要
ひつよう

に応
おう

じた勤務
きんむ

体 制
たいせい

がとれないなどがある。普通
ふつう

の家
いえ

と同
おな

じ空 間
くうかん

、尐 人 数
しょうにんずう

での

生 活
せいかつ

の場
ば

、地域
ちいき

の中
なか

で暮
く

らせるスペース
す ぺ ー す

の保 障
ほしょう

は、今後
こんご

拡 充
かくじゅう

していくべきと考
かんが

える

ので、問 題
もんだい

の解 決
かいけつ

を図
はか

るべきである。 

○理由
りゆう

 

 「入 院
にゅういん

・施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

から地域
ちいき

へ」の方 針
ほうしん

の中
なか

で、実 態
じったい

としての成果
せいか

をあげている点
てん

を評
ひょう

価
か

したい。グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

とケアホーム
け あ ほ ー む

を分
わ

けることは、事務的
じむてき

に煩 雑
はんざつ

になるだけ

で何
なに

のメリット
め り っ と

もないので、分
わ

ける必 要
ひつよう

はない。グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

だけでよい、という現場
げんば

からの意見
いけん

がある。 

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 グループホームとケアホームの制 度 上
せいどじょう

の区分
く わ

けは必 要
ひつよう

ない。なおグループホームに

関
かん

する問 題 点
もんだいてん

として、医 療
いりょう

機関
きかん

敷地内
しきちない

・医 療
いりょう

機関
きかん

施設
しせつ

利用
りよう

に寄
よ

る地域
ちいき

移行型
いこうがた

ホーム、

退 院
たいいん

支援
しえん

施設
しせつ

が挙
あ

げられる。 

○理由
りゆう

 

 介護
かいご

保険
ほけん

との統 合
とうごう

がなくなった今
いま

、類似
るいじ

事 業
じぎょう

の分離
ぶんり

は必 要
ひつよう

ない。事 業
じぎょう

のシンプル化
か

を図
はか

るべきである。また、医 療
いりょう

機関
きかん

敷地内
しきちない

・医 療
いりょう

機関
きかん

施設
しせつ

利用
りよう

によるグループホーム

は、地域
ちいき

移行
いこう

とはほど遠
とお

いものである。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 職 員
しょくいん

の勤務
きんむ

条 件
じょうけん

の大 幅
おおはば

な改 善
かいぜん

が急 務
きゅうむ

。日
ひ

割
わ

り報酬を廃止
はいし

し、安 定
あんてい

した運 営
うんえい

が可能
かのう

な制度
せいど

に改 革
かいかく

。利用者
りようしゃ

の 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

に左右される
さゆう

運 営
うんえい

は廃止
はいし

。 
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 労基法
ろうきほう

、建 築
けんちく

基 準 法
きじゅんほう

、消 防 法
しょうぼうほう

も含
ふく

め、各 種
かくしゅ

法 令
ほうれい

の矛 盾
むじゅん

が噴出
ふきだ

しているため、

法
ほう

の整 合 性
せいごうせい

を政府
せいふ

が 調 整
ちょうせい

、整備
せいび

。 

 報 酬
ほうしゅう

基 準
きじゅん

その他
た

の法 令
ほうれい

の 現 状
げんじょう

では、グループホーム・ケアホームの運 営
うんえい

の

困 難 性
こんなんせい

は極めて
きわ

深刻
しんこく

である。 

○理由
りゆう

 

 私
わたし

が知
し

っているグループホーム・ケアホームの多く
おお

は、劣 悪
れつあく

な給 与
きゅうよ

水 準
すいじゅん

のため

に別
べつ

にアルバイトをしながらギリギリの 生 活
せいかつ

をしている 非 常 勤
ひじょうきん

職 員
しょくいん

が 有 給
ゆうきゅう

休 暇
きゅうか

を取 得
しゅとく

することも出来
で き

ず、ノートだけの引継ぎ
ひきつ

で職 務
しょくむ

も孤独
こどく

に陥 り
おちいり

疲弊
ひへい

し、短期
たんき

で 退 職
たいしょく

することが多い
おお

。 

 世話人
せわにん

が頻繁
ひんぱん

に変われば
か

利用者
りようしゃ

が安心
あんしん

して暮
く

らすことが出来
で き

ず、生 活
せいかつ

の質
しつ

が低下
ていか

する。 

 居 住
きょじゅう

の場
ば

で日割
ひ わ

り制度
せいど

なので、長 期
ちょうき

の帰宅者
きたくしゃ

が多数
たすう

あれば運 営
うんえい

が出来
で き

ない矛 盾
むじゅん

。 

 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

による単価
たんか

の重 度
じゅうど

加算
かさん

を考え
かんが

なくては運 営
うんえい

が成り立
な り た

たない。 

 運 営
うんえい

が成 立
せいりつ

するためには、定 員
ていいん

は最 低
さいてい

８名
８めい

以 上
いじょう

、障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

は４以 上
いじょう

の人
ひと

が必 要
ひつよう

などになり、利用者
りようしゃ

の立場
たちば

に立った
た

事業
じぎょう

になっていない法
ほう

制度
せいど

の矛 盾
むじゅん

。 

 消 防 法
しょうぼうほう

で２７０㎡以 上
いじょう

でのスプリンクラー設置
せっち

義務
ぎ む

があるが、とくに新規
しんき

開 設
かいせつ

に

は補助
ほじょ

もなく、 結 局
けっきょく

それは利用者
りようしゃ

の家賃
やちん

負担
ふたん

にはねかえってしまう。 

 当 直
とうちょく

により成
な

り立
た

つグループホームシステムと労働基
ろうどうき

準 法
じゅんほう

は矛 盾
むじゅん

しており、

多く
おお

のグループホーム事 業 者
ぎょうしゃ

は労働基
ろうどうき

準 法
じゅんほう

を 遵 守
じゅんしゅ

することが困 難
こんなん

な実 態
じったい

にあ

る。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

○結論 

 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

とケアホーム
け あ ほ ー む

の区別
くべつ

は廃止
はいし

する．日割
ひわり

制度
せいど

も廃止
はいし

する．夜間
やかん

も 当 直
とうちょく

が

配置
はいち

できる人 的
じんてき

配置
はいち

を確保
かくほ

する． 

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 最 重 度
さいじゅうど

の身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

も利用
りよう

できるようケアホーム
け あ ほ ー む

のハード面
はーどめん

での整備
せいび

を推 進
すいしん

するとともに、夜間
やかん

を 含 め た
ふく    

支援
しえん

体 制
たいせい

の 充 実
じゅうじつ

が 求められる
もと       

。そのため、
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ホームヘルプサービス
ほ ー む へ る ぷ さ ー び す

利用
りよう

の制度化
せいどか

や公 的
こうてき

な整備費
せいびひ

の 充 実
じゅうじつ

が更 に
さら  

必 要
ひつよう

である。また、

補足
ほそく

給 付
きゅうふ

や家賃
やちん

補助
ほじょ

等
とう

の経 済 的
けいざいてき

な負担
ふたん

軽 減
けいげん

策
さく

が不可欠
ふかけつ

である。 

○結 論
けつろん

 

 現時点
げんじてん

では、 中 間 的
ちゅうかんてき

な自立
じりつ

生 活
せいかつ

の場
ば

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

の資源
しげん

として極 め て
きわ    

重 要
じゅうよう

で

ある。定 員
ていいん

等
など

の 条 件
じょうけん

は検 討
けんとう

課題
かだい

としながら、希望
きぼう

する人 々
ひとびと

が利用
りよう

でき、また、生 活
せいかつ

を安 心
あんしん

して継 続
けいぞく

できるための仕組みづくり
し く     

が必 要
ひつよう

であるため。 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

○結
けつ

論
ろん

 

①制
せい

度
ど

名
めい

の変
へん

更
こう

をグループホーム（ 共
きよう

同
どう

生
せい

活
かつ

援
えん

助
じよ

）、ケアホーム（ 共
きよう

同
どう

生
せい

活
かつ

介
かい

護
ご

）をグループホーム（地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

援
えん

助
じよ

）に変
へん

更
こう

する。 

②グループホーム等
とう

は 小
しよう

規
き

模
ぼ

な 住
じゆう

居
きよ

であるべきで、大
だい

規
き

模
ぼ

化
か

は避
さ

けるべきだ。 

③所
しよ

得
とく

保
ほ

障
しよう

が実
じつ

現
げん

していない現
げん

状
じよう

では、家
や

賃
ちん

補
ほ

助
じよ

か補
ほ

足
そく

給
きゆう

付
ふ

的
まと

な制
せい

度
ど

で 入
にゆう

居
きよ

者
しや

の家
や

賃
ちん

の軽
けい

減
げん

を図
はか

るべきだ。 

④地
ち

域
いき

移
い

行
こう

型
がた

ホームは経
けい

過
か

措
そ

置
ち

後
ご

に廃
はい

止
し

する。 

⑤居
きよ

住
じゆう

地
ち

特
とく

例
れい

はなくす方
ほう

向
こう

で検
けん

討
とう

すべきである。 

⑥ 消
しよう

防
ぼう

法
ほう

、建
けん

築
ちく

基
き

準
じゆん

法
ほう

、 障
しよう

害
がい

者
しや

自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

法
ほう

、総
そう

合
ごう

福
ふく

祉
し

法
ほう

で 共
きよう

通
つう

な位
い

置
ち

づけを。 

⑦グループホーム、ケアホームで居
きよ

宅
たく

介
かい

護
ご

（ 重
じゆう

度
ど

訪
ほう

問
もん

介
かい

護
ご

、身
しん

体
たい

介
かい

護
ご

、行
こう

動
どう

援
えん

護
ご

、家
か

事
じ

援
えん

助
じよ

）、と通
つう

院
いん

介
かい

助
じよ

、移
い

動
どう

支
し

援
えん

、をサービス利
り

用
よう

計
けい

画
かく

に基
もと

づいて支
し

給
きゆう

決
けつ

定
てい

ができるようにすべきである。 障
しよう

害
がい

程
てい

度
ど

区
く

分
ぶん

での利
り

用
よう

制
せい

限
げん

を撤
てつ

廃
ぱい

する。 

⑧グループホーム等
とう

の制
せい

度
ど

を誰
だれ

でも使
つか

えるように多
た

様
よう

化
か

すべきでないか 

⑨特
とく

別
べつ

支
し

援
えん

学
がつ

校
こう

等
とう

の大
だい

規
き

模
ぼ

寄
き

宿
しゆく

舎
しや

は廃
はい

止
し

し、通
つう

学
がく

が困
こん

難
なん

な場
ば

合
あい

は、地
ち

域
いき

のグ

ループホーム等
とう

から通
かよ

えるようにするか、学
がつ

校
こう

の近
ちか

くに 小
しよう

規
き

模
ぼ

住
じゆう

居
きよ

を設
せつ

置
ち

し、

通
つう

学
がく

できるようにすべきで、大
だい

規
き

模
ぼ

寄
き

宿
しゆく

舎
しや

の見
み

直
なお

しも検
けん

討
とう

。 

⑩夜
や

間
かん

支
し

援
えん

が必
ひつ

要
よう

な人
ひと

には、必
ひつ

要
よう

な 職
しよく

員
いん

が配
はい

置
ち

出
で

来
き

るような制
せい

度
ど

に 

⑪サービス管
かん

理
り

責
せき

任
にん

者
しや

の役
やく

割
わり

の再
さい

確
かく

認
にん

と人
じん

材
ざい

確
かく

保
ほ

に関
かん

して 

 ＧＨ・CHのサービス管
かん

理
り

責
せき

任
にん

者
しや

は利
り

用
よう

者
しや

30人
ひと

に 1名
めい

の配
はい

置
ち

である。利
り

用
よう

者
しや

の意
い

向
こう

に基
もと

づくサービス利
り

用
よう

個
こ

別
べつ

支
し

援
えん

計
けい

画
かく

の策
さく

定
てい

と提
てい

供
きよう

管
かん

理
り

、評
ひよう

価
か

・検
けん

証
しよう

、関
かん

係
けい

機
き

関
かん

との連
れん

携
けい

、自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

協
きよう

議
ぎ

会
かい

に参
さん

加
か

し社
しや

会
かい

資
し

源
げん

開
かい

発
はつ

へ繋
つな

げる等
とう

、広
こう

範
はん
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囲
い

な 業
ぎよう

務
む

を担
にな

う一
いつ

方
ぽう

で、地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

経
けい

験
けん

が増
ま

すにつれ生
せい

活
かつ

ニーズも多
た

様
よう

化
か

し、生
せい

活
かつ

の質
しつ

の変
へん

化
か

も 伴
ともな

うのが普
ふ

通
つう

である。義
ぎ

務
む

ではなく、専
せん

従
じゆう

可
か

能
のう

な報
ほう

酬
しゆう

単
たん

価
か

の

見
み

直
なお

しと、サービス管
かん

理
り

責
せき

任
にん

者
しや

の研
けん

修
しゆう

を 強
きよう

化
か

すべきである。 

○理
り

由
ゆう

 

① 制
せい

度
ど

名
めい

を「グループホーム（地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

援
えん

助
じよ

）」に統
とう

合
ごう

する。介
かい

護
ご

給
きゆう

付
ふ

と訓
くん

練
れん

等
とう

給
きゆう

付
ふ

に分
わ

かれた現
げん

制
せい

度
ど

なので、グループホーム・ケアホームに分
わ

かれたが、事
じ

業
ぎよう

名
めい

を一
いつ

本
ぽん

化
か

。グループホーム等
とう

の居
きよ

住
じゆう

、生
せい

活
かつ

実
じつ

態
たい

に合
あ

わせて、 共
きよう

同
どう

生
せい

活
かつ

で

なく地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

援
えん

助
じよ

に名
めい

称
しよう

も変
へん

更
こう

し、入
にゆう

居
きよ

者
しや

の居
きよ

住
じゆう

権
けん

の選
せん

択
たく

、多
た

様
よう

な住
す

み

方
ほう

の選
せん

択
たく

も検
けん

討
とう

する。 

② 障
しよう

害
がい

者
しや

自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

法
ほう

で住
す

む人
にん

数
ずう

は一
いち

住
じゆう

居
きよ

が２人
ひと

～１０人
ひと

になった。しかし、

建
けん

築
ちく

上
うえ

のコスト、経
けい

営
えい

上
うえ

で１ 住
じゆう

居
きよ

１０人
ひと

の大
だい

規
き

模
ぼ

な 住
じゆう

居
きよ

が増
ふ

えつつある。４

人
ひと

から５人
ひと

が住
す

む一
いつ

般
ぱん

住
じゆう

宅
たく

から規
き

模
ぼ

が拡
かく

大
だい

していくと生
せい

活
かつ

上
うえ

の問
もん

題
だい

、支
し

援
えん

の

質
しつ

にも影
えい

響
きよう

してくるので大
だい

規
き

模
ぼ

な基
き

準
じゆん

は見
み

直
なお

すべきだ。国
こつ

庫
こ

補
ほ

助
じよ

を受
う

けての新
しん

築
ちく

の場
ば

合
あい

も１ユニット１０人
ひと

×３ユニット＝３０人
ひと

の新
しん

設
せつ

も見
み

られる。 

 また、 住
じゆう

居
きよ

と日
につ

中
ちゆう

活
かつ

動
どう

の場
ば

を合築するとか、同
どう

一
いつ

敷
しき

地
ち

内
ない

の併
へい

設
せつ

している事
じ

例
れい

も見
み

られるので、見
み

直
なお

しが必
ひつ

要
よう

。 

③いくつかの自
じ

治
ち

体
たい

では家
や

賃
ちん

補
ほ

助
じよ

制
せい

度
ど

を設
もう

けて、 障
しよう

害
がい

のある人
ひと

の地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

を支
し

援
えん

している。 

 地
ち

域
いき

で家
や

賃
ちん

の格
かく

差
さ

は大
おお

きい、補
ほ

足
そく

給
きゆう

付
ふ

的
まと

な 考
かんが

えの家
や

賃
ちん

補
ほ

助
じよ

制
せい

度
ど

を創
そう

設
せつ

す

る事
こと

で、地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

を希
き

望
ぼう

者
しや

の地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

移
い

行
こう

が可
か

能
のう

になる。また地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

をし

ている人
ひと

たちの生
せい

活
かつ

の安
あん

定
てい

にもつながる。 

④普
ふ

通
つう

のグループホーム等
とう

にする。 

⑤すぐには解
かい

決
けつ

できないが問
もん

題
だい

ですが、地
ち

域
いき

住
じゆう

民
みん

としての地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

なのですから、

居
きよ

住
じゆう

特
とく

例
れい

の廃
はい

止
し

時
じ

期
き

と対
たい

策
さく

を検
けん

討
とう

する時
じ

期
き

でないか 

⑥この問
もん

題
だい

が整
せい

理
り

できないので全
ぜん

国
こく

でグループホームの新
しん

設
せつ

、増
ぞう

設
せつ

、改
かい

修
しゆう

などで

影
えい

響
きよう

が出
で

ている。また新
あら

たな事
じ

業
ぎよう

所
しよ

申
しん

請
せい

にも影
えい

響
きよう

が出
で

ているので早
さつ

急
きゆう

な

対
たい

策
さく

が必
ひつ

要
よう

。 

⑦居
きよ

宅
たく

介
かい

護
ご

の国
こつ

庫
こ

負
ふ

担
たん

基
き

準
じゆん

の課
か

題
だい

もあるが、居
きよ

宅
たく

介
かい

護
ご

が必
ひつ

要
よう

な人
ひと

には、必
ひつ

要
よう

な

支
し

給
きゆう

決
けつ

定
てい

ができるように、相
そう

談
だん

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎよう

所
しよ

と連
れん

携
けい

しケアプランを作
さく

成
せい

し支
し

給
きゆう

量
りよう

の 調
ちよう

整
せい

ができるように市
し

町
ちよう

村
そん

に 働
はたら

きかけていく必
ひつ

要
よう

がある。また昨
さく
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年
ねん

１０月から身
しん

体
たい

障
しよう

害
がい

者
しや

にもグループホーム等
とう

の利
り

用
よう

ができるようになったの

で、居
きよ

宅
たく

介
かい

護
ご

の必
ひつ

要
よう

性
せい

も高
たか

くなっている。 

⑧現
げん

在
ざい

の居
きよ

住
じゆう

権
けん

がない 共
きよう

同
どう

生
せい

活
かつ

援
えん

助
じよ

、 共
きよう

同
どう

生
せい

活
かつ

介
かい

護
ご

の制
せい

度
ど

だけでなく、

居
きよ

住
じゆう

権
けん

があるタイプのグループホーム、 障
しよう

害
がい

者
しや

だけではなく様
さま

々
ざま

な人
ひと

が居
きよ

住
じゆう

するタイプなどグループホームを多
た

様
よう

化
か

すべきだ 

⑨ 教
きよう

育
いく

の問
もん

題
だい

ではあるが、特
とく

別
べつ

支
し

援
えん

学
がつ

校
こう

（養
よう

護
ご

学
がつ

校
こう

等
とう

）の寄
き

宿
しゆく

舎
しや

のあり方
かた

は、

教
きよう

育
いく

、福
ふく

祉
し

と連
れん

携
けい

して解
かい

決
けつ

する問
もん

題
だい

であると思
おも

う。 

⑩夜
や

間
かん

支
し

援
えん

の体
たい

制
せい

に関
かん

しては、現
げん

状
じよう

を見
み

直
なお

して必
ひつ

要
よう

な 職
しよく

員
いん

を配
はい

置
ち

出
で

来
き

るよう

に支
し

援
えん

体
たい

制
せい

と報
ほう

酬
しゆう

両
りよう

面
めん

で見
み

直
なお

しが必
ひつ

要
よう

。グループホームには、夜
や

間
かん

防
ぼう

災
さい

体
たい

制
せい

加
か

算
さん

ができているが、区
く

分
ぶん

に関
かん

係
けい

なく見
み

守
まも

り支
し

援
えん

が必
ひつ

要
よう

な 入
にゆう

居
きよ

者
しや

がいる場
ば

合
あい

は、必
ひつ

要
よう

な人
じん

員
いん

を配
はい

置
ち

出
で

来
き

るか加
か

算
さん

にすべきである。 

⑪地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

は施
し

設
せつ

・ 病
びよう

院
いん

等
とう

の限
かぎ

られた空
くう

間
かん

・限
かぎ

られた人
にん

間
げん

関
かん

係
けい

・限
かぎ

られた活
かつ

動
どう

等
とう

の環
かん

境
きよう

とは正
せい

反
はん

対
たい

の暮
く

らしであり、生
せい

活
かつ

ニーズは絶
た

えず変
へん

化
か

している。対
たい

応
おう

する世
せ

話
わ

人
にん

・生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

員
いん

・ホームヘルパー等
とう

の支
し

援
えん

者
しや

は、支
し

援
えん

内
ない

容
よう

の 評
ひよう

価
か

・

検
けん

証
しよう

、支
し

援
えん

技
ぎ

術
じゆつ

のスキルアップが求
もと

められる、こうした人
じん

材
ざい

へのスーパーバイ

ズを含
ふく

め、ケアマネジメントに基
もと

づくサービス提
てい

供
きよう

と責
せき

任
にん

を担
にな

うサービス管
かん

理
り

責
せき

任
にん

者
しや

業
ぎよう

務
む

は、兼
けん

務
む

ではなく専
せん

従
じゆう

とすべきである。 

 

【森
もり

委員
いいん

】 

○結論 

 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

とケアホーム
け あ ほ ー む

とを区分
くぶん

する体 系
たいけい

は、速
すみ

やかに廃
はい

止し
し し

統 一
とういつ

すべきと

考
かんが

える。また、利用
りよう

並
なら

びに運営費
うんえいひ

に対
たい

する助 成
じょせい

とともに、 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

による

制 限
せいげん

はなくすべきである。その他
ほか

、居 住 地
きょじゅうち

の地域
ちいき

社 会
しゃかい

における 障 害
しょうがい

理解
りかい

、並
なら

びに

金 銭
きんせん

管理
かんり

なども含
ふく

めて、 商 店 街
しょうてんがい

での見守
みまも

り支援
しえん

なども必 要
ひつよう

である。さらに介護
かいご

給 付
きゅうふ

、訓 練
くんれん

等
など

給 付
きゅうふ

などのサービス
さ ー び す

と組
く

み合
あ

わせて利用
りよう

する場合
ばあい

の総 合 的
そうごうてき

な相 談
そうだん

支援
しえん

、サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

関 係
かんけい

機関
きかん

のネットワーク
ね っ と わ ー く

の 充 実
じゅうじつ

も求
もと

められる。 

○理由 

 現 行
げんこう

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

と、ケアホーム
け あ ほ ー む

とを区分
くぶん

する 体 系
たいけい

は 形 式 的
けいしきてき

であり、

障 害 者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

で豊
ゆた

かな生 活
せいかつ

をおくるシステム
し す て む

になっているとは 考
かんが

えられない。 
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【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

○結 論
けつろん

 

 グループホームケアホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む け あ ほ ー む

は廃
はい

止
し

すべきである 

○理由
りゆう

 

 先
さき

に述
の

べたように施設
しせつ

であり、居 住 権
きょじゅうけん

を保 障
ほしょう

されておらず、いつでも運 営
うんえい

がわが

障 害 者
しょうがいしゃ

を追
お

い出
だ

せる。 

 また精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

にとってはデイケア
で い け あ

あるいは作 業 所
さぎょうじょ

への通 所
つうじょ

を 強
きょう

制
せい

される、

自己
じ こ

決 定
けってい

を無視
む し

した施設
しせつ

であること、あるいは地域
ちいき

を支配
しはい

しているサービス
さ ー び す

提 供 者
ていきょうしゃ

医 療
いりょう

機関
きかん

の囲
かこ

い込
こ

みであるから 

 


